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【開催日】 平成２６年９月８日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後５時１８分 

【出席委員】 
 

委 員 長 伊 藤   實 副委員長 中 村 博 行 

委 員 岩 本 信 子 委 員 河 野 朋 子 

委 員 下 瀬 俊 夫 委 員 杉 本 保 喜 

委 員 長谷川 知 司 委 員 松 尾 数 則 

委 員 吉 永 美 子   

 

【欠席委員】 なし 

 

【委員外出席議員等】 
 

議 長 尾 山 信 義 副 議 長 三 浦 英 統 

 

【傍聴議員】 
 

議 員 大 井 淳一朗 議 員 岡 山   明 

議 員 河 﨑 平 男 議 員 中 島 好 人 

議 員 山 田 伸 幸   

 

【執行部出席者】  
 

総務部長 中 村   聡 総務部次長兼総務課長 大 田 好 夫 

総務課主幹 幡 生 隆太郎 総務課主査兼広報係長 矢 野   徹 

総務課法制係長 河 田 圭 司 総務課危機管理室長 大 下 賢 二 

人事課長 城 戸 信 之 人事課主幹 大 谷 剛 士 

人事課人事係長 山 本 満 康 人事課給与係長 古 谷 雅 俊 

税務課長 岩 本 良 治 税務課主幹 古 谷 昌 章 

税務課収納係長 藤 上 尚 美 税務課市民税係長 銭 谷 憲 典 

税務課固定資産税係長 藤 本 義 忠 債権特別対策室長 保 永   彰 

地籍調査課長 徳 永 文 孝 消防課長 中 野 公 次 

消防課主幹 西 原 敏 郎 消防課消防庶務係長 松 岡 賢 吾 

消防課消防団係長 田 中 弘 保 総合政策部長 堀 川 順 生 

企画課長 芳 司 修 重 企画課企画係長 杉 山 洋 子 

企画課行革推進係長 別 府 隆 行 財政課長 川 地   諭 

財政課課長補佐 篠 原 正 裕 財政課財政係長 山 本   玄 
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情報管理課長 赤 間 照 男 情報管理課主幹 山 根 正 幸 

市民生活部長 川 上 賢 誠 協働推進課長 石 本 善 子 

協働推進課課長補佐 桶 谷 一 博 協働推進課市民交流係長 増 冨 久 之 

人権・男女共同参画室長 山 根 和 美 人権・男女共同参画室主幹 柏 村 照 美 

石丸総合館長 中 林 照 行 生活安全課長 白 石 俊 之 

生活安全課課長補佐 吉 田 悦 弘 健康福祉部長 河 合 久 雄 

健康福祉部次長兼社会福祉課長 伊 藤 雅 裕 社会福祉課主幹 深 井   篤 

こども福祉課長 西 田   実 こども福祉課主査 金 子 悦 美 

健康増進課長 山 根 愛 子 健康増進課課長補佐 木 本 順 二 

産業振興部長 小 野   信 産業振興部次長兼商工労働課長 姫 井   昌 

商工労働課商工労働係長 山 本 修 一 農林水産課長 阿 武 恒 美 

農林水産課技監 河 田   誠 農林水産課農林係長 森 山 喜 久 

農林水産課水産係長 藤 岡 富士雄 建設部長 佐 村 良 文 

土木課長 森   一 哉 土木課技監 中 本 勝 裕 

土木課主査 井 上 岳 宏 土木課主査 泉 本 憲 之 

都市計画課長 髙 橋 敏 明 都市計画課課長補佐 渡 邉 俊 浩 

都市計画課主査 高 橋 雅 彦 成長戦略室長 大 田   宏 

成長戦略室主幹 川 﨑 信 宏 山陽総合事務所長 吉 藤 康 彦 

山陽総合事務所副所長 藏 本 一 成 教育長  江 澤 正 思 

教育部長 今 本 史 郎 学校教育課長 笹 村 正 三 

学校教育課課長補佐 山 本 時 弘 学校教育課主査 古 屋 憲太郎 

農業委員会事務局長 山 相 信 安 農業委員会事務局主任 村 長 康 宣 

 

【事務局出席者】 
 

局 長 古 川 博 三 局 次 長 清 水   保 

庶務係長 島 津 克 則 庶務係主任 角   紀 子 

庶務係員 中 山 由希子 議事係長 田 尾 忠 久 

議事係員 原 川 寛 子   

 

【審査事項】 

１ 議案第６５号 平成２６年度山陽小野田市一般会計補正予算（第２回）

について 

２ 議案第５３号 平成２６年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

午前９時 開会 
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伊藤實委員長 おはようございます。それでは、一般会計予算決算常任委員会

を開催します。本日、傍聴、一般、報道１名ずつ、もう入室をしておら

れますので、報告します。それでは、審査に入ります。議案第６５号平

成２６年度山陽小野田市一般会計補正予算（第２回）について執行部か

ら説明を求めます。 

 

堀川総合政策部長 まず議案第６５号につきまして、財政課から総括的な説明

等を行います。 

 

篠原財政課課長補佐 それでは、議案第６５号平成２６年度山陽小野田市一般

会計補正予算（第２回）につきまして、まず財政課から総括的な説明を

します。今回の補正の主なものは、市民プール整備事業、臨時福祉給付

金給付事業、水痘・成人用肺炎球菌予防接種事業、新病院建設出資事業、

特別支援教育支援員配置事業など、取り急ぎ措置すべき案件の補正です。 

 それでは、補正予算の１ページをお開きください。今回の補正は、歳

入歳出それぞれ５億１,４７６万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２８８億６,０５５万８,０００円とするもので

す。 

 次に２ページをごらんください。第１表、歳入歳出予算補正の歳入と

して、１款市税、１０款地方交付税、１４款国庫支出金、１５款県支出

金、１８款繰入金及び２１款市債におきまして、補正額を計上していま

す。 

 次に３ページ、４ページをお開きください。歳出として、２款総務費

から６款農林水産業費、８款土木費、１０款教育費及び１１款災害復旧

費におきまして、補正額を計上しております。 

 次に５ページをお開きください。第２表地方債補正として、公共土木

施設災害復旧事業債を追加するとともに、病院建設出資債を増額変更し

ております。以上、総括的な内容について説明しました。 

 続きまして、事項別明細書におきまして、まず歳入の一般財源につき

まして財政課から説明し、その後税務課から市税につきまして説明しま

す。その他の歳入につきましては、歳出の説明時に合わせて担当課が説

明をします。 

 ９ページ、１０ページをお開きください。１０款１項１目１節の地方

交付税につきまして、当初予算で普通交付税４０億８,０００万円を計上

しておりましたが、普通交付税の算定により基準財政需要額につきまし

ては、対前年度０.４％増の１２２億２,５８２万９,０００円に対し、基
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準財政収入額につきましては対前年度１.１％の増の７８億８,７９４万

４,０００円となり、本年度の交付決定額は調整率を踏まえて対前年度比

０.８％の減の４３億２,８１９万６,０００円となりました。このたびの

補正では、交付決定額から当初予算額を差し引いた２億４ ,８１９万

６,０００円を増額計上しております。 

 次に、１１ページ、１２ページをお開きください。１８款１項１１目

１節財政調整基金繰入金の１,８８９万１,０００円の減額は、今回の補

正に係る財源調整により計上しております。２１款１項６目１節の臨時

財政対策債ですが、これは普通交付税の原資不足分の振替として発行す

ることができる地方債です。普通交付税の算定により１,６４０万円を減

額し、１４億７,３６０万円としております。財政課からは以上です。 

 

岩本税務課長 それでは、税務課から市税関係について説明します。 

 補正予算書の９ページから１０ページをお開きください。市税の１目

固定資産税です。今回これを１億３,１００万円増額補正し、補正後の予

算額を４８億１,１５８万円とするものです。内訳は１節現年課税分で土

地が１,３００万円、家屋が１,４００万円、償却資産が１億４００万円

となっております。土地につきましては、地価の下落傾向が続いており

ますので、当初、前年度予算額に比較して３.８％程度の減を見込んでお

りましたが、結果として下落幅が若干緩和されまして、２.７％の減額に

とどまりました。これにより、相応する１,３００万円を増額する補正す

るものです。次に家屋につきましては、消費増税前の駆け込み需要の影

響もあり、新築、増改築が堅調に推移しておりました。したがって当初、

前年度予算額に比較して、３.４％程度の増額を見込んでおりましたが、

結果として予想以上に新築、増改築が好調であり、４.３％の増額となり

ましたので、相応する１,４００万円を増額補正するものです。次に償却

資産ですが、当初の予想では県内の経済情勢が持ち直し傾向にあったこ

と、及び市内大手事業所へのアンケート調査結果など踏まえ、大手事業

所、中小事業所ともに減価償却は一定程度進むものの、ある程度の設備

投資が見込める状況でありました。よって、このような状況を踏まえ、

前年度予算額に比較してわずかですが、０.６％の増額を見込んでおりま

したが、結果として予想を上回る設備投資があり、６.５％の増額となっ

たものです。相応する１億４００万円を増額補正させていただきます。

今回のこの償却資産の増額補正の要因は二つほどあります。まず総務大

臣配分というもの制度ですが、これは二つ以上の県に係る大規模な償却

資産については総務大臣が配分することとなっております。この総務大

臣配分で一つの事業所について、当初の見込みを大変大きく上回る配分
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があったこと、これがまず一つの要因です。次に要因の第二は、中小事

業所、市内に約６７０社ありますが、これが当初の予算の段階でも若干

の増額を見込んでいたところですが、予想以上に設備投資が活発であっ

たこと。この二つの原因により、今回１億４００万円の増額補正となっ

たものです。 

 

伊藤實委員長 それでは歳入はいいですね。歳出について説明お願いします。 

 

赤間情報管理課長 それでは１３、１４ページ、４目情報管理費、補正額９８

万１,０００円の説明をします。補正前２億１,１１７万７,０００円に対

し、補正後は２億２,２１５万８,０００円となります。内容については

６月補正に続く番号法対応の事業費補正です。補正前予算が４,７３６万

１,０００円で、補正後は４,８３４万２,０００円の事業費となります。

１９節で地方公共団体情報システム機構負担金として計上しております。

この７月３１日付で当該機構より全国都道府県、市区町村に対し、平成

２６年度分から中間サーバー整備に係る経費を負担するようにあわせて

来年度１月ごろ請求書を発行する旨の通知がありましたので、緊急に予

算措置するものです。 

 国の示す当初スケジュールでは、平成２７年度となっていた事業の前

倒しとなります。県市町課からも負担金の支出に対し、各自治体と機構

とで契約を交わす可能性があり、契約時点で各市町において支出に係る

予算措置を行っていることが必要との指導がなされております。 

 また、県においても９月議会で補正対応と聞いております。なお、こ

の中間サーバーとは社会保障税番号制度における情報連携の対象となる

情報提供ネットワークシステム、いわゆる国の行政機関等が利用するコ

アシステムと地方公共団体の既存のシステムとの情報の授受の仲介をす

る役割を担うもので、全国の東西２カ所のデータセンターに集約され、

相互バックアップを行うことになります。歳入については、予算書９、

１０ページの１４款２項１目総務管理費、国庫補助金、社会保障税番号

制度システム整備として総務省所管補助率１０分の１０の補助を予定し

ております。 

 

篠原財政課課長補佐 続きまして、２款１項８目財産管理費の２５節積立金で

す。財政調整基金積立金３億５７０万６,０００円は、今回の補正の財源

調整に伴う積立金であり、この積み立てにより財政調整基金残高は予算

上２５億２,９７９万５,０００円となります。 
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笹村学校教育課長 予算書の１９、２０ページをお開きください。１０款２項

２目教育振興費１２節役務費の２万３,０００円増額及び２１、２２ペー

ジの１３節委託料１４０万７,０００円の増額は特別支援教育支援員を

４名増員することに伴うものです。内容は別添の参考資料をもとに説明

します。 

 

伊藤實委員長 参考資料を配布させますので、暫時休憩します。 

 

午前９時１２分休憩 

 

午前９時１６分再開 

 

伊藤實委員長 それでは休憩前に引き続き、執行部の説明を求めます。 

 

笹村学校教育課長 まず特別支援教育支援員ですが、発達障がいのある児童生

徒など特別な支援が必要な子供を支援していくため、特別支援教育支援

員を市内の小中学校へ配置しています。業務内容は、特別な支援が必要

な児童生徒に対して授業中支援員が傍に寄り添い、授業に集中できるよ

うに手助けをすることであり、支援員を配置することにより発達障がい

のある児童生徒が授業に集中できるようになり、学習意欲の向上につな

がっています。支援員は当初予算で小学校７名、中学校３名、計１０名

分の予算措置をしていますが、特別教育支援員の配置は年度当初に県の

教員配置が決まったあと、学校ごとに支援が必要な児童の在籍状況と学

校の要望等を踏まえて決定しています。しかし、実際に必要な人数は新

学期が始まってみないと支援が必要な児童生徒の状況等がわからないと

ころがあり、今年度は身体上の理由により支援が必要な児童が数名おり、

学級運営に支障を来すおそれのある小学校があるため、支援員４名を増

員するものです。４名の配置校は有帆小、須恵小、本山小、赤崎小学校

松原分校で内訳は下記に記載のとおりです。 

 

伊藤實委員長 それでは質疑に入ります。もう、ここで歳入歳出も含めていき

たいと思いますので、委員の質疑を受けます。 

 

吉永美子委員 特別支援教育支援員についてお聞きします。補正理由というの

はわかるんですけど、これが６月ではなくて今の９月になったというこ

とは、６月時点ではこういう状況になかったのかどうか、その点につい

て説明ください。 
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笹村学校教育課長 学校が全校体制で少し無理をしながら対応してきておりま

したが、ここに来て、今後状況がますます苦しい状況になってくるとい

うことで、今回補正することとしました。 

 

吉永美子委員 ということは、かなり前に支援員については増員しないと対応

が難しいというところが出ていたのではないかと推察されるんですけれ

ど、下の内訳にあります病気によりというところが３人の子供たち、ま

た下は学級運営安定化ということですが、この病気とか学級運営安定化

という部分について、早くから学校としてわかっていながら予算のお願

いをしなかったのか、逆に執行部側がもう少し待ってくださいというふ

うにされたのか、その点についてはいかがでしょうか。 

 

古屋学校教育課主査 このたび小学校費については、当初予算で７名分の予算

を計上しておりました。実際に配置する中で本山小学校については、支

援員は１名ほどつけていたんですが、内訳の２番目にあります病気によ

り常に見守りが必要な児童生徒がいたため、１名増員して４月から８名

を配置しているところです。この残りの有帆小、須恵小、赤崎小学校松

原分校については、この２学期から配置をしております。この支援員の

考え方としては、一応、学期ごとにその学校の状況に応じて支援員を配

置する学校、あるいは配置日数等を決定しております。先ほどのような

状況で既に配置をしておりますが、このまま行くと３学期に配置する学

校あるいは配置日数を調整する必要がありますので、この９月議会で補

正をさせていただいたということです。 

 

吉永美子委員 理解が苦しいんですけど、先ほどの学校教育課長の答弁だとか

なり学校が無理して頑張ってきていたというように聞こえたもんですか

ら、実態としてどうだったんでしょうかということをお聞きしています。 

 

古屋学校教育課主査 本山小学校は年度当初から１名つけております。須恵小

学校については１学期に特別支援学級に転校してきた子供がおりました。

有帆小学校については、支援員の考え方としてはまず学校で当然担任の

先生だけでなく、ほかの先生も協力して学校全体で支援をしていただく

というのが基本ですし、実際やっていただいておりますが、それでも学

校訪問等でその状況を見て支援が必要だと判断されれば、支援員をつけ

るということです。本山小学校以外は１学期はちょっと学校のほうで対

応をしていただいておりましたが、なかなか状況も改善しないというこ
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とで、この２学期から配置をするという決定をしたところです。 

 

伊藤實委員長 ちょっと待ってください。今の件だけど、４名ふやしたですよ

ね、これ新入生なの、その辺の内訳を先に説明してください。 

 

古屋学校教育課主査 須恵小学校は転校してきた子供がおります。 

 

伊藤實委員長 何月に。 

 

古屋学校教育課主査 ６月の終わりぐらいだったと思います。 

 

伊藤實委員長 須恵小学校が６月終わり。 

 

古屋学校教育課主査 はい。 

 

伊藤實委員長 ほかは。 

 

古屋学校教育課主査 本山小学校は新入生ではありません。有帆小学校も新入

生ではありません。 

 

伊藤實委員長 赤崎は。 

 

古屋学校教育課主査 赤崎は全体の中で支援が必要な状態だということで補正

をさせていただくということです。 

 

伊藤實委員長 整理すると須惠小学校は６月に転校してきたと。で、有帆、本

山、赤崎において新入生ではない。在校生であったということですから、

その辺の現状は、もう年当初からわかっていたということですよね。 

 

古屋学校教育課主査 そういう子供がいるということは把握をしておりました。 

 

吉永美子委員 本山小は１名いたんだけど、４月からもう８名ということは既

に一人増員しておられたんですよね。 

 

古屋学校教育課主査 はい。そういうことになります。 

 

吉永美子委員 それが今、補正予算ですか。 
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古屋学校教育課主査 支援員について、学期ごとに学校の状況に応じて配置校、

あるいは配置日数を決定するようになっております。基本は、予算の範

囲内での優先順位をつけての配置ということになりますが、実際に必要

な場合は配置をさせていただくと。ただその場合、当然年間の予算とい

うのがありますので、このたび補正をさせていただくということです。 

 

岩本信子委員 この支援員の配置基準というものは別にないんですか。例えば、

一人いたら要るとか、今話しを聞いていると予算の範囲内でとか、状況

を見てその判断するとおっしゃっているんですけど、やはり新入したと

きからちゃんとわかっていますので、配置基準とかいうものはあるんで

しょうか。これ市の単独事業ということで補助事業ではないから、市で

配置基準を決められると思うんですけど、その点いかがでしょうか。 

 

古屋学校教育課主査 配置基準というのは担当の指導主事がおり、学校の状況

等を確認して配置が必要かどうかということを決定するということにな

ります。予算はもちろんあるんですが、ただ予算の範囲を超えたら必要

なのにもう配置しないということではなくて、このたびも本山小学校は

既に１名配置をしておりますが、それに加えてもう１名ほど配置をする

必要があるということで４月から配置をさせていただいたところです。 

 

岩本信子委員 状況を見て配置を決めると。その学校の運営ができないから配

置するんだという考え方だと思うのですけど、それでいいんでしょうか。

わかればきちんと最初からやるべきではないかと思うんですけど、その

点はいかがでしょうか。 

 

江澤教育長 特別支援教室の教員数については、もちろん文科省の基準があり

ます。何名いて何名先生がという、いわゆる机上の理論といいますか、

そういうきちんとした基準があって、それにのっとって配置されている

わけです。しかし、それで現実うまくいくのかというと、それはその状

況、それも刻々と子供のことですから変わります。それを見て判断しな

いとできません。判断するときは、教育委員会の指導主事が学校に行っ

て学校の先生と十分協議し、また、我々も見て協議し、そして決めてい

ます。ですから、このまま放っておいたら今の体制のままでは難しいと、

そういう状況というのはその都度判断する以外にありません。文科省の

大まかな基準はありますが、それはもちろんクリアしています。何か釈

然としないと思われるかもしれませんが、対子供の状況のことですので、
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それは状況を見てという以外に今のところはないと考えています。 

 

中村博行副委員長 この４名ですけども、学年がわかりますか。そうすること

によって今後の予算にもかかわってくると思うんですけど。言葉は悪い

かもしれませんが、予備軍と言ったらおかしいですけど、そういう状況

にあると思われるような者が何名いるか把握をされているかどうかをお

尋ねします。 

 

古屋学校教育課主査 有帆小学校は○年生です。本山小学校は○年生です。赤

崎小学校松原分校は一人というわけではなくて、全体の中でということ

になります。須惠小学校は転校されて来た方で学年を今把握しておりま

せん。（議事録削除部分あり） 

 

中村博行副委員長 あとの質問ですけど、今後そういう可能性がある児童の把

握はできていますか。 

 

古屋学校教育課主査 特別支援、発達障がいの絡みになるんですが、今何とか

学校の教員の組織的な対応でしのいでいます。ただ、様子はこれからも

ずっと見ていくつもりです。 

 

岩本信子委員 特別支援員の採用についてなんですけれど、多分資格とかは要

らないとは思うのですけど、この辺はどうされているのか。そして人物

が大事だと思うんですけど、その点はどうでしょうか。 

 

古屋学校教育課主査 確かに特別に資格はありませんが、教員の経験者である

とか免許を持っている人とかはやはり子供の対応とかよくわかっていま

すので、その辺りはありがたいことですが、それが条件ではありません。

面接ではやはり子供にしっかり寄り添ってもらえそうな人を選んでいる

ところです。 

 

下瀬俊夫委員 ４名追加で須恵小の一人が転校生で、あとは皆在校生ですよね。

当初の予算配分で１０名分が配分されていますが、これは予算要望のと

きに既にそういう人たちも含めて要望されていて、当初予算のときに削

られたのかどうなのか。在校生なんだから当然可能性としてはあったわ

けですよね。だから、いわゆる財政カットの対応、それはどうだったの

か。 
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古屋学校教育課主査 支援員の予算につきましては、ここ２年ぐらいこの１０

名体制で当初から要求をしています。実際に何人支援が必要な子がいる

のかということについては、学校が始まってみないとわからない。 

 

伊藤實委員長 それは、おかしい。 

 

古屋学校教育課主査 昨年も日本語が喋れない中国人の子どもがいまして、そ

の場合も補正をさせていただいていますので、その状況を見て必要であ

れば補正をさせていただく。ただ近年、そういった子が実際ふえている

ような状況がありますので、来年度以降はもうちょっと当初予算でとい

うような思いはありますが、これは予算編成の中で検討していきたいと

考えています。 

 

堀川総合政策部長 人数が確定できないということで、実績額で当初予算を組

んでいます。一番大きな理由は県の職員の加配、この状態がまだ決定し

ておりません。というような中で加配等を見ながら、また児童の状況等、

転入、転出、そういうものの状況を見ながら補正するというような形で

やっています。 

 

下瀬俊夫委員 そうなるとわからんようになる。というのは、在校生で、突然

起こったわけじゃないんですよ。当然、在校生だからその対象者の子供

がずっといたわけよね。一人は○年生、一人は○年生、ということは突

然起こったわけじゃないんだから、当然対象になっているわけでしょ。

指導主事が判断して教育委員会に申請するんだろうと思うけど、まだ大

丈夫とか、予算配分が１０名だからちょっと我慢しろとか、そういうの

があるんじゃないんですか。（議事録削除部分あり） 

 

古屋学校教育課主査 予算を見て、必要なのにつけないといったようなことで

はありません。例えば、本山小学校の例で言えば支援員を１名つけてい

るわけです、当初から。今支援が必要な子が内訳のところに載っている

子以外にも当然特別支援学級というには子供がいますので、当初の考え

としては１名で全体を見ていただけるんではないかというところがあり

ましたが、実際に始まってみてその１名体制ではちょっと難しいだろう

ということで、もう１名ほど本山小学校においては増員したということ

になります。当初からやれないとわかっているのに配置をしないとかい

う状況ではなくて、状況を見て、難しいようであればその都度、追加で

配置していくというような形を取っております。 
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伊藤實委員長 対応が遅い。資料として今配置の１０名分、学校ごとの対象者

の学年の資料はすぐ出せますか。（「では、調べて」と呼ぶ声あり）こ

この部分につきましては後ほどします。それでは、最後に回すので、そ

の辺の説明資料を用意してください。 

 それでは、今の特別支援の部分につきましては、本日午前中の最後に

回しますので、ほかの部分についての質疑を受けたいと思います。ほか

はないですか。なければ、ここで職員の入れかえをしますので、５分ほ

ど休憩に入ります。 

 

午前９時４０分休憩 

 

午前９時４５分再開 

 

伊藤實委員長 それでは休憩前に引き続きまして審査に入ります。次は市民生

活部健康福祉部関係執行部の説明を求めます。 

 

白石生活安全課長 １３ページ、１４ページの中段をごらんください。２款１

項２０目自治会活動推進費について、説明します。 

 補正前７,９８１万２,０００円を１５０万円増額し、補正後８,１３１

万２,０００円とするものです。補正の内訳は全額１９節負担金補助及び

交付金、防犯外灯設置補助金で今回の増額により当初予算７５５万円か

ら９０５万円となります。防犯外灯ＬＥＤ化の促進に取り組み、２年目

となる今年度も希望が多く、９５自治会から４８８灯、補助金額で６８４

万８,１００円分の申請がありました。６月に公開抽選会を開き、配当予

算枠内の２７自治会１４８灯分について交付決定通知書を関係自治会に

通知しました。また、残りの自治会につきましても昨年度と同様に交付

決定留保という形でお知らせをしています。 

 今回の補正により１８自治会９８灯分の交付決定が可能となりますの

で、予算を議決いただきました後、１０月上旬を目途に関係自治会に交

付決定を行う予定としています。残りの留保分につきましては、当面新

設や緊急修理分の枠を確保する中で申請状況を見きわめながら予算を調

整し順次、交付決定を行い、可能な限り交付決定できるように努めてま

いりたいと考えています。 

 なお、今年度交付決定できなかった申請分につきましては、平成２７

年度に繰り越し、２７年当初に交付決定をしていきたいと考えています。 
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伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 それでは、同じページの一番下をごらん

ください。３款１項１目社会福祉総務費２０節扶助費７９万円です。 

 まず、制度について説明します。行旅病人及死亡人取扱法により、救

護者も引き取り手もいない、いわゆる浮浪している方、あるいは一人暮

らしの方が亡くなられた場合、その方の納棺や火葬については、その発

生原因の市町村で行うということになっています。これに対する予算と

して、当初死亡人２人分を計上していましたが、既にこれを使い切りま

したので、新たに死亡人４人分を補正増するものです。これに対する財

源として、９、１０ページをお開きください。下から２番目、１５款２

項２目民生費県補助金１節社会福祉費県補助金行旅病人取扱費として、

歳出と同額のお金が県から入ることになります。 

 次に、歳出、１５、１６ページをお開きください。３款１項９目臨時

福祉給付金費１９節負担金補助及び交付金臨時福祉給付金３,０００万

円です。これは、今年度給付手続を進めています臨時福祉給付金につき

まして、当初１万円の給付対象者を１万２,５００人、５,０００円の加

算の対象になる給付対象者を４,０００人と見込んでいましたが、その後

の積算により１万円給付対象者が１万２,５００人から１万３,８００人

に、また、５,０００円加算対象者が４,０００人から７,４００人になり

ましたことから補正増するものです。 

 なお、これにつきましては財源として９、１０ページをお開きくださ

い。１４款２項２目民生費国庫補助金１目社会福祉費国庫補助金臨時福

祉給付金給付事業費として、歳出と同額のお金が国から入ることになり

ます。 

 

西田こども福祉課長 それでは、こども福祉課関係について説明します。 

 １５、１６ページの中段の３款民生費２項児童福祉費をごらんくださ

い。この委託料１０２万１,０００円は、児童扶養手当システム改修の委

託料です。次代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代育成

支援対策推進法の一部を改正する法律が平成２６年４月２３日に交付さ

れました。この法律は、次世代育成支援対策の推進強化、母子世帯及び

父子家庭に対する支援施策の充実を講ずるものであり、その主たる内容

の一つに児童扶養手当法の一部改正が行われ、支給要件、支給制限が改

正されました。 

 この改正により、児童扶養手当の支給対象とされていない公的年金給

付等の受給者等について、受給している公的年金の額が児童扶養手当の

額を下回る場合に、その不足額を児童扶養手当として支給することにな

りました。法の施行に伴いまして１２月１日からの認定請求受付事務の
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開始に伴い、認定受付をされた方の支払いは平成２７年４月にする予定

ですが、現在運用している児童扶養手当システムでは、この改正に対応

できないためにシステム改修を行い、事務処理をしようとするものです。 

 

山根健康増進課長 それでは、健康増進課関係分について説明します。 

 １５ページ、１６ページの下のほうです。４款衛生費１項保険衛生費

１目保健衛生費総務費２４節投資及び出資金について説明します。これ

は新病院建設に係る出資金の８,３３０万円の増額です。出資金の増額の

要因につきましては、建設工事の追加工事と外構工事、解体される現病

院のアスベスト除去工事費、医療情報システム整備が主な内容となって

おります。この事業は、合併特例債を活用した事業ですので、その財源

につきましては１１ページ、１２ページを開いてください。２１款市債

１項市債２目衛生費衛生債１節保健衛生債８,３３０万円は、病院建設出

資債の増額です。 

 また、１５ページ、１６ページにお戻りください。４款衛生費１項保

健衛生費２目予防費について説明します。予防接種に関する政省令の一

部改正により水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症の２つの予防接種が市町

村が実施する定期予防接種に追加されたことによるものです。施行期日

は、１０月１日です。 

 本事業の概要について説明します。水痘、これは俗に水ぼうそうと呼

ばれるものです。乳幼児がかかる感染力の強い感染症の１つであり、学

校保健安全法に基づき登園、登校に制限が定められている疾患です。 

 また、肺炎球菌感染症は、高齢者の肺炎の４分の１から３分の１を占

めるといわれております。実施方法は、ほかの予防接種と同様に県医師

会等の関係医療機関と委託契約をし、広域で実施します。対象者につい

ては、水痘は１歳から２歳です。平成２６年度のみ経過措置として３歳

から４歳も接種可能となっています。肺炎球菌感染症の対象者は、６５

歳及び日常生活に支障のある６０歳から６４歳の者です。経過措置とし

ましては、平成２６年度から平成３０年度までの間は当該年度に６５歳、

７０歳、７５歳と１００歳までの５歳間隔の者及び２６年度のみ１００

歳、１０１歳以上の者が対象となっております。 

 ４款１項２目予防費１１節需用費２万１,０００円は、予防接種に係る

問診、請求書類等に係る消耗品費です。１２節役務費１２万９,０００円

は郵送料です。１３節委託料３,２０３万８,０００円のうち３,１７０万

３,０００円は、医療機関で実施する予防接種委託料です。また、３３万

５,０００円はシステム開発委託料です。 
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伊藤實委員長 それでは、質疑に入ります。最初に生活安全課、防犯外灯等に

ついて。 

 

下瀬俊夫委員 さっきの説明で、２７自治会１４８灯というのと９８灯、これ

はどういう意味ですか。 

 

白石生活安全課長 当初６月１８日に公開抽選を行うということで募集をかけ

て、その予算を大体１９０万円ほど取っており、その枠の中で執行でき

る自治会ということで、くじを引いた上位から２７自治会、１４８灯分

を交付決定したということです。１８自治会分につきましては、このた

び１５０万円増額補正を要求しており、これが通りましたら、大体平均

が１万５,０００円ぐらいですので、１８自治会、その次の２８番目から

あと１８番の自治会を交付決定ということで、その分が大体９８灯分ほ

ど追加で交付決定が可能になるだろうということです。 

 

下瀬俊夫委員 そうすると補正分でやると大体２４０ぐらいは対応できたと、

あと残りが２４０、２５０ぐらいですか、これが来年度に持ち越すとい

うことになるんですか。 

 

白石生活安全課長 新設分とか緊急修理分の枠を確保しております。それらの

執行状況を見ながら可能な限り来年度繰り越すのが少なくなるように随

時交付決定をしていって、なおかつ今年度交付決定できなかったものに

ついては来年度に繰り越して当初に交付決定をしていきたいと考えてお

ります。 

 

下瀬俊夫委員 だから、当初４８８灯申請があったわけでしょ。この補正によ

って２４０ちょっとぐらいができたので、あと残りが２４０、２５０ぐ

らいあるので、これが来年度の持ち越し分ですかという話をしたんです

が。 

 

白石生活安全課長 それよりも少しでも少なく繰り越したい、全部は繰り越し

にはならないようにしていきたいと思っています。かといって、それが

半分の１００灯になるかというのは、また補正等を組まなければ難しい

かなと思っています。 

 

中村博行副委員長 決算にも係るんですが、これ全部ＬＥＤの数字と考えてい

いんですか。 
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白石生活安全課長 今述べた数値についてはＬＥＤです。去年から新設分につ

きましては、蛍光灯はありませんでした。ことしも今のところありませ

んので、新設分については全部ＬＥＤかなと、修理分につきましては、

まだ若干ですが、費用が安いということで、自治会でＬＥＤか蛍光灯か

という選択をされる中で、実際蛍光灯を選択される自治会もあります。 

 

伊藤實委員長 防犯灯につきましては、後ほど決算の事業の中でするようにな

ると思いますので、またその際に質疑してほしいと思います。それでは、

次、社会福祉課関係。 

 

吉永美子委員 １５、１６ページの臨時福祉給付金ですが、１万円対象者が１

万２,５００人とか１万３,８００人、この程度の差は仕方ないかと思う

んですけど、前の説明では、収入が確定しないとはじき出せないという

ような話があったと記憶しているんですけど、この５,０００円加算分の

老齢基礎年金分でしたか、この加算された方が倍近い人数になったのか、

まずお知らせください。 

 

深井社会福祉課主幹 当初予算において５,０００円の加算対象者数４,０００

人と示していますが、これは国が示した計算式に当てはめて算出した人

数です。このたびの７,４００人というのは、この５月の終わりに日本年

金機構から加算の対象者となる方はこういう方たちですよという名簿を

データとしていただいています。その名前の人数が７,４００あったとい

うことです。 

 

吉永美子委員 それでは、今申請受け付け中だと思うんですけど、この対象者

に対しての申請受け付け状況、そしてその対象者がもし申請しなかった

場合はどのような対応になるのか。申請主義ということで、もう期間が

終わりましたということで市が終わらせてしまうのか、その点について

お知らせください。 

 

深井社会福祉課主幹 臨時福祉給付金の申請処理状況ですが、今現在７月１４

日から７月３０日の受け付け分まで処理が済んでいます。この中で書類

不備のために申請の受け付けができないで返戻したものもありますので、

それを差し引きして申請受け付け処理が済んだ数が２,６４４件、人数に

して３,４８９人です。３,４８９人というのは、給付対象見込み者数１

万３,８００人の２５.２５％に当たります。７月３１日以降の受け付け
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分につきましては、現在、鋭意処理を進めている状況です。申請をまだ

出されていない方もおられますけれども、これにつきましては、この後

の市広報などで申請をしてくださいと、申請を促すお知らせを出す予定

にしています。 

 

吉永美子委員 最後の部分の答えが抜けたと思うんですけど、申請をされなか

った場合は、もうあなたは期間が過ぎましたから終わりですということ

をされるのかその点お聞かせください。 

 

深井社会福祉課主幹 支給対象者につきましては、７月１４日までにこちらか

ら申請書をお送りしています。申請主義ですので、申請をされなかった

方につきましては、先ほど申しましたように広報等で未申請の方につい

ては申請を促すようにしていますけれども、それでもなお申請をされな

かったという方につきましては、こちらからは個別に申請を促すような

ことは予定していません。 

 

吉永美子委員 その点は、対象者がわかっているので、やはりいろんな事情で

長期不在の方とかあり得るので、もう少し一歩進めていただけると、こ

のせっかくの消費税の増税分についての給付金ですので、対応がきちん

とできるのではないかと思っていますので、その点はぜひ検討いただき

たいと思います。それと、今報告がありましたが、この老齢基礎年金の

関係の方とかで、要は２つチェックを入れないといけない方とかいるん

ですけど、１つしかしなくて、ああしまったという方とかがあった場合

は、本人が申請しなかったから、１万円になるということになるのか。

市がちゃんと調査した上でのチェックを入れて１万円プラス５,０００

円の１万５,０００円の対象者として対応していただけるのか、その点お

聞かせください。 

 

深井社会福祉課主幹 加算の対象につきましては、こちらで十分にチェックを

しています。先ほど、今現在で７月３０日受け付け分まで処理をしてい

るとお答えしました。もう９月に入っていますけれども、まだなぜ７月

３０日までしかできていないのかというと、そのチェックに手間がかか

るというのがありますので、こちらでも二重三重に加算措置のチェック

をかけるようにします。ですので、仮に漏れがあった場合に申請者から

加算の対象になるはずなんだけど加算がついていなかったという連絡が

あったときには、再度確認して加算が漏れていたということが判明した

ときには、その加算の分だけまた別途支給するようにしています。 
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吉永美子委員 最後にもう１点聞きます。本人が言ってこられたらチャックし

ますということでしょうか。本人が言ってこられなくても、加算分につ

いては抜けがないように徹底されるという認識でよろしいですか。 

 

深井社会福祉課主幹 受け付け期間は１０月１４日までとなっていますけれど

も、それ以降に一旦支払いを済まされた方についても再度チェックをす

るようにしています。ここでもう一度加算の漏れがないかどうかのチェ

ックをしますので、そこでもまた漏れがあるかがわかると思います。も

し、あれば別途支給したいと考えています。 

 

伊藤實委員長 今の発言で、支払った人も再度チェックするということですか。 

 

深井社会福祉課主幹 １万円しか払っていない方につきましても、まず加算の

漏れではなくて、支給の漏れがないかどうかのチャックをします。その

中で加算の漏れもあったかどうかも再度チェックします。 

 

伊藤實委員長 再度って、普通支払いのときはその場でチェックするでしょ。

今ごろはコンピュータで、今言われた数値にしても１５日間で２,６００、

１日２００もないんですよ。２００件ぐらいは簡単ですよ。打ち込みな

んかあっという間に終わるんじゃないの。 

 

深井社会福祉課主幹 １日平均とすればそんなに件数はないんですけれども、

申請書を７月１１日と１８日と２回に分けて発送しています。ほとんど

の方が７月中に申請に来られ、返信用封筒を同封していましたので郵送

で返ってくるのが多いだろうと見ていたんですが、ほとんどの方が返信

用封筒を使われずに各支所及び市役所本庁の社会福祉課に直接来られて

申請されました。職員の人数も少ないですので、昼間その受け付けに専

念をして、時間外に受け付けの処理をするというようなかたちになって

います。言われるようにシステムで全て処理をしていますので、処理に

ついてはそんなに時間はかからないのですけれども、加算のチェックに

時間がかかりますので、まだ申請件数に対して、受け付け処理の件数が

追いついていないという状況です。 

 

伊藤實委員長 ということは、打ち込んでないということですか。打ち込んで

るんでしょ、もう。 
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深井社会福祉課主幹 受け付けと同時にパソコンで処理をするわけではありま

せん。先ほど言いましたように昼間受け付けだけをして、時間外になっ

てまとめて受け付け処理をしています。受け付けと同時に受け付けの処

理をするんであれば、受け付け件数と受け付け処理件数というのはほぼ

同じになりますけれども、別々にやっておりますので、まだ受け付け処

理が件数までに追いついていないという状況です。 

 

伊藤實委員長 それが現時点で幾らというのは出るでしょう。７月３０日、１

カ月前の話。１カ月前の話で今度１０月の何日でしょ終わるのが。もう

１カ月しかないわけよね。打ち込みは、受け付けをすると同時に瞬時に

やはりすべきじゃないの。こういうのは受け付け期限があるわけだから。

それで理由は人がいないということでしょ。そしたら人をふやすかどう

かして対応しないといけないのじゃないの。 

 

伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 現場の課としては要求もしましたけど、

なかなかつかないということで大変苦しんでやっているということです。 

 

伊藤實委員長 打ち込みの関係で２５.２％と言われたんだけど、実質今何％か

というのは後ほど数字が出ますか。まさか２５からふえてないというこ

とはあるまいし、宿題をまとめてするようなものではいけないと思うけ

ど。 

 

深井社会福祉課主幹 実際の申請書の受け付け件数は、正直申し上げてつかん

でおりません。受け付け処理をした件数しかお答えすることはできませ

ん。それが７月３０日現在で、件数として２,６４４、人数で３,４８９

ですけども、７月３１日以降の受け付けにつきまして鋭意処理を進めて

おりますので、最新のものにつきましては、これよりもかなりふえると

見ております。 

 

伊藤實委員長 かなりふえるのは当然でしょうけど、やはりちょっと問題なの

で、直近の数字を後ほど示してください。 

 

吉永美子委員 ちょっと最後確認したいんですが、申請が１０月１４日までで、

４月から消費税が上がっているわけだから、極力早く給付がされたほう

がいいんですけど、給付はいつからですか。 

 

伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 ７月の中旬からしています。 
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吉永美子委員 ということは申請をされたら、極力早く給付しているというこ

とでよろしいですね。 

 

伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 はい。 

 

伊藤實委員長 それでは、社会福祉課につきましては、後ほど数字を示してく

ださい。次、こども福祉課関係、よろしいですか。なければ次、健康増

進課関係。 

 

下瀬俊夫委員 民福でこの補正についてはやったんですが、もう少し親切な説

明をお願いしたい。この出資金の内訳、例えばアスベストとか追加工事、

外構それぞれ幾らになるのか、これを具体的に言ってください。 

 

木本健康増進課課長補佐 出資金の内訳ですが、追加工事それから外構工事で

１億８０６万１ ,０００円、アスベスト除去工事が１億６ ,３９４万

４,０００円、それからハト対策工事が１,００４万９,０００円、実施設

計委託料が７７５万５,０００円、それから２５年度の分ですが、これが

２,５１３万８,０００円、それから医療情報システム関係の２,１２７万

６,０００円の約４分の１、これが８,３３０万円ということになってお

ります。 

 

伊藤實委員長 数字のみではなくて、追加工事はどういう追加工事かというこ

とを言ってもらわないとわからないと思いますよ。 

 

木本健康増進課課長補佐 追加工事の内容ですが、建築工事、電気設備工事、

空調換気設備工事、給排水の衛生設備工事、それから屋上庭園の追加工

事です。それと外構工事につきましては、地盤改良、それから臨時駐車

場、フェンス、それから仮設橋の延長等です。それからアスベストの内

容ですが、南病棟の煙突の中にあります断熱材の除去工事、それから設

備機器のアスベストです。ダクトとか配管パッキンに含まれるアスベス

トの除去工事、それから床とか天井ボードにありますアスベスト含有剤

の撤去工事になります。 

 

下瀬俊夫委員 それで今の出資金の内訳、合計で幾らですか。 

 

木本健康増進課課長補佐 この補正を入れまして２４、２５、２６年度合わせ
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まして１３億７,７００万円になります。 

 

下瀬俊夫委員 日本一安いと言っていた建設費が追加、追加で、段々、段々膨

らんできたわけです。これは実は民福でも大きな問題になりました。特

に今回、新病院に移設する機械等の搬送費がこの中に入っていますよね。 

 

木本健康増進課課長補佐 出資金の中には含まれておりません。 

 

吉永美子委員 予防接種の関係で肺炎球菌ワクチンについてお聞きします。 

 平成２６年度から平成３０年度で行われるということですけど、以前、

一般質問で取り上げたときに一生に１回だけだと、だからそのタイミン

グがどうのこうのと言われた記憶があるのですけど、今はもう５年間に

１回受けても構わないという流れの中で、こういった肺炎球菌ワクチン

について予防接種が始まるということでよろしいですか。 

 

山根健康増進課長 ５歳刻みということですが、全国にその対象者が３,０００

万人いるようです。当初国でも年齢の高い人から受けたほうがいいので

はないかという論議があったみたいなんですけど、やはり毎年、毎年接

種年齢が変わるとなると、予防接種上の安全管理という面で問題がある

ということで、５歳刻みで１０月１日から実施することになりました。 

 

吉永美子委員 一生に１回ですか。 

 

山根健康増進課長 一生に１回です。 

 

吉永美子委員 ということは、例えば６５歳で受けた方が１００歳まで生きて、

その間ずっとこのワクチンが効いているという認識を持ってよろしいん

ですね。 

 

山根健康増進課長 ２回目の予防接種をしても抗体価が初回ほど上がらないと

いうことで、もう１回でいいという国の見解です。 

 

吉永美子委員 平成２６年度は１０１歳対象で、これ１００歳までということ

ですけど、山陽小野田市にも１００歳を越えておられる方がいると思う

んですが、高齢の方で抜ける方はいないんでしょうか。 

 

山根健康増進課長 １００歳以上の方は現在４９人いらっしゃいます。２６年
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度の経過措置としては、一応接種率を１０％と見込んでおります。です

から５人ということで１００歳以上の方の接種率を見込んでおります。 

 

吉永美子委員 ということは、あとの４４人は自分でやってくださいというと

ころで、これはしょうがないということですね。 

 

山根健康増進課長 Ｂ類の予防接種ということで、Ａ類疾病はこちらからの接

種を受けなさいという勧奨義務があるんですけど、Ｂ類は肺炎球菌、高

齢者インフルエンザ等もそうなんですけども、本人の希望でということ

がありますので、こちらからは積極的な勧奨はしません。 

 

長谷川知司委員 １目で病院の建設の変更です。先ほど建築、電気、空調、給

排水が変更になったということですが、やはり資材の高騰、人件費の高

騰でやむを得ないとは思うのですが、それが果たしてきちんと元請だけ

でなく、一次下請、二次下請、孫請ですね、そういうところまできちん

と浸透されているかどうかの確認はされているかどうか。 

 

木本健康増進課課長補佐 確認はされていると思います。 

 

長谷川知司委員 これについてはやはりきちんとしないと、下請泣かせという

ことがあります。また、地元を何割以上しないといけないということで、

ある程度地元業者も協力はしたけど人件費が上がった分が返ってないと

いうことがないようにしないとまずいと思いますので、ぜひこれは確認

をしていただきたいと思います。 

 

伊藤實委員長 今の件ですが、今の発言でいくと、今まで１３億７,７００万円

出しているわけよね。それについての内訳、それがどういうふうに反映

されているかというのは、わかりますか。 

 

川地財政課長 この出資金については、先ほど説明があったように１００％合

併特例債を活用しておりますので、この管理に際しましては財政課で全

て金額についてはチェックをして借りることにしております。ただ、ま

だ２６年度は予定になりますので、２５年度までは必ず金額等々につい

て、あるいは契約書等々についてチェックをして借りることとしており

ます。 

 

下瀬俊夫委員 ハト対策の１,０００万円。１,０００万円も出してどんなハト
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対策をやるわけですか。 

 

川地財政課長 ハト対策につきましては、病院の内部資金でやると聞いており

ますので、これにつきましては出資金の中に入っておりません。（「さ

っき言ったでしょ」と呼ぶ声あり）それで今確認中です。ただ、出資金

につきましてハード事業になりますので、ハト対策につきましてはどう

なのかということがあり、これは今のところ出資金の対象としては私ど

もは考えておりません。 

 

伊藤實委員長 今のハトは後ほど確認するのでお願いします。ほか健康増進課

よろしいですか。それでは、ここで職員の入れかえをしますので、５分

休憩入ります。 

 

午前１０時３０分休憩 

 

午前１０時３８分再開 

 

伊藤實委員長 それでは休憩前に引き継き委員会を再開します。 

 今からは成長戦略室、産業振興部、建設部、農業委員会関係の執行部

の説明を求めます。 

 

川﨑成長戦略室主幹 それでは成長戦略室スポーツ関係の補正予算について説

明します。１３ページ、１４ページをお開きください。今回の補正は昭

和４７年７月に竣工し、４２年経過しました市民プールの整備工事に伴

うものです。２款１項２９目スポーツ施設費として４,７４０万円を増額

し、補正後の額を１億１,４７６万８,０００円とするものです。財源は、

全額国庫支出金、がんばる地域交付金を充てています。工事の具体的な

内容につきましては、資料をごらんください。これ、裏表刷りとしてお

りますが、表のほうで説明しますと、プールサイドの段差及び不陸修正、

側溝の撤去新設、配管ピットの改修、管理棟シャワー室トイレの改修、

２５メートルプールの塗装改修を行います。予算の内訳は、３節職員手

当等時間外勤務手当３０万円、１１節需用費消耗品費１０万円、１５節

工事請負費４,７００万円です。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 それでは、商工労働課関係の補正予算に

ついて説明します。補正予算書の１７ページをごらんください。１７ペ

ージの５款労働費１項労働諸費２目勤労青少年ホーム費の３９６万円の
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増額補正は、小野田勤労青少年ホームの工事関係に伴う増額予算です。

内容につきましては、右側１８ページの１５節の工事請負費３９０万円

ですが、小野田勤労青少年ホームの玄関右側、東側のほうになりますが、

２階屋上の軒裏の一部が落下しました。落ちた部分は、早急に予備費で

補修対応していますが、現在補修中です。今回の補正は、残りの軒裏点

検と補修を行うものです。この工事費が３９０万円。それと３節職員手

当等時間外勤務手当の４万円はこの工事業務に伴う時間外勤務手当、そ

れと合わせてこの業務に伴う消耗品の２万円です。 

 

山相農業委員会事務局長 それでは、農業委員会関係の説明をします。補正予

算書１７ページ、１８ページ。６款農林水産業費１項農業費１目農業委

員会費を３２４万円補正し、３,４４７万８,０００円とするものです。

内訳は、１３節委託料３２４万円増額するものです。これは、農地台帳

が平成２６年４月に法制化されたことに伴い、台帳で整備すべき項目が

法令等で定められたのでシステムの更新を図るとともに、法令で農地台

帳に記録された事項をインターネット等により公表するものとされてお

り、全国農業会議所が取りまとめる農地情報公開システムの台帳情報と

して提供するデータの作成も行おうとするものです。 

 

阿武農林水産課長 それでは、予算書の１７ページ、１８ページをごらんくだ

さい。６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費１９節負担金補助及

び交付金は、４０４万５,０００円増額し、補正後の額を３,７９０万

４,０００円とするものです。これは需要対応型産地育成事業補助金で集

落営農法人による麦栽培機械の購入に関し、県が購入事業費の２分の１

を補助するものです。この事業は、集落営農法人が産地の核となり県産

農産物の需要に応えられるように生産力の高い産地づくりを支援する単

県の事業です。今回、共同利用機械の購入につきましては、麦栽培用の

乗用管理機及び付随する麦踏みローラー、中耕除草機、肥料散布機など

の８７３万８,０００円が事業費の対象となります。今回の事業につきま

しては、事業主体である農事組合法人石束・不動寺原において当初予算

編成時期に協議中であったため予算計上を行っておらず、今回の補正を

行うものです。 

 続きまして１９ページ、２０ページ。６款農林水産業費３項水産業費

１目水産業総務費１１節需用費のうちの修繕料３００万円増額補正し、

補正後の額を１,７９７万１,０００円とするものです。これは、西の浜

排水機場における空遮断器の修理を行うものです。真空遮断器は、過負

荷な電流が流れた場合に電流を遮断する装置であり、点検の結果、動作
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が不良ということが判明し修理を行うものです。放置しておきますと、

過負荷な電流が流れた場合、操作盤等の機器に損傷を与えポンプの運転

が不可能となるため、補正により対応するものです。 

 

森土木課長 土木課分の説明をします。同じく１９ページ、２０ページですが、

８款土木費２項道路橋梁費１目道路橋梁総務費の１３節の委託料は、今

年度完成予定となっております小野田湾岸線の開通式を山口県と共催で

開催するため、式典費用の２分の１となります５０万円を増額補正する

ものです。 

 

高橋都市計画課長 同じく１９、２０ページです。８款土木費５項都市計画費

１目都市計画総務費２８節繰出金において、下水事業特別会計繰出金と

して５４０万円を減額するものです。下水道事業において、資本費平準

化債の借入金の増額により繰出金を減額するものです。 

 

森土木課長 ２１ページ、２２ページをごらんください。１１款災害復旧費２

項公共土木施設災害復旧費１目道路橋梁河川災害普及費の１５節工事請

負費は、７月の大雨により被災した石束川の護岸、それから市道鋳物師

屋線の道代２カ所を復旧するために１１０万円を増額補正するものです。

なお、２カ所とも規模が小さいものですから補助事業の対象外というこ

とで、単独の災害復旧事業で行うこととしております。歳入の内訳です

が、１１ページ、１２ページをごらんください。２１款市債１項市債８

目災害復旧債の１節公共土木施設災害復旧債１１０万円は、２カ所の災

害単独の災害復旧工事分となります。 

 

山相農業委員会事務局長 農業委員会関係で、歳入の予算書９、１０ページを

お開きください。１５款県支出金２項県補助金４目農林水産業費県補助

金１節農業費県補助金、農地情報公開システム等整備事業補助金３２４

万円を増額補正しようとするものです。 

 

阿武農林水産課長 予算書の９ページ、１０ページです。１５款県支出金２項

県補助金４目農林水産業費県補助金１節農業費県補助金は４０４万

５,０００円増額するものです。需要対応型産地育成事業補助金として、

事業費のうち消費税を除く８０９万円の２分の１が県補助金となってい

ます。 

 

伊藤實委員長 それでは質疑に入ります。最初に成長戦略室関係、市民プール
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の整備工事計画につきまして何かありますか。 

 

吉永美子委員 この図面を見させていただいておりますが、特にトイレの洋式

化というところがそれぞれ男女１カ所ずつありますけれど、内扉でしょ

うか外扉でしょうか。 

 

川﨑成長戦略室主幹 内扉です。 

 

吉永美子委員 ということは、中に入るわけですから、この部分については、

具合が悪くなられたときに、内扉ですと倒れている人を引き出せないと

いう問題が出てくる可能性はあるんですが、救出することが可能なスペ

ースになっておりますか。 

 

大田成長戦略室長 現在の和式を洋式化するんですけれども、その際に内扉で

すと出入り等支障が来すということがありますから、外扉に変更するよ

うにします。 

 

吉永美子委員 厚狭の複合施設では内扉にするということで、議論は担当とし

たんですけど、やっぱりぱんと開けたときに待っている人がいたらぶつ

かるという話があったんですが、その辺についてはこのプールにおいて

は大丈夫でしょうか。 

 

大田成長戦略室長 現在、市役所のトイレの和式を洋式化して外扉で、今のと

ころそういう衝突という報告は聞いておりませんけれども、一応扉があ

く可能性がありますという表示をきちんとドアの外側にしたいと思って

おります。 

 

下瀬俊夫委員 この完成予定と、それからこれが完成した暁には使用料等の変

更があるのかどうか。 

 

大田成長戦略室長 現在の使用料は中学生までが５０円、それ以上が１００円

という非常に安価な状況ですので、このたびこれだけの事業費をかけて

整備をしますので、来年夏の営業に向けて値上げの方向で検討したいな

と、近隣のプールの状況を見ながら、少しだけ値上げをしたいと考えて

おります。 

 

下瀬俊夫委員 完成予定日を教えてください。 
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大田成長戦略室長 今年度中には完成します。 

 

岩本信子委員 これを見ますと、塗装改修が２５メートルプールだけになって

いるんですが、５０メートルとか幼児用プールは別に問題はなかったん

ですか。 

 

大田成長戦略室長 図面上は幼児用プール、２５メートルプール、それから管

理棟周辺というところ、斜線が引いてあるところになっておりますけれ

ど、実は５０メートルプールの周辺も一部悪いところがありますので、

状況を見てそこはやっていきたいと考えております。 

 

長谷川知司委員 このプールに入るまで階段が結構あるんですね、スロープな

りで行けるという考えはありますか。 

 

川﨑成長戦略室主幹 今のところスロープについては考えておりません。スロ

ープをつけるとなると今の入り口の階段、それから更衣室からプールに

入るまでということで、かなり大規模な改修になるのかなと思っており

ます。今後、利用者を見ながら検討していきたいと思っております。 

 

長谷川知司委員 大規模な改修になるかどうかは検討してないと思うので、ぜ

ひされて、大規模の改造でないのであれば、このたびしたほうがいいか

と思います。 

 

伊藤實委員長 意見でいいですか。ほかにプールはよろしいですか。それでは、

私から１点。これ４,７００万円、値段のことも言われたんだけど、要は

改修すれば何らかの波及効果というか、魅力、目玉は何ですか。 

 

大田成長戦略室長 衛生的で安全なプールになるということです。現在、不陸

の悪いところは指定管理者のほうで、ちょっと厚めの布製のカーペット

を敷いて、けが防止に努めていただいていますけど、実はぬれた足で通

るとなかなか乾きが悪いということで衛生上は余りよくないんです。た

だ、けが防止を優先にそれを敷いていますけれども、今後、不陸を改修

することによって、衛生面でもきちんと確保できると思っております。 

 

伊藤實委員長 それともう１点、前、総務でアスベストの問題もあったけど、

あれはもうないですよね。 
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大田成長戦略室長 以前、更衣室の一部にアスベストが見つかりましたけど、

早急に除去作業をしております。 

 

下瀬俊夫委員 さっきの答弁で、ちょっと気になったんで。スロープにするか

どうかは使用状況を見てからという話されましたよね。使用状況という

のはスロープにしなければわからないでしょう。だから、今の状況で、

例えば障がい者なんかが利用できなかったら、利用状況が見られないで

しょう。だから、そこら辺の検討はされないと、結局健常者しか使えな

いプールだとなってしまうんじゃないですか。 

 

大田成長戦略室長 現在、料金を払うところには、階段しかありません。スロ

ープがついておりません。一旦、更衣室に入っていただいて着がえてか

らプールに向かうに当たって、足洗い場を通るには階段があるんですけ

れども、その足洗い場のそばに素通りできるスペースがありますので、

更衣室からプールまでは階段がなく行けると思います。ただし、これが

非常に狭いので、一般的に車椅子が通るのを確保すると９０cm以上が必

要と言われております。その幅はありません。ですから今後、ノーマラ

イゼーションの観点から検討はしていきたいと考えておりますけれども、

ちょっとスペースをとるとなると大幅な改修が必要になるかなと思いま

すので、少し時間をいただければと思います。 

 

下瀬俊夫委員 この御時世ですから、やっぱり健常者しか使えないようなプー

ルというのは、いかがなものだろうかと思うんです。だから、ぜひ構想

段階から、そこら辺はきちんとしたほうがいいんじゃないかなと思うん

ですけどね。 

 

大田成長戦略室長 料金を払う前の階段については、スロープの設置等も考え

ていきたいと思います。それから、更衣室からプールに抜けるところに

ついては、管理室の中を通っていければ広く動線がとれますので、そう

いう動線も含めて検討したいと考えております。 

 

伊藤實委員長 今のことについても、今までは階段が多くて、身障者というか

そういう方が使い勝手が悪かったわけでしょう。だから、今回こういう

ふうに改修するんだったら、市民プールですから、全ての市民が使い勝

手がよくなるように変えるということが基本的な考えじゃないかと思い

ますので、その辺については前向きに検討をしていただきたいと思いま
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すので、お願いします。ほかになければ、次に行きます。商工労働課の

関係。 

 

長谷川知司委員 勤労青少年ホームで落下したということなんですが、ほかの

部分の落下があるかないかは確認されていますか。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 目視は一応全体していますけど、このた

びの補正で点検します。 

 

下瀬俊夫委員 ちょうどいい機会なので、山陽側と小野田側の勤労青少年ホー

ムの利用時間が違うよね。ここら辺は調整できないんですか。 

 

姫井産業振興部次長兼商工労働課長 確かに合併後、時間、休館日等違ってお

りますので、その辺についてはちょっと検討させていただきたいと思い

ます。 

 

伊藤實委員長 ほかに。(「なし」と呼ぶ者あり）なければ、次、農業委員会関

係はありますか。それでは、農林水産課。 

 

下瀬俊夫委員 麦の産地指定、これは私の地元なんですが、産地指定するから

には、やっぱり一定の量が要るんじゃないかと思うんですが、そこら辺

はクリアできるんですか。 

 

阿武農林水産課長 産地指定といいますか、先ほど、石束・不動寺原のいわゆ

る収穫用の共同利用の施設、共同利用機械の購入ということで、山陽小

野田市でおおむね４０haぐらいの麦の栽培をしております。その中で、

石束・不動寺原が２.６haの麦の計画をしておりますので、機械等の利用

に合わせて購入をするものです。 

 

下瀬俊夫委員 麦の産地指定ではないわけですね。 

 

阿武農林水産課長 産地指定です。 

 

下瀬俊夫委員 いや、どのぐらいつくったら産地指定をとれるんですか。 

 

森山農林水産課農林係長 こちらの産地指定の分は、山陽小野田市全体で麦の

生産をしていくというかたちの分でＪＡ山口宇部の中で位置づけられて
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おります。先ほど課長から言いましたように、今２haちょっと、石束・

不動寺のほうは麦の生産というかたちにしておりますが、それを目標と

して、最終的には６haまで拡大していくというところをもって産地指定

というかたちの分で認識しております。 

 

伊藤實委員長 ほかに。よろしいですか。(「なし」と呼ぶ者あり）次、土木課

関係。 

 

長谷川知司委員 この開通式の日にちは決まっているんですか。 

 

森土木課長 県は、工事はもう全て発注されて、今、業者と工程的な詰め、日

程を調整されているという段階です。 

 

長谷川知司委員 今年度予算で上げられるということであれば、今年度中に行

われると思うんで、冠を市制１０周年として予算づけたほうがいいんじ

ゃないですか。 

 

森土木課長 この開通式は、県道ということで県の主催でやっていただきます

が、市は共催というかたちで半額負担していくということになります。 

 

岩本信子委員 この開通式は、人が渡り初めするとか、そういうことは企画さ

れているんですか。 

 

森土木課長 日程がどの時期になるかわからないので、具体的にはまだ進んで

おりません。 

 

下瀬俊夫委員 供用開始が４月からという話ですが、これまで国道のバイパス

なんかでも開通式やっていたけど、県道の場合は共催になるんかね。こ

ういうやり方するわけ、通常。 

 

森土木課長 県道で、近年では宇部の湾岸線と小郡萩道路と開通式やっておら

れますが、その事例でいきますと、県と市２分の１ずつでやっていると

聞いております。 

 

吉永美子委員 以前お聞きしたら、宇部はスカイロードですか、名前をつけて

いるけど、ここは橋だけだから愛称はつけないと言われてはいるんです

けど、宇部と違うのは、やっぱり歩道がきちんとついて海の上を渡って
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いて大変に景色のいい、距離は短いですけど、ある面、市としての売り

にもなるところではないかと思っているんですけど、この県と行うとい

うところですが、開通された後に、やはり山陽小野田市としても、これ

を売っていくという意味では開通式をどう行うかがとっても大事だと思

っているので、これは地域の住民の方、いわゆる自治会等への投げかけ

はどのようにされていかれるお気持ちでしょうか。 

 

森土木課長 先ほどの開通式、それから記念イベントというように、県の事業

としては分けられて、これまでも記念イベントは市が１００％負担でや

ってくださいということでした。現在、観光協会でウオーキングされる

時期はあるんですが、その時期が合うか合わないかによって、どういう

かたちでできるか、ちょっと現在は未定の状況です。 

 

小野産業振興部長 産業振興部の観光課から、説明させていただきます。開通

式におきましては、観光課、観光協会がタイアップして「ふるさとウオ

ーキング」、仮称ですけども考えています。日にちが決まっていません

ので、具体的な募集とかそういったものはまだかけられませんけども、

幾らか観光協会、観光課でイベントを考えております。 

 

伊藤實委員長 そうした中で名称という話が出たんだけど、橋の名前を募集す

る考えはないわけ。 

 

森土木課長 橋の名前は「有帆川大橋」ということで決定しております。 

 

下瀬俊夫委員 この開通に伴って、サンパークからの客の行き帰りが非常によ

くなるという話は聞いたんですが、問題は通勤ラッシュ。これを真っす

ぐ行って、南小野田から公園通りに抜けるという、ここが大変混雑する

というのは以前から指摘されていました。県は少し予算をつけたんじゃ

ないかという話があるんですが、それは御存じですか。 

 

高橋都市計画課長 南小野田駅から公園通りの交差点までは、新開作二軒屋線

という都市計画道路になっておりますので、９月２日から１６日まで、

都市計画道路としての変更の手続を進めておるところです。こちらの変

更手続が済みますと、その変更決定の告示がされて、それから事業化に

なってくるということで、現在、宇部土木事務所が中心となり、地域に

対する説明会等そういったものの事業化に向けた動きというのは進めら

れているところです。 
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下瀬俊夫委員 そうすると、予算化はまだ先の話になるということですね。 

 

高橋都市計画課長 計画を作成するための予算確保をして、それに基づいて事

業が進められており、工事着手といった事業着手に対しての予算は今後、

予算化されるものと聞いております。 

 

伊藤實委員長 それでは、開通式の業務委託料につきましては、よろしいです

か。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、都市計画課の関係、下水道の

繰出金。いいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）あと、土木課の工事請

負費。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、以上で質疑を終えます。そ

れでは、ここで２０分まで休憩します。 

 

午前１１時１０分休憩 

 

午前１１時２５分再開 

 

伊藤實委員長 それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開します。 

 それでは、最初にハトについて。 

 

川地財政課長 今回の補正で、病院事業出資の中にハト対策費は入っておりま

せん。 

 

下瀬俊夫委員 原課は入っていると言ったんだから、そこら辺の調整はしない

と。 

 

川地財政課長 申しわけございません。今後このようなことがないように気を

つけます。 

 

伊藤實委員長 今、入っている入っていないで原課が説明したわけでしょ。そ

うしたら原課が出資をするのにハト対策という……。ということは逆に

１,０００万か、合わんようになる。どういうこと。 

 

川地財政課長 この件につきましては財源の振替調整等々という部分がありま

すので、その辺については私どもと病院の中では協議がなされておった

んですけども。二度とこのようなことがないように気をつけます。 
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下瀬俊夫委員 原課はそれを知らんかったの、財政と病院との調整について。 

 

川地財政課長 いえ、病院と健康増進課でやっておられますが、そこで調整が

とれていなかったのかもしれません。 

 

下瀬俊夫委員 何で言うかというと、民福ではなかったんですよ、ハト対策に

ついて。で、突然出てきたから、それで聞いたわけです。 

 

伊藤實委員長 ハトが卵産んだいうのとは、わけが違う。こういうところが大

事なところですよ。 

 

川地財政課長 今後しっかりと連携をさせていただきたいと思います。 

 

伊藤實委員長 やはりそういうところはきっちり原課と連携しながらやってく

ださい。それでは、ハト対策はいいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、教育委員会。 

 

笹村学校教育課長 まず、先ほど委員長から資料をつくってということでした

が、学年を明らかにすると個人が特定されます。保護者も、学校には伝

えておりますが、周りの保護者あるいは子供に伏せていると、あるいは

そういう約束をされているということありますので、ちょっと学年につ

いては控えさせていただきたい。子供同士の中でも伏せております。い

じめの原因になるようなこともありますので、重ねてお願いします。そ

れから、先ほどの学年を少し説明したところもありましたが、そのあた

りについては議事録から外していただく調整をしていただくということ

でお願いしたいと思います。。 

 それでは説明しますが、まず繰り返しになりますが、特別支援教育支

援員のあり方といいますか、どういうふうにしてつけるかということで

すが、まず、やはり県の配置の基準があります。さらに、それに特別支

援教育の加配、それから補助教員の配置、そのあたりを受けて、実際は

その中で学校はやっていくのが当たり前といいますか基本になっており

ます。ただ、現実にはそういった状況の中で、さらに支援が必要な学級

がやっぱり出てきますので、そのあたりを見ながら、状況を見ながら補

正予算をお願いしていくという流れになっております。当初は、基準は

もう決まっていますので、県の加配の状況、それから、来年度の子供の

状況、そういったものを見て、何とかこれでいけるだろうということも

ありまして、その中でスタートをしていったところ、現実にはもう少し
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支援が必要であるということで、この補正に至ったということになりま

す。 

 

下瀬俊夫委員 学校現場では、この支援員が子供について対応しているわけで

すよね。ということは、その学校現場では、みんな知っているわけでし

ょ。わからないわけがないよね。 

 

笹村学校教育課長 はい、特に厚くかかわっている、寄り添っているという対

象の子供はいると思いますが、それをはっきり公表するということとは、

またちょっと違うかなと思います。 

 

下瀬俊夫委員 ちょっとよくわからないんです、言われていることが。子供が

いじめに遭うからと話されましたよね、先ほど。だけど、学校現場では

基本的に支援員がつけば大体どういう子供かとわかるわけですよね。な

ぜ子供がいじめに遭うから秘密にするということになるんですか。 

 

笹村学校教育課長 病気の詳しい内容については伏せてあるということです。

だから、その状況を詳しく公表することによって、あってはならないん

ですが偏見になったり、それがいじめにつながったりするということは

防ぎたいと、こういうことです。 

 

下瀬俊夫委員 子供たちは、現場では知っている。わかったら、いじめに遭う

という意味が、よくわからない。 

 

今本教育部長 今のこの表の中で、特別支援学級と通常学級という区分があり

ますが、課長が申し上げたのは、特別支援学級じゃなくて通常学級で、

例えば重篤な病気になっておられる児童がおられて、その方が学校と保

護者との間の中で、こういう重篤な病気があると、ひとときも目が離せ

ないというような病気がある中で、親と学校との間の連絡はありますけ

ども、子供たちの間ではそれは知られていないという状況があります。

その子を四六時中見張っておかなければなりませんので、そういう学校

にも特別支援員が遠くから、その子のすぐそばにおるというのではなく

て、その学級全体を見守る中でその子を重点的に見ておるという支援の

方法もあるという、これは特別支援だけじゃなくて、今、通常学級の病

気の話をしているんですけども、そういう状況もあるので、学年を明ら

かにすると、何々学校の何々学年にそういう重篤な病気の児童がおると。

保護者も内緒にしておいてくださいという部分がありますので、学年に
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ついては、ちょっと控えさせていただきたいと、そういう意味です。 

 

伊藤實委員長 今、るる説明があったんですが、支援員を補正するというのは

いいんだけど、その辺の現状の把握、要は当初からできたんじゃないか

というところから、こういうふうに波及しているわけです。 

 この資料でいくと、通常学級と特別支援学級のところが、高泊と赤崎

と厚陽が一人一人ですよね、配置数が。やはり通常学級は学級でやって

おいて、また特別支援学級か、そっちはそっちで１人の人が両方という

のは、もう物理的に難しいわけでしょう、実際は。 

 

笹村学校教育課長 ここに特別支援学級を上げておりますのは、この事業の特

徴であります特別支援教育の支援員ということで、全部、特別支援学級

の人数も一応資料として上げておるところです。この特別支援学級の中

にも、いろいろ子供の状況も違います。それから、教員がどれだけつい

ているかというのも違いますので、一概にその数だけで支援の状況が見

えるわけではありません。 

 

今本教育部長 先ほども申し上げましたけども、今、１人とか２人とか言われ

ましたけど、これとは別に、県のきちんとした職員が配置をされており

ます。例えば厚陽小学校ですけども、これは特別支援学級が２クラスあ

りますので２人ほど先生がついておる。それにプラスアルファとして市

の支援員が１名ほど配置をされているということです。きちんと教職員

が配置をされておるというのが裏にあるということを御承知おきいただ

ければと思います。 

 

伊藤實委員長 そこはわかるんですが、加配でどうのこうのあるんだけど、実

際にはこれ市の単独事業なんでしょう。加配というのは極端に変わる部

分じゃないので、大体推測はできるじゃないですか。それプラス市の単

独事業として、この子たちを支援しようということでするわけですから、

６月でなぜ出なかったかという意見もあった。６月に転校してきた子が

１人ふえましたと、だからさらに追加だったらわかるんだけど。 

 そういうところをきっちり説明しないから、こういう現状はどうかと

いうことになったわけですから、実際には支援するということはいいこ

となんで問題ないと思うんですが、やはりそういうところを。さっきの

発言の中でも「いや、予算が」とかなるわけでしょう。だから、やはり

新入生だったのか在校生だったのかというところで、学年がというとこ

ろになったんです。新入生なら、本来なら入学の前に仮入学なりがあっ
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て、その辺でわかると思うし、保育園とかからの連絡で情報が入ればわ

かると思うんですが、やはり在校生であれば、急に治るとか急に悪くな

るとか、いろいろ状況はあるとは思うんですが、その辺は市の教育委員

会として、やはり市の単独事業としてしたいという思いがあるんであれ

ば、当初から組むべきではなかったかという思いが委員にあったんでは

ないかと思うわけです。 

 

江澤教育長 今の意見を聞いて、質問の趣旨がよくわかりました。それに対し

て、なかなかはっきりと答えられなかったんですが、今回補正する４名

は、昨年まで特別支援員が配置されている子供または学年ではありませ

ん。要は新たに必要だという状況が生じたところです。 

 

伊藤實委員長 さっきそんな説明はなかったよ。 

 

河野朋子委員 できれば新学期にきちんと措置を、実態を把握した上で必要な

ものは、幾ら市の単独な事業だからお金がかかるからという理由がある

にせよ、必要最低限のものはやはりきちんと措置しておくべきだと思い

ますし、そのあたりの実態調査が少し不十分だったように感じておりま

すけれども、今になって生じたわけじゃないと思います。 

 

江澤教育長 基本的に我々は、今になってそれが生じたと考えているんです。

というのは、県は特別支援学級とかそういうところにきちんとした基準

で配置しているわけです。それでやってくださいよ、やっていけるとい

う考え方のもとに配置しているわけで、各学校、教員も、みんなそれで

ちゃんと子供たちの教育ができるように考えて努力しております。それ

がどうしてもできないという状況が生じたとき、加配等はつけないわけ

で、市でこうやって単独で配置しているわけです。去年そういう状況で

つけていたというなら、まだ予想もできますけど、去年は何とかやって

いけたと。しかし子供は、今は通常学級の支援というのが大半ですが、

通常学級にいるそういう支援が必要な子供のほとんどですが、その子は

学級が変わったり、それから自分の健康上の変化もあるでしょう、それ

から友達関係、それから担任になった先生との組み合わせもあるでしょ

う、そういうのによって変わるんです。その変わったときに、その状況

が非常にこれはまずいということで今回新たにつけさせていただいてい

るということで、なかなか初めからその状況が、去年の状況を見てわか

るじゃないかと言われますけど、正直に言うと、わからないというのが

現状ですので、ぜひそのところを御理解願いたいと思います。 
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下瀬俊夫委員 具体的に言うと問題がいろいろ出てくるから、具体的に御存じ

なんです、実態を。その上で指摘しているわけだから、知らなかったと

か、今までなかったなんて話をこういう場でしないほうがいいと思うん

です。実際あったんだという指摘です。だから、今のような答弁をされ

ると、こだわってしまうよ。逆に、その何か具体的な問題を言わないと

話がかみ合わんですよね、全然。 

 

江澤教育長 言い方が悪かった面は訂正させていただきます。私が言いたかっ

たのは、昨年度、県の配置した態勢ではカバーできずに、さらに市単独

の支援員を配置したという例ではなかったということを言いたかっただ

けで、もし、その状況が全く問題なかったというふうにとられたら、そ

れは訂正させていただいて、それはやはりちゃんと注意して支援、見守

っていかなきゃならない子供であったということは言えると思います。 

 

河野朋子委員 実態として、現場でそういった声が上がっておりましたので、

あえて、なぜ新学期からそういった対応をされなかったのかということ

を指摘したかったわけですけれども、この児童は、授業はそのときその

ときで対応が違いますけど、給食などはどのように、同じ教室で食べて

いるとかいった実態は御存じですか。 

 

今本教育部長 通常学級のほうで給食をいただいているということです。 

 

河野朋子委員 昨年度、本当に支援員が足らなかったのかどうかわかりません

けど、給食を別室で１人で食べさせられていたという声も上がっており

ましたので、やはり一人一人の子供たちにきちんと手当てができるよう

に、今後は各学校の実態をもう少し把握していただいて、やはりこうい

うところにこそお金はつぎ込んでいただきたいというか、教育として手

厚くやっていただきたいということをあえてお願いしておきます。そう

いった実例がありましたので。 

 

伊藤實委員長 それでは、いろいろ意見があったと思いますが、一応これで終

わりたいと思います。次は社会福祉の関係。それでは、臨時福祉給付金

事務処理状況について。 

 

伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 臨時福祉給付金の事務処理状況をお配り

しました。申請書発送件数が１万１,１９２件、これは封筒の枚数です。



38 

 

人数的には１万３,８００人ということを予定しておりますが、封筒の枚

数としては、それということです。それに対して９月５日現在、先週の

金曜日現在、受け付け件数が約７,５００件ということで、申請書の発送

件数に占める受け付け件数の割合としては６７％、期間的にはちょうど

半分を超えたぐらいです。それからデータの入力、実際にコンピュータ

にデータを入れていっておるのが４,０２３件、それからこれは９月３日

現在で３回目の給付手続ですけど、３,４８８人ほど給付をさせていただ

いております。 

 

伊藤實委員長 それでは、臨時福祉給付金事務処理状況について、今、説明が

ありました。何か質問はありますか。 

 

吉永美子委員 ちょっとわからないので教えてください。先ほどの説明ですと

対象が１万３,８００人という報告があったんですが、申請書の発送件数

が１万１,１９２件ということは単純に言うとちょっと足りないんです

けど、これはどのように受けとめたらよろしいんでしょうか。 

 

伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 人数的には１万３,８００人ぐらいです

けど、同一家族は１枚の封筒になっております。そういうことです。 

 

吉永美子委員 ということは、この１万１,１９２件で全て発送がきちんとでき

たということで、全家庭に行っているということでよろしいんですね。 

 

伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 こちらが対象者として想定しておる分に

ついては、全て出しておるということです。 

 

下瀬俊夫委員 データ入力件数、これは７月３１日時点のデータですか。 

 

伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 ８月上旬までの件数です。だけど、今現

在も結局この件数ということです。 

 

伊藤實委員長 いや、普通はそういう書き方はせんですよ。普通は、もう今は

８月の上旬なら上旬て入れんと、おかしいことになる。これ作成日で入

れないと。ここは修正ですか、そうしたら。 

 

伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 はっきりした件数は、日にちは言えませ

んけど８月上旬での件数、そのあたり今、入力ができていないというこ
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とです。 

 

伊藤實委員長 次長から、３番目のデータ入力件数については、９月５日現在

ではなくて８月上旬ということの訂正がありました。よろしいですか、

ほかは。 

 

岩本信子委員 これを見ると、結局、給付人数が９月３日現在で３,４８８人、

先ほど言われた７月末までの受け付け処理した分が３,４８０。だから１

カ月か、かかるわけですね、処理して給付されるのは。ということで考

えて、結局５００件ぐらいしか処理されていないわけです、一月に。そ

うすると、これで皆さん待っている部分があるんじゃないかと思うんで

すけど、何とかこれを早く進めるという方向が必要じゃないかと思うん

ですけれど、その点もう一度お考えを聞きたいと思いますが。 

 

伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 今の人数でやれば、どうしてもほかの仕

事もありますし、限られた人数でやっておるということで、なかなか難

しいと思います。 

 

岩本信子委員 いやいや、だから、ほかの課から応援を頼むとかしないといけ

ないのじゃないかということを言っているわけですが。 

 

伊藤健康福祉部次長兼社会福祉課長 部内の協力と、これからまだ先がちょっ

と見えんところありますけど、申請があってから大体１カ月２カ月以内

に給付をするとしておりますので、それでおくれるようであれば内部的

な協力体制等もやっていきたいなと思います。 

 

伊藤實委員長 それでは、なければ質疑を終えます。これで宿題部分は終わっ

たですね。それでは、引き続き、今までの総体的な質疑はありますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）なければ討論に入ります。ありますか、討論

は。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、採決に入りますが、本日ほか

の部長は同席しないで堀川部長が代表でということで出席をしていただ

きますので、御了解いただきたいと思います。それでは、議案第６５号

平成２６年度山陽小野田市一般会計補正予算（第２回）について、賛成

の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 
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伊藤實委員長 全員賛成で原案可決といたします。それでは、休憩に入って、

昼から１３時から予定どおり入ります。 

 

午前１１時５４分休憩 

 

午後１時００分再開 

 

伊藤實委員長 今からは、議案５３号平成２５年度山陽小野田市一般会計歳入

歳出決算認定についてということです。最初に、執行部からお願いしま

す。 

 

堀川総合政策部長 お手元資料、Ａ３で左側が２４年度、右側が２５年度とい

うことで、様式がこういう形に変わりました。これにつきまして、企画

課長がまず簡単に説明します。その次に、議案５３号の決算認定に係る

総括的な説明を財政課長がします。よろしくお願いします。 

 

芳司企画課長 それでは、今回の一般会計決算審査に当たりましては、対象事

業４８の指定を受け、必要に応じて参考資料を添付しながら、該当する

事業の平成２５年度事務事業評価シートを資料として配付しております。

したがいまして、委員会での説明につきましては、これに沿った形で行

うということになります。この評価シートにつきましては、これまでも

平成２５年度の決算審査、また平成２６年度の予算審査の際の附帯決議

を初めとして、御意見、御指摘をいただいており、その内容改善のため

に毎年のように中身も変更してきたところです。本市におきましては、

平成２１年度からこうした行政評価システムを導入しておりますが、こ

れまでの取り組みを通じて事業改善、それから行政の透明性の向上等に

一定の役割を果たしてきたとは考えておりますが、毎年見直しを行う中

で情報過多であるとか、機械的に連動させる、そういった部分があった

り、各項目、あるいはシート自体のわかりにくさということもあったり

して、本来的な事業の見直しツールとして活用しにくいのではないかと

いった課題も生じておりました。そこで、今回シートの掲載項目等も改

めて再構築をしながら、できるだけシンプルで使いやすいものとするた

めの変更を行っております。 

 お手元にお配りしております資料をごらんください。左側には、昨年

度までのものを参考までにつけておりますが、右側が新しい様式になり

ます。上からまず基本計画上の位置づけ、大・中・小項目になります。

それと、事業の概要、それから実施状況としての決算、それから指標の



41 

 

達成の度合い。次に、この状況を受けて、妥当性、効率性、有効性の視

点からの内部評価と現状分析、課題抽出、これが左に書いていますけど

チェックという部分になります。これを行い、最後に今後の方向性、そ

れと必要に応じて改善時期を明確に示すという形で構成をしております。

特に、大きな変更点とすれば、評価の視点を大きく３つ、妥当性と効率

性、有効性として、それぞれ３つずつの項目に整備し直しております。

そこで、何を求めているのかにつきましては、それぞれ括弧書きで示し

ているとおりです。評価の進め方につきましては、従来どおり各課の中

でまず一次評価を行い、その上で所管の部長級職員と同部内の課長級職

員による二次評価まで行った上で、企画課に５月末までに提出をしても

らうということを書いております。二次評価までを通して、事業改善へ

の取り組みを中心に職員の意識改革等を行っていただき、その上で企画

課としましては、上位施策等の目的達成に向けた検証をしながら、次年

度の予算編成等に反映をさせていきたいと考えております。現在行って

おります２７年度以降の実施計画の策定に当たりましても、同様に妥当

性、効率性、有効性、この視点での評価という形に改めることとしてお

ります。ちなみに、平成２５年度の事務事業としては、全部で約７５０

事業ありました。行政が関与する全ての事業ということで、ゼロ予算事

業もあれば、申請によるもの、それから意図的、政策的に実施するもの、

それからハード、ソフト、それから市単独と国、県補助事業とさまざま

なものがあります。したがいまして、活動指標、成果指標ともに指標設

定、それから目標設定、こういったものが困難なものもありますので、

それらにつきましては実績のみの記載としておりますが、この事業評価

の主たる目的は、あくまで常に検証しながら改善に努めていく、そうし

た意識と姿勢を深めながら次に反映させていくということになります。

全てをこの１枚でお伝えすることは困難と思いますが、内部におきまし

ても、一次、それから二次評価体制、それと実際にヒアリング等を通じ

て深めているところです。本日からの審査に当たりましては、各担当か

らこのシートを使っての説明があると思いますが、当然御不明な点もあ

ろうかと思います。その辺につきましては、個々にお聞きいただきなが

ら、審査に御活用いただければと思っております。 

 

川地財政課長 それでは、議案第５３号平成２５年度山陽小野田市一般会計歳

入歳出決算認定につきまして、財政課から総括的な説明します。 

 お手元の歳入歳出決算書の５ページをお開きください。歳入額につき

ましては、前年と比較して市税や繰入金などの減があるもの、国庫支出

金や市債などの増により、１０億３,９１４万６１２円増の２６８億
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６,４４４万４,０４７円となり、歳出額につきましては、新ごみ処理施

設整備事業や新病院建設に係る出資に加え、厚狭地区複合施設整備事業

の本格着手などにより、９億４ ,８２２万１ ,３３５円増の２６２億

９,３７６万７,９１９円となり、歳入歳出差し引き額は５億７,０６７万

６,１２８円となりました。そのうち、２６年度への繰り越すべき財源と

しての５,１８７万９,８３０円を除いて、５億１,８７９万６,２９８円

が残額となり、翌年度へ繰り越しております。 

 では、６ページ、７ページをお開きください。それから、お手元資料

に、一般会計の基金の状況、これが１ページから４ページまであります

けども、歳入と歳出につきまして対前年度比較の表を２ページからつけ

ております。これを参考に見ていただければと思います。 

 まず、歳入として、１款市税から１０ページ、１１ページの２１款市

債までの予算減額、調定額、収入済み額等について記載をしております。

歳入の主な内容ですが、まず６ページ、７ページの１款市税ですけども、

市たばこ税などの増がありましたが、市民税、固定資産税、都市計画税

の減などにより、市税全体として前年と比較して１,０００円単位で１億

７,９９８万２,０００円減の９７億９,８７２万９,０００円となりまし

た。８ページ、９ページの１０款地方交付税のうち、普通交付税は高齢

者保健福祉費、公債費などの増により基準財政需要額が増となる一方、

市税等の減により基準財政収入額が減となったため、対前年度１億

５,６２１万４,０００円増の４３億７,２２１万２,０００円となり、ま

た特別交付税は２,７２７万９,０００円減の７億２,７１５万８,０００

円となりました。地方交付税全体としては、１億２,８９３万５,０００

円増の５０億９,９３７万円となっております。１４款国庫支出金は、道

路橋梁における社会資本整備総合交付金や学校施設環境改善交付金など

の減がありましたが、循環型社会形成推進交付金、これは新ごみ処理施

設整備補助の件ですが、この交付金や地域の元気臨時交付金などの増に

より、６億９,７３０万３,０００円増の３８億７,５２４万１,０００円

となり、１５款県支出金は、社会福祉施設等施設整備費や保育園施設整

備補助となる子育て支援対策臨時特例交付金などの増により、４,２４７

万４,０００円増の１７億４,１１６万９,０００円となりました。１６款

財産収入は、株式会社小野田公衛社の株式売り払いの増などにより、

５,７０１万９,０００円増の９,８４３万７,０００円となっております。

１８款繰入金は、山陽消防署建設基金繰入金の皆減などによりまして、

２億５４７万４,０００円減の１億８,５７５万２,０００円となってお

ります。１０ページ、１１ページの２０款諸収入につきましては、病院

会計貸付金元利収入、退職手当、他会計負担金などの増がありましたが、
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福祉医療助成費、高額療養費の減、療養給付費負担精算金の皆減などに

よりまして、２,２３８万７,０００円減の６億１,４１０万８,０００円

となりました。２１款市債は、土地開発公社経営健全化対策債、山陽消

防署建設事業債の皆減がありましたが、病院建設出資債やごみ処理施設

整備事業債の増、それから厚狭地区複合施設整備事業債の皆増などによ

り、６億９,７８６万６,０００円の増の３０億５,５６８万円となりまし

た。 

 次に、１２ページ、１３ページをお開きください。歳出について、１

款議会費から次の１４、１５ページの１３款予備費までです。予算現額、

支出済み額、翌年度繰越額等について記載をしております。歳出の主な

内容ですが、まず目的別に見ますと、１款議会費では、議員報

酬、議員共済会負担金の減などにより、対前年度１ ,０００円単位で

１,３３２万３,０００円減の１億９,８３８万２,０００円となりました。

２款総務費では、減債基金積み立てや退職手当の減、土地開発公社用地

購入事業の皆減などがありましたが、厚狭地区複合施設整備事業、市長

及び市議会議員選挙を初めとする選挙費の増、まちづくり魅力基金原資

積み立て、市税償還金の増などによりまして、４,４２５万６,０００円

増の３２億９,８０５万円となりました。３款民生費では、地域福祉基金

積み立ての皆減、福祉医療助成費、生活保護費などの減がありましたが、

自立支援給付費、山口県後期高齢者医療広域連合に対する療養給付費負

担金、介護保険特別会計繰出金などの増、それから介護基盤緊急整備等

補助金、保育所施設整備費補助金などの皆増により、２億５,９７５万円

増の９２億３,８８８万４,０００円となりました。４款衛生費では、新

病院建設出資事業、新ごみ処理施設整備事業などの増により１２億

３,７８８万９,０００円増の３５億３,６４４万４,０００円となりまし

た。５款労働費では、緊急雇用創出委託事業の皆増などにより、１,５５３

万７,０００円増の７,６４６万９,０００円となっております。６款農林

水産業費では、漁港改修事業費の増などがありましたが、土地改良区補

助金や土地改良事業費などの減により、２,２０３万５,０００円減の４

億９,３７６万５,０００円となりました。７款商工費では、工場設置奨

励金の増などにより１,８１１万円増の６億２,６３４万８,０００円と

なりました。１４ページ、１５ページにかけての８款土木費では、下水

道事業特別会計繰出金や都市公園長寿命化計画策定事業などの増があり

ましたが、市道整備事業や港湾整備、県事業負担金などの減により、

３,１２３万５,０００円減の２０億７,０２１万８,０００円となりまし

た。９款消防費では、宇部・山陽小野田消防組合費分担金の増がありま

したが、山陽消防署建設事業などの減により、２億９,０３２万１,０００
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円減の１０億９,２５１万円となりました。１０款教育費では、津布田小

学校外壁改修事業や厚狭小学校屋内運動場整備事業などの増がありまし

たが、小中学校施設耐震化事業、退職手当などの減により１億７,３２９

万円減の１７億８,０４０万３,０００円となりました。１１款災害復旧

費では、道路橋梁河川災害復旧事業費の減などにより、２ ,７１８万

８,０００円減の５,５０５万８,０００円となりました。１２款公債費で

は、地方債元金償還金、利子償還金、一時借入金利子のいずれも減とな

り、６,９９２万９,０００円減の３８億２,７２３万５,０００円となり

ました。 

 次に、歳出を性質別に説明させていただきます。お手元のこの決算に

係る主要な施策の成果、その他予算の実績報告書の５５ページをお開き

ください。５５ページの２の歳出の状況の表につきまして、主なものを

説明します。人件費につきましては、特別職の退職手当の増がありまし

たが、一般職退職手当の減や職員給与特例カットなどの減により、対前

年度１,０００円単位で１億８１９万４,０００円減の３８億７,４９２

万３,０００円となりました。扶助費は、福祉医療助成費や生活保護事業

費などの減がありましたが、自立支援給付費、老人保護措置費などの増

により、１,６８２万７,０００円増の５７億８,８９９万４,０００円と

なりました。補助費等は、工場設置奨励金、それから宇部・山陽小野田

市消防組合費分担金、市税償還金などの増により、２億３ ,５７７万

５,０００円増の２５億９,１８６万７,０００円となりました。公債費は、

定時償還の減などに伴い、６,９８０万８,０００円減の３８億２,７６８

万７,０００円となりました。積立金は、財政調整基金、退職手当基金、

まちづくり魅力基金などの積み立てにより、４３０万２,０００円減の６

億５,６６９万６,０００円となりました。繰出金は、国民健康保険特別

会計繰出金の減がありましたが、介護保険特別会計、後期高齢者医療特

別会計、下水道事業特別会計などへの繰出金の増により、１億２,２９０

万４,０００円増の３３億５,３８３万５,０００円となりました。投資的

経費のうち、普通建設事業は、山陽消防署建設事業、環境衛生センター

改修事業、市道整備事業、港湾整備県事業負担金などの減がありました

が、新ごみ処理施設整備事業、厚狭地区複合施設整備事業などの増によ

り５億６,０５８万円増の２８億６９２万２,０００円となり、災害復旧

事業費は、道路橋梁河川災害復旧事業費の減などによりまして２,８００

万８,０００円減の５,６６９万７,０００円となりました。 

 次に、一般会計決算に関する説明ですが、決算書に戻っていただきま

して、歳入が７２ページから記載をされております。それから歳出につ

きましては１２４ページからとなっております。また、２８９ページに
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実質収支に関する調書、それから２９０ページから財産に関する調書で

す。 

 最後に、財政健全化判断比率等を除いた財政指標ですけども、財政力

指数は３カ年平均で対前年度０.００９ポイント減の０.６８７、単年度

で０.０１０ポイント減の０.６８４となっております。また、経常収支

比率につきましては、対前年度１.２ポイント改善の９３.６％となって

おります。以上、一般会計歳入歳出決算についての総括的な説明をしま

した。 

 

伊藤實委員長 今、総括の説明がありましたが、何か、いいですか。（「なし」

と呼ぶ者あり）それでは、１款の議会費につきまして、最初に事業の説

明から入りたいと思います。 

 

清水議会事務局次長 それでは、審査番号の１番の説明をします。事務事業名

として議会情報公開の推進としておりますが、括弧書きで記載しており

ますとおり、このたびは議会の情報公開の推進のための機器の購入に特

化して作成をしております。本市議会は議会基本条例を平成２４年３月

に制定し、透明性のある議会、開かれた議会を実現し、市民から信頼さ

れる議会となるための施策を展開しております。その一つとして、市民

の代表者の集合組織である議会としての説明責任を果たすため、議会報

告会、市民懇談会を実施し、議会での審議内容を中心とした議会情報を

発信するとともに、市民の皆さんから意見、提言をお聞きし、また意見

交換を行っているところです。これらの会議を開催するに当たり、市内

各所に出向くことが多く、その際、説明のためにプロジェクターやスク

リーンを使用しますが、これまでは、市役所の他の部署の備品を借用し

ておりました。しかしながら、会議の回数も多く、議会単独での所有の

必要性を感じておりました。このことから、プロジェクター、スクリー

ン及びこれらの付属品を購入したもので、事業費として予算額３１万円

に対して、決算額２７万７,０１５円、内訳としてスクリーン等で１８万

７,２１５円、プロジェクターが８万９,８００円となっております。こ

の事業の目標達成度としては、先ほども申しましたとおり機器の購入と

いうことでありますので既に完了しており、１００％となっております。

評価としては、皆様方御存じのとおり議会報告会での使用はもちろんの

こと委員会審査における説明補助、また他市議会からの視察対応につい

ても活用しており、十二分に成果を上げていると考えております。 

 

伊藤實委員長 それでは、審査事業の議会情報公開の推進、機器購入というこ
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とですが、何か御意見、御質問等ありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）

この事業につきましては、議会報告会などに使うプロジェクターやスク

リーンが今まで議会事務局の備品としてなかったということで購入とい

うことで、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、１款

の議会費について、１２４ページから１２７ページまで事前に予習され

た部分につきましての質疑を受けたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員 旅費規程、いわゆる政務活動費についてお聞きしたいんですけ

ど、政務活動費と旅費規程のかかわりについて説明をお願いしたいと思

います。 

 

清水議会事務局次長 政務活動費で使用される旅費につきましては、市の旅費

規程に沿った支出の方法で計算していただいているところです。 

 

下瀬俊夫委員 旅費規程に基づいてとりあえず対応されているということはわ

かるんですが、私たちはできるだけ安く上げようとかなり努力していま

す。ところが、その旅費については、旅費規程を適用されるためにその

努力の跡が全く見られないというか、いわゆる領収書の添付があまり意

味をなさないんです。例えば、旅費規程でやらずに実費で対応すると若

干余ってしまう。ところが、余った分で例えば本を買っても事後の報告

にはその本代は載らなくなるんです。旅費規程で全部終わってしまうか

ら、本代は何の実績で買ったのか全く中身が見えなくなるんです。旅費

規程で対応されるのはいいんだけど、そこら辺の出し入れについて、あ

るいは報告について、実費での対応ということも可能なのかどうなのか。 

 

清水議会事務局次長 これについては、内規で取り扱っていますので、議員の

皆さんで協議されて、政務活動費の支出の方法について、請求の仕方に

ついて吟味されて、仮に実費の方向でということになれば、それはそれ

で問題ないと思います。 

 

下瀬俊夫委員 本会議場のインターネット中継です。これを普通のパソコンで

は見られるんですが、スマートフォンでは見られないんです。この改善

について大きな予算が要るものなんでしょうか。それとも、今の予算の

範囲内で対応できるものでしょうか。 

 

清水議会事務局次長 当初、議会中継はインターネット中継ということで導入

されておりましたので、スマホに対応するというところまでは、機器等
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も発達しておりませんでしたから、対応していないと思っております。 

 ですから、今のそのままを使ってスマホへの対応ということはまず難

しい。ですから、何らかの加工をしないとスマホへの対応は難しんでは

なかろうかと思います。したがいまして、それに対する予算措置という

ものは当然必要になってきます。しかしながら、事務局で、スマホ対応

にしたときに幾ら必要なのかということについては検討をしておりませ

んので、ここの事務事業にありますとおり情報公開の推進という部分に

も入ってくると思っておりますので、今後の検討課題ということにさせ

ていただいて、議員の方にもお示しして、その後、必要であれば予算要

求をしていくという方向になろうかと思っております。 

 

吉永美子委員 １８節の備品購入費の中の図書購入費ですが、予算はもともと

１０万円あったはずなんですけど、伸びていないのは遠慮されて買わな

かったのか、十分だったのか、その辺お知らせください。 

 

清水議会事務局次長 この図書購入費につきましては二とおり使い道があると

思っております。議会事務局の職員が主に使用するような議会運営に関

する参考資料、それから、議員の方々が議会活動をする上で必要なもの

ということで申請されて購入するという図書も含まれております。 

 したがいまして、必要なものがありましたら、予算の範囲内というこ

とにはなると思いますが、議員の方から政務調査費以外のことで、議会

全体として必要な図書があるということで申し出ていただきましたら、

議長の許可を得て購入という形になろうと思いますので、ぜひ事務局の

ほうに申し出ていただけたらと思います。 

 

杉本保喜委員 １１の需用費のところの修繕料というのがありますね。議場の

カメラが非常に映りが悪いということで、あれについては、この修繕料

になるんですか。 

 

清水議会事務局次長 議会中継のカメラについては、事務局でも更新する必要

があろうと思っております。したがいまして、これは修繕料なのか、備

品購入費になるのか、工事請負費になるのか、内容によって違ってきま

すのでわかりませんが、今後、更新に向けて、できれば平成２７年度の

予算要求に間に合うようにと事務局としては考えております。今回の決

算に上がっているものは、議場のドアの修理代と議場の照明の修理代で

す。 
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伊藤實委員長 ほかに、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、

議会費を終わります。それでは４５分まで休憩に入ります。 

 

午後１時３４分休憩 

 

午後１時４５分再開 

 

伊藤實委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開します。次は、２

款総務費と９款消防費について、最初に事業の説明からお願いします。 

 

城戸人事課長 それでは、事業名、職員研修の充実について説明します。まず、

本事業につきましては、研修専門機関への職員派遣や庁内研修を通じて

職員個人の資質や能力の向上を図り、市民サービスの向上に資すること

を目的として実施しておるもので、地方公務員法第３９条に規定する義

務事業でもあります。 

 まず、平成２５年度の研修の実施状況ですが、セミナーパークや市町

村アカデミー、日本経営協会など、研修専門機関での研修につきまして

は、公務員としての基礎的な知識や職員の階層ごとに求められる知識の

習得を目的とした一般研修に９４名、職員一人一人の資質、能力の向上

を図るための専門研修や能力開発研修に９５名を派遣し、合計１８９名

の職員がこれらの研修を受講しております。 

 次に、庁内研修として、新規採用職員を対象とした基本研修及び人権

研修、また、課長補佐級、係長級の職員を対象としたＯＪＴ研修、役職

や年代を問わず全職員を対象とした認知症サポーター養成講座やこころ

のサポーター養成講座などを開催し、延べ５３９名の職員が研修を受講

しております。結果、庁内研修の実施回数は目標５回に対して実績が８

回、全体の研修受講人数は目標３８０名に対して実績が７２８名となっ

ており、本事業に係る決算としては、旅費、消耗品費、委託料、負担金

を合わせまして１７５万６,０１０円となっております。補足資料として、

３ページ以降に、研修専門機関、庁内研修の順に、それぞれ研修名、受

講者名、研修内容、経費の内訳を記載しておりますので御参照いただけ

ればと思います。 

 最後に、本事業の課題として、研修を受講した職員の資質、能力がい

かに向上し業務に反映されているか、また、市民サービスの向上がどの

ように図られているのかという効果測定の問題があると捉えております。 

 この研修の効果あるいは成果につきましては、それぞれ職員の階層に

応じて果たすべき役割であるとか求められる能力も異なっておりますの
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で、事務事業評価の中で一律に数値化して評価するということは困難と

考えておりますが、研修の効果をはかる方法としては、今後、全職員を

対象に導入します人事評価制度、この制度において職員の能力評価とあ

わせて研修による効果の検証をしたいと考えております。 

 多様な行政ニーズや社会情勢の変化に対応し、より効果的、効率的な

行政運営に資するため、今後とも研修内容を充実させ人材の育成を図っ

てまいりたいと考えております。説明は以上です。 

 

伊藤實委員長 それでは、執行部の説明が終わりました。職員研修の充実につ

いて委員の質疑を受けます。 

 

長谷川知司委員 昨年度まで宇部市との職員交流をされていたと思いますが、

こういうものはされないんですか。 

 

山本人事課人事係長 宇部市との人事交流につきましては、年度末、宇部市と

調整する中で、昨年度まで２年間派遣交流を実施していたものの２６年

度については見合わせようということになりましたので、今年度につい

ては宇部市との人事交流はありません。 

 

長谷川知司委員 今の件については、今後も続けたほうがいいとは思うんです

が、明確な理由がないんであれば、下関、美祢市等があると思うんです。

ほかを考えるということはないんですか。やはり人を知るということで、

技術も知るということでいいと思うんですが、どう思われますか、今後

も続けるかどうか。 

 

山本人事課人事係長 他市の事務事業の進め方、業務の進め方を知る上では重

要だとは思いますけども、本市だけが希望してできるものではありませ

んので、他市と調整しながら前向きに検討していきたいと思います。 

 

長谷川知司委員 ぜひ続けていただきたいと思います。次ですが、技術職員は

さまざまな資格を持って、またいろんな技術の勉強等をされております。

常に技術は変わっていきますので、それについてのさまざまな助成、あ

るいは講習等への機会を与えるということはどう思われますか。 

 

城戸人事課長 今委員言われたような専門的な研修も含めてですが、これは職

員個人の能力向上を図っていく上でぜひとも必要だと考えておりますの

で、そういったことも前向きには検討していきたいと考えておりますけ
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ども、基本的には職員の能力開発というのは、最終的にはやはり自学と

いいますか、自己啓発も含めてということが基本になってこようかと思

います。この研修につきましては、そういった起爆剤となればとも考え

ております。 

 

長谷川知司委員 １つの例ですが、資格を取ればその資格に要した費用、受験

料と旅費程度を取った後還元する、どういう形で渡すかは別として、そ

ういう制度を設ければ職員ももっとやる気が出るし、刺激になると思う

んですが、そういうことを考える気持ちはありますか。 

 

大谷人事課主幹 今の長谷川委員の御提案ですが、そういったことをすれば職

員のモチベーションのアップということにもつながるということも考え

られますので、他市の状況等調べ、研究させていただければと思います。 

 

長谷川知司委員 模範となるように先駆けてもいいと思いますので、ぜひやっ

ていただきたいと思います。 

 

河野朋子委員 ２５年度の予算の審議の中で、この研修については附帯決議の

中に入れて、２５年度、回数がふえたということもありますし、内容も

充実しているということは評価したいと思っています。 

 １つ質問ですけども、全職員を対象に研修されている研修項目がある

んですけれども、これに対して受けられた方は希望者ですか、人数がま

ちまちなので。 

 

山本人事課人事係長 全職員を対象にしておりますのは、認知症サポーター養

成講座、それから心のサポーター養成講座等がありますが、認知症サポ

ーター養成講座につきましては、昨年度からおおむね３年間で全職員に

受講させようと考えております。心のサポーター養成講座につきまして

は、これは単発でしたので、希望者のみ受講していただいております。 

 

河野朋子委員 それから、目標設定ですけれども、前年度というよりは前々年

度の実績を見て目標を立てられるからこういう結果になるのか知りませ

んけど、２４年度の研修の参加者が目標３８０に対して、３６５という

ことで、今年度が３８０に対して７２８人というように達成しておりま

すよね。２６年度の目標が５００になっているので、この辺ちょっと、

もっと高い目標値の設定、現年度の研修をある程度どれぐらいになるか

を見込んで目標値を立てるという立て方をしないと、矛盾が出てくると
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思うんですけど、どのように考えますか。 

 

城戸人事課長 まず、２５年度の目標の設定数ですけども、これは当初予定し

ておりました研修の参加人数であるとか、そういった想定で、当然、前

年度の実績等も踏まえた中でやっておりますけども、２５年度につきま

しては、担当課からの要請に応じて急遽開催した研修等もあり、人数が

ふえております。それで、２６年度の目標設定数というのは、今年度予

定している研修項目の予定人数ということで、当然その時々の課題であ

るとか、そういったことに応じて関係課から研修等の要請も今既に受け

ている部もありますので、これよりは上回ってくると考えております。 

 

杉本保喜委員 それぞれの配置で教育をして、スキルレベルを上げるというこ

とはもちろん大切なことですが、一人一人のいわゆる教育計画というも

のは持っておられるんですか。 

 

城戸人事課長 人材育成基本方針を定めており、その中で研修の項目について

も触れております。先ほど言いましたように、それぞれの職務、職階に

応じた求められる能力というのがあります。それに向けて、当然専門研

修も用意しておりますし、職場内の研修、実務的な研修というのもそれ

ぞれの課で実施しておるところです。 

 

杉本保喜委員 配置替えが市役所内で非常に多いと感じるんですが、当然その

中でスキルレベルを上げてもらわなければいけないので、いつごろまで

にこの教育をするんだという、一人を育てるための教育選評みたいなも

のをつくっているのかということなんですが。 

 

城戸人事課長 既に管理職を対象に人事評価制度を入れておりますけども、こ

れは、年度当初にそれぞれその年度の目標を立てるということで、その

中に人材育成の項目も含まれております。その中で、期首、期中、期末

という形で評価していくようになりますが、人材育成の項目がどのよう

な研修を通じて、あるいはどのような指導を通じて、最終的には職員が

どのように成長したかという項目も含まれておりますので、今後は全職

員を対象に人事評価制度が入ってきますので、その中でしっかり検証で

きる、あるいは指導していけると考えております。 

 

河野朋子委員 人事評価制度の導入は何年度からになりますか。 
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城戸人事課長 これは、地方公務員法が改正され、２８年度から導入するよう

になっておりますので、目下、そういった制度の構築のための準備をし

ております。２７年度には１年間かけて試行実施をしたいと考えており

ます。 

 

下瀬俊夫委員 職員研修は、この部分で大体対応するわけですね。それで、問

題は、いわゆる研修会への参加というのがほとんど中心ですよね。それ

ぞれの専門的な部署で、先進地等の研修についてはほとんど対応してい

ないという状況ですよね。これまでの人事異動が短期間の異動が大変多

かったんですが、やっぱり専門職、専門家を育てるということも大事だ

と思っているんですよ。そういうときに、専門的なそれぞれの部署での

先進地の視察というのは、そろそろ考えてもいいんじゃないかなと思う

んですが、いかがですか。 

 

城戸人事課長 先進地の視察というのは、必要な部署では今現在もあるのでは

ないかと思っておりますけども、これは費用対効果という問題もありま

すので、その辺も含めて、予算確保についてはそれぞれの課で今取り組

んでいると理解しております。 

 

下瀬俊夫委員 先ほどの課長答弁で気になったんですが、研修は基本的に自分

がやるもんだと言われましたよね。担当の課で知りたいことはインター

ネットを通じて知ればいいじゃないかという程度の話じゃないと思うん

ですよ。だったら、議会が先進地視察なんか行く必要ないんですよ。ほ

とんどインターネットで公開されていますから。だけど、やっぱり現地

に行かないとわからないことがたくさんあるんです。そういう点で、や

っぱり先進地視察を大変軽視しているんじゃないかなと。これまでは財

政がどうのこうのでなかなか許してもらえないという風潮があったんで

すが、もうそういう縛りものけたほうがいいんじゃないかということと、

もう一つは、そういう見直しをするときに、お隣の宇部市では、旅費規

定ではなしに実費で対応するという方向に切りかわっているみたいです

ね。そこらへんの対応も含めて、検討する必要があるんじゃないかなと

思いますが、いかがですか。 

 

城戸人事課長 今の実費でという話ですが、職員が研修に実費で行くという場

合は、職免等で今対応しておるところです。それから、先ほど言いまし

た、基本的には研修は自分でと申しましたけども、研修のいろんなメニ

ューを用意しておりますが、その研修を受けることによってさらに自己
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研さんするような起爆剤になればという趣旨でお答えしたところです。 

 

大谷人事課主幹 先ほどの実費の関係ですが、宿泊等については定額になって

います。実費ということは、そういった宿泊等にかかった分だけという

ことで、他市の状況を見ながら検討するということも必要であろうかと

考えております。 

 

岩本信子委員 ここの特別研修９２人という、このメニューがたくさんありま

すが、個人が希望されて、こういうふうなところに行きたいっていう形

で出されるのか、それとも、どこかがこういうメニューがあって、募集

されるとか、どういう形でこの特別研修が行われているのかお聞きした

いと思います。 

 

城戸人事課長 この特別研修９２名ですが、セミナーパークの研修で、毎年度

研修のメニューが示されておりますので、これを年度当初に職員に提示

して、基本的には希望される方に行っていただくと。で、研修内容によ

っては希望者が少ないということもありますので、その場合は人事課で

指名させていただくということもあります。 

 

岩本信子委員 では、この研修で職員が希望してこれは行きたいって言われる

方は全て行けるっていう考え方でよろしいんでしょうか。 

 

城戸人事課長 研修にはそれぞれ定員が定まっておりますので、定員を超える

ような場合は調整させていただくこともあります。 

 

吉永美子委員 いろんな研修をされておりますけど、これ学んできたこと、ど

のように市にフィードバックをしておられるんでしょうか。 

 

城戸人事課長 これは、研修の内容によってそれぞれありますが、専門的な研

修で、特に実務研修等はすぐその職場の実務に生かしていただいておる

と考えておりますし、また１０年後、２０年後、先を見通したような研

修もありますので、どのようにフィードバックかというのは、先ほどち

ょっと冒頭の説明で申し上げたように、なかなか評価が難しいという部

分があります。 

 

吉永美子委員 わかりやすく言えば、学んできたことを感想文ではないですけ

ど、こういうことを学んでこういうことに今後生かしていきたいとか、
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そういったように書いたものを職員に対して求めないんですか。 

 

城戸人事課長 研修から帰りました際には必ず研修報告書を所属部署で出して

いただいて、人事課にも回していただくというシステムをとっておりま

して、その中で研修内容についての評価であるとかも含めて、最終的に

はこれを今後どのように業務に生かしていくかという項目も含めて報告

書を出していただいております。 

 

中村博行副委員長 先ほどの下瀬委員の質問と関連するんですけども、先進地

の視察というのは非常に大事だということで、職員だけで他市に行くと

いうことも一つ考えられると思うんですが、委員会の先進地視察に担当

課が同行するというような形で考えられないですか。 

 

中村総務部長 先進地視察については、委員御指摘のとおりです。やはり百聞

は一見にしかず、行ってみるに越したことはないと思っておりますが、

財政、諸般の事情等もあって、それを控えてきたという経緯があります。

そろそろいいのではないかということですが、今、副委員長の提案も含

めて、行ける方向で検討はしてみたいとは思いますが、行くに当たって

は、やはり先進地、本市にとってプラスになるのか、それは厳選した上

で行くべきだろうと思っております。 

 

伊藤實委員長 今の関連ですが、議会も会派や委員会で行っています。どこに

行きたいというのは、皆それぞれ委員会の中でプレゼンというか、そこ

までした中で、しっかりとした目的意識を持って行っていますので、十

分成果はあると思いますので、ぜひとも前向きに検討していただきたい

と思います。 

 それと、先ほどの関連の中で、せっかく研修に行ったと、そしてそれ

ぞれ個人の中でこういうことを改善したい、やってみたいという中で、

人事異動、うちは激しいぐらいある、もう、毎年かわるわけですよね。

その辺の考え方、これは首長の考え方にもなると思うんですが、行政側

として、人事課として、そこを生かそうにも、せっかく農林の研修をし

たのにもう人事異動で全然違うところへ行く。毎年そうでしょう、実際。

それはどういうふうにしようと思っていますか 

 

城戸人事課長 適材適所ということがありまので、その辺はしっかり考慮した

いと考えております。 
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伊藤實委員長 毎年そういう答弁なんですよ。２３年度まではほとんど研修で

すら財源を理由に行ってないわけでしょ。でも百聞は一見にしかずで、

行くことによってそれ以上の何千万、何億っていうメリットもあること

もあるわけですよ。だから目先の小さい金に左右されるんではなくて、

もっといろんな全国へ、今からグローバルな世界ですよ。世界を相手に

しないといけないような状況の中で、この１０万、２０万のことでって

いう発想の転換ということもすごく大事だと思うんで、やはりそれぞれ

の職員のモチベーションが上がることによって市民サービスはさらに向

上すると思うんで、適材適所で勉強したのに人事異動になると、やっぱ

りその辺はやはり本人の意向というか、そういう部分も含めて、人事課

でその人の能力をさらに発揮できるような環境づくりを整備してほしい

と思うんですが、どうでしょうか。 

 

城戸人事課長 そのように努めていきたいと思います。 

 

杉本保喜委員 職員研修の充実ということで実績が書いてあるんですけれど、

本来、人間を育てるにはこれとこれとこれと、いわゆる一つの適所のた

めに適材をつくらなければいけないという一つの教育課程ですよね。こ

れをしっかり構築をするために、市町村アカデミーとか、いろんなそれ

ぞれの部門に従ってメニューを組み上げていくとは思うんですけれど、

最低この項目は、こういう人数を当てていきますよという計画は年度計

画として持っているんでしょうか。 

 

城戸人事課長 研修の計画ということで。 

 

杉本保喜委員 簡単に言えばそういうことです。 

 

城戸人事課長 これは毎年予算要求をする段階から、来年度はこういう研修に

何名行かしたいという形で要求していますので、当然計画は持っており

ます。 

 

岩本信子委員 全部一般財源から出ると思ってたんですけど、その他で研修助

成金１０万円が予算で上がって、決算が５万円ということになっている

んですが、これはどこから来るんですか。 

 

城戸人事課長 資料の３ページ、研修助成金で、市町村振興協会の助成金です。

研修に行った場合にこのような助成があります。 
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伊藤實委員長 はい、もう質疑は終わります。それでは、次の３番の転入促進

事業について、執行部の説明を求めます。 

 

芳司企画課長 それでは、事業番号３番になります。転入促進事業、６ページ

になります。最初に追記と訂正をお願いできたらと思うんですが、６ペ

ージの事業評価シートの真ん中あたり、活動指標の２番目ですが、「転

入奨励金交付件数」とあります。「転入奨励金新規交付件数」として、

「新規」を追記していただきたいと思います。 

 それと、一番下ですが、特記事項の３行目、ちょうど真ん中あたりに

なります。「新規住宅７件、４０万６,０００円」とありますが、そのあ

とに、「中古住宅」と入れていただいて、「中古住宅５件」というよう

にお願いできたらと思います。で、最後の合計が「５件」になっていま

すけど、「１２件」の誤りですので、訂正をお願いします。 

 それでは、シートに沿って説明をします。 

 本事業につきましては、事業概要にありますとおり、平成２３年１０

月に施行した転入促進条例に基づき、新たに住宅を取得した転入者に対

して、住宅に係る固定資産税相当額を５年間転入奨励金として交付する

というもので、転入を促し、人口増を図ることを意図しています。２５

年度決算としては、３７０万７,５００円を転入奨励金として支出してお

ります。 

 指標ですが、活動指標として、制度の周知に努める必要があることか

ら、ＰＲチラシの配布枚数を掲げ、２,０００枚を配布、配布先につきま

しては、宅建協会や不動産協会、山口定住支援センターを初めとして、

県外へは県人会等の場を活用しております。当然転入手続きの窓口にも

置いて御案内をしているところです。 

 奨励金の交付件数については、２５年度までは目標を設定せず、実績

のみとしておりました。交付実績につきましては、一番下の特記事項に

も記載しておりますが、２５年度分として新規が新築４４件、中古住宅

１３件の５７件、さらに２年目の交付となる２４年度分が新築７件、中

古住宅５件の１２件ということで２５年度の交付件数実績は１年目、２

年目を合わせた６９件となります。指標の欄の件数は、その年度に新規

に交付申請があった件数とさせていただいております。２５年度につき

ましては、新規に５７件ということですので、これを受けまして、新年

度の目標としては、前年度を上回るという意味で、７０件とさせていた

だいております。 

 それから、妥当性、効率性、有効性の各項目につきましては、個別に
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記述もしておりますが、おおむね妥当、あるいは適正との評価をしてお

りますが、コスト効率のところで、５年間にわたる交付ということで、

今後２９年度まで交付額が増加する一方となります。このことから、交

付額や期間についても検討が必要ではないかという意味で、検討が必要

としております。これにつきましては、今後の課題として下の課題欄の

ほうにも上げておりますが、これにつきましてはあくまで行政コストの

面からのみと、その面からのみの捉え方であるということ、それと、事

業がまだ始まって間もないこともありますので、当面継続をしながら、

効果の検証し、改めての検討としたいと考えております。 

 それと、上位施策への貢献度ですが、資料の１０ページ以降にアンケ

ート結果を掲載しております。この中で、１０ページの問い２、この制

度を御存じでしたかという問いに対して、２１名の方が「はい」とお答

えをいただいております。 

 それから１１ページの問い４、こちらのほうで、山陽小野田市に住宅

を取得した理由として、転入奨励制度があると答えた方が６名おられた

こと、決してこれだけで判断はできないと思いますが、一定の貢献はし

ているということで、おおむね貢献しているとしております。 

 その他の課題とすれば、やはりさらなる制度周知がありますので、今

後の方向性で進め方に改善が必要としており、時期については２６年度

中に着手としております。具体的には、これまで同様の住宅メーカー、

それから不動産業者等への制度周知、ホームページ、チラシ、これに加

えまして近隣の住宅展示場でのチラシ配布、市内各事業所に対して市外

からの通勤者への制度周知、こういったことも今年度につきましては行

いながら、より広い周知に努めているところです。 

 参考資料として、７ページから１４ページにチラシの写しとアンケー

ト結果を添付させていただいております。 

 それと、この事業につきましては、事務事業名を転入促進事業として

おります。ただ、いわゆる転入促進という捉え方をすると、本来はもっ

と幅広い取り組み、例えば子育て支援であるとか、住宅支援といった全

庁的な取り組みということもありますが、ここで上げておりますのは、

企画課が所管しておりますいわゆる転入奨励金のみということもありま

すので、事務事業名としてはちょっと適切でないと思っておりますので、

今後これにつきましては改めたいと思っております。 

 

伊藤實委員長 はい、それでは、転入促進事業について意見ありますか。 

 

中村博行副委員長 この件については、総務でちょっと時間を要した案件だと
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考えております。その際に、やはり課題のところにもありますけれども、

財政負担が生じて、金額、期間等検討しないといけないというようなこ

とでありますが、これはある程度想定されていたことだと思うんですよ

ね。それで、なおかつそういう考えが起こるということにちょっと疑問

を感じるんですけども、そのあたりは。 

 

芳司企画課長 委員言われるとおりだと思っておりますが、こういう評価をす

るに当たり、各方面から一つ一つ考える必要がありますので、一応コス

ト効率という面では、そういった課題があるということは間違いなくあ

ると思っておりますので、その旨記載をさせていただいたところです。

ただ、こういうふうに書いたからといって全体を改めるということでは

なくて、この事業につきましては、定住促進に対しての大きな方向があ

りますので、そのあたりは政策との関係になりますので、あくまでコス

ト効率のみということで御理解いただきたいと思います。 

 

中村博行副委員長 ２人とも転入申請時に知ったと、この制度を。２,０００枚

配ったということですが、余りうまくいってないのかなと、まだまだ努

力する必要があるかなと思っているんですが、例えば、ホームページと

か、フェイスブックはちょっと難しいかもしれませんが、その辺でいろ

いろ活動すべき場所はあるんではないかなという気はするんですが、ど

のようにお考えですか。 

 

芳司企画課長 ホームページにも掲載はしていると思うんですが、ちょっと目

立ちにくい部分もあろうかと思っております。少しでも目につくところ

でしっかり周知を今後も図っていきたいと思います。 

 

長谷川知司委員 税金の納付書を配る時、市外の人で市内に土地を持っている

方、そういう方にこのチラシ等を入れる、あるいはその封筒にそういう

印刷をするとかいうことはできないんでしょうか。 

 

芳司企画課長 担当課とも相談しながら、検討させていただきたいと思います。 

 

杉本保喜委員 奨励金の該当者アンケートが２５年度出ているんですけれど、

このアンケートの結果をどのような形で生かされておりますか。 

 

芳司企画課長 アンケートにつきましては、問い６まであります。特に前半の

ほうはこの奨励金制度の周知という部分での問いかけになっております
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が、後段のほうは、この山陽小野田市のまちづくりについての御意見、

あるいは、問い５なんかでも定住促進のためにはどのようなことに力を

入れるべきかという問いかけもしております。こういった御意見も当然

参考にしながら、現在、２７年度以降の実施計画の策定をしているとこ

ろです。 

 

下瀬俊夫委員 ちょっと先ほどの答弁にこだわるみたいなんですが、以前のこ

の評価シートは、財政負担が多い場合は評価が大体ゼロということにな

っていましたよね。機械的になっていたのを改善するということで、こ

れはいいんですが、どうしても費用対効果ということで、金が出ていく

ものについて、やっぱり何か問題がありみたいな。問題は費用対効果を

どう見ているのかという問題です。例えば、金がたくさん入ってくれば、

たくさん出ていくよね。だけど、そのために使うお金でしょ。そこら辺

がどうもよくわからないんですよ。たくさん出ていったらまずいのか。

何を目的にした事業なのかというところで、ちょっとクエスチョンマー

クがつくんですが、いかがですか。 

 

芳司企画課長 当然私ども実施計画を策定するという仕事もしておりますが、

ただ単にいろんな事業をやりたいということだけじゃなくて、当然その

財政計画も踏まえてという部分がありますので、財政課とも協議、調整

をしながら、いろんな事業に取り組んでいるところです。ただ、いわゆ

る人口減少社会、これに対して定住人口をふやしていきたいというのは、

どの自治体についても同様だろうと思っております。で、一つ一つの事

業に対する費用対効果というのは、それぞれの事業の目的達成に向けて

の評価の中で決めるものだと思うんですが、特にこの転入奨励と定住促

進につきましては、非常に大きな課題になりますので、当然経費はかか

るけれど、これはやはり前向きに、積極的に取り組んでいくべきではな

いかと現段階では考えております。ただ、３年目ということもあります

ので、今後数年継続して取り組む中でこの事業がどれだけの効果があっ

たかということを改めて検討しながら、定住促進についてはまた取り組

んでいきたいと考えております。 

 

伊藤實委員長 人口ふやそう、定住させようという中で、市長の肝つきでこれ

したんですよ。市外だけではなくて市内の人にもそういうことをすべき

じゃないか、逆に流出を防がないといけないんじゃないかという議論も

しているわけですよ。で、下瀬委員が言われるように、負担割合の適正

化、市の単独事業であり、全額市の負担はやむを得ないと書いてある。
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これは最初の目的とぶれているというか、たくさん来れば当然いるわけ

ですよ。だから、ここの評価の中で、件数じゃなくて、どういう世代の

人が何人入ってきたとか、人口がこれだけふえたとか、流出がこの政策

によって実際歯どめができたとか、こういうところが出ないといけない

わけよ。それと同時に、先ほどの財政の負担でも、いわゆる市民税なん

か相当入るわけじゃないですか。そういう収入が全然入ってない。だか

らお金が出ることばっかりで、目的と今の考えがぶれている、はっきり

言って。だからこの事業はますます魅力をもって追加するなりしないと

いけないのに、第二弾が全然出てない、その後。今、美祢市とかは、聞

くところ、入ってきたら何百万か現金もらえるんでしょ。固定資産税の

５年の減免の比じゃないわけ。近隣の市町においても、来たら１００万

円あげるとか、そういうことをどんどんやってくるんよね。そういうこ

とも含めて、この評価、それも企画やからね。ほかのところにも全部影

響するわけよ。やっぱり、そこはきっちりしてくれないと、企画がこの

調子だったらほかが大変なことになるよ。どうですか。 

 

芳司企画課長 この定住促進につきましては、極めて重要なテーマと考えてお

りますので、企画課としてももう一度この事業の目的をしっかり理解し

た上で取り組んでいきたいと思っています。 

 それと例えば美祢市、近隣ではあと下関なんかもこういう定住促進で

何百万ということでしたが、ただ条件として、美祢市であるとか下関市

の場合は、市が所有する宅地に建てたというような、ほかにも全部合わ

せたような条件もつけておりますので、そのあたりもまた参考にしなが

ら、検討したいと思っております。 

 

吉永美子委員 この資料で、問い１でちょっと人数が合わないのはなぜですか。

これだけ５６になっていますけど、５５のはずですが、何でかなと思っ

てはいるんですけど、いずれにしても３０代が一番多いということで、

まさに子育てをしようとしている人たちで、子育て支援を充実させてい

くことが山陽小野田市に来ていただく、また逃げない、その辺の分析は

されていると思うんですけど、こういったアンケート等を踏まえて、こ

の転入奨励金をどう充実させていくか、奨励制度をもっと大きく活用で

きるように、市民福祉部との連携、意見交換等しながら進めていくとい

うお考えはないんでしょうか。 

 

芳司企画課長 アンケートの結果につきましては、先ほども御質問ありました

けれど、しっかりこれを見ながら、他の課との協議も進めているところ
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です。今御指摘ありましたように、３０歳代が２８ということで、子育

て世代といいますか、生産年齢層になろうかとに思っております。人口

減少が言われている、本市におきましても、漏れなくなんですが、特に

こういう生産年齢層の減少ということも現実ありますので、このあたり

についての有効な施策をとっていく。例えば、それは子育て環境、子育

て支援であろうと思っておりますし、あるいは教育環境の支援であると

か、そういったことも含まれてくると思っておりますので、ヒアリング

等も通じながら、担当部署としっかりそういった連携をとりながら進め

ていきたいと思っております。 

 

河野朋子委員 目標をまたさらに少し件数を上げて目標設定されているんであ

れば、やはりＰＲとかそういった方面も前年度よりはさらにアップさせ

ると思うんですけど、相変わらずチラシがずっと同じ枚数で、その配る

場所とかもどんどん開拓していくというような積極的なＰＲを努めてほ

しいと思いますが、そのあたりいかがでしょうか。 

 

芳司企画課長 一応２,０００枚ということでしておりますけれど、昨年度と比

較して、今年度、例えば、近隣の住宅メーカー展示場、こういったとこ

ろであるとか市内にお勤めで市外から通勤されておられる方、こういっ

た方々にもこの制度をまず知っていただきたいということで、商工会議

所の会合も通じて各事業所に制度の周知もしているところです。 

 これ以外にも、今から家を建てようとする方も含めて、そういった方

が行かれるところ、こういったこともいろいろ聞きながら、周知には努

めていきたいと考えております。 

 

伊藤實委員長 それでは、よろしいですか。次、４番目若者交流推進事業。 

 

芳司企画課長 それでは、事業番号４番、若者交流推進事業。資料は１５ペー

ジになります。本事業につきましては、事業概要にありますとおり、出

会いや結婚を希望する独身男女を応援するために、市内のロケーション

等を活用しながらイベントを開催し、出会いのきっかけづくりの場を提

供するという事業になります。定住促進の一環として、また昨今の未婚、

晩婚化の傾向の中で、少子化対策の一環としての取り組みになります。 

 ２５年度決算としては、当初委託を想定しておりましたが、市長を会

長とする実行委員会形式での実施となったこともあり、委託料の執行は

なく、会場借り上げ料としての３万８,９００円の支出をしております。

その他の必要経費につきましては、全て参加者からの参加料で賄ってい
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るところです。 

 指標ですが、活動指標として、イベントの開催回数と参加者をそれぞ

れ６回、１６０人と設定しておりましたが、結果的には、開催につきま

しては１０月の１４日、１２月の１５日、１月の１３日、２月の２３日

の４回となり、参加者につきましては８２名となっております。 

 この内容につきましては、資料の１６ページにも掲載をしているとこ

ろですが、これを受けまして、２６年度については１０回の開催、参加

者３００人を目標として進めていくということにしております。 

 なお、毎回参加者にアンケートをお願いしており、２５年度開催分に

つきましては、全８２名中「楽しかった」が４４名、「まあまあよかっ

た」が３４名で、おおむね好評であったと捉えております。 

 妥当性、効率性、有効性の各項目につきましては、個別に記述もして

おりますが、おおむね「妥当」あるいは「適正」との評価をしておりま

す。上位施策との貢献度で若者の定住促進の一助と捉えておりますので、

おおむね貢献しているとにしております。 

 あくまで、きっかけの場づくりまでということで、その後の追跡調査

をしていない関係で、結果につきましては不明ですが、１６ページの毎

回の内容の下に、連絡先の交換件数も参考までに入れております。この

あたりがきっかけの場づくりとしての成果と捉えながら、内容の充実に

取り組んでいるところです。 

 ２５年度末の段階で、課題として、幅広い意見を取り入れるため、委

員を市民から公募すること。また、市のＰＲを絡めながら満足度の高い

イベントとなるよう充実を図るということを上げておりましたが、４月

１日号の市の広報で募集をかけまして、二十歳以上の市民１０名程度と

いう内容になっておりますが、結果的に昨年度の委員に１名加わった状

態で、今年度委員会として企画運営をしていただいている状況です。 

 また、イベント会場や内容につきましても、きららガラス未来館やき

らら交流館、竜王山のヒメボタルの観賞や江汐公園といった市内のロケ

ーションを活用しながらの開催としているところです。 

 １６ページ、１７ページに平成２５年度の内容、それと今年度のもう

終了した内容のみですが、参考資料として添付しています。 

 それと、２６年度の当初予算の審査の際の附帯決議の中でも「若者交

流事業のあり方を含め」というものがありました。本事業のあり方につ

いては、種々議論のあるところですが、最終的に結婚に至ったとか、市

内に定住するようになったとかは個人的なことということもあるんです

が、なかなか明確な形でお示しができないという状況です。 

 未婚であるとか、晩婚化の理由、原因といったものが、人によっては
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経済的なことであったり、結婚自体の必要性の捉え方であったり、それ

もその年齢によってもまた変わってくる、多岐にわたると思っておりま

すが、こういった出会いの場をつくることで結婚をしていただく可能性

を高めていくことはできるということで、本来個人的なことかもしれま

せんけれど、人口減少対策、定住促進のために行政としてできることと

して、本市も昨年度からこの取り組みを始めたところです。 

 参加者にとっても、実施主体が市であるということでの安心感は少な

からずあるとも考えております。実行委員会に対する御意見、これも種々

お聞きしておりますが、当面はこの形で回を重ねながら、その上で改め

て検討したいと考えております。 

 

伊藤實委員長 説明が終わりました。委員からの質疑をお願いします。 

 

吉永美子委員 ４月１日の広報で公募されて１人のみ追加だったということで

すが、この方の年代は何歳ぐらいですか。 

 

杉山企画課企画係長 年代は７０代の方、男性です。 

 

吉永美子委員 平均年齢は何歳でしょうか。 

 

杉山企画課企画係長 平均年齢まで詳しく出していないんですが、委員６名の

うち７０代の方が１人、ほかは６０代が５人ですので、６０代になろう

かと思います。 

 

吉永美子委員 要は、若い人たちの意見を取り入れようということで２０歳以

上の方の公募をされたと思うんですね。そういったところで、残念なが

ら１人だけ追加、それも７０代ということで、本当に若い人たちのニー

ズをどれだけ捉えられるかっていうのは、当然疑問符が出て当たり前だ

と思うんですね。そういったところでは、どうしても若い方が入るのが

無理であれば、例えば、ここには小野田商工会議所青年部、またＪＣと

かおられる。忙しいところではあるけれど、そういったところに公募じ

ゃなくて参加をお願いしていくとか、何か若い人の意見がしっかりと取

り込めるような体制づくりをぜひ進めるべきと思いますが、その辺につ

いてのお考えをお聞きします。 

 

芳司企画課長 公募につきましては幅広く募集をさせていただいたところです

が、結果的には７０代の方が１人ということです。今、委員言われたよ
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うに、若い人の意見もということですので、今後につきましては、そう

いったところに対して意見をいただくとか、そういったことも当然検討

させていただきたいと思います。 

 

吉永美子委員 それで、事業評価シートですが、この事業概要としては、要は

出会いや結婚を希望する独身男女を応援するということで、基本事業と

しては婚活支援事業の推進となっているわけですよね。婚活支援ですよ

ね、あくまでも。それで、ここの有効性というところに目標達成度、交

流が図られているということで「おおむね達成」というところは、これ

でいいのでしょうか。本当に、婚活じゃなくて若者交流そのものを推進

するということであればいいんですけど、この婚活支援ということでは

っきりうたっておられるわけですから、目標達成度の「おおむね達成」

としておられる根拠が大変薄いと思います。それと、先ほど「実績は不

明である」と言われましたが、上位施策への貢献度ということで、不明

でありながらおおむね貢献しているということですから、この辺につい

て、有効性についてはいま一歩考慮すべきと思いますが、いかがですか。 

 

芳司企画課長 大項目、中項目、小項目の中でいえば、確かに言われるとおり

だと思っております。このあたりの評価については、もう少し厳しく再

評価をしたいと思います。 

 

杉本保喜委員 公募されるのに非常に苦労されたとは思うんですけれど、やは

りこういう、いわば特殊性というか、若者の気持ちを高揚させながら楽

しかったということが多くなるような形にしなきゃいけないと思うんで

すよね。エスコーターとかコーディネーターとか、その専門の方がやっ

ぱりおられるわけですよね。最近よくテレビなんかにも紹介されていま

すけれど、そういう人たちを呼んで講習会を開いて公募の人たちが勉強

をしていくとか、何かそういう一つの新たな展開を図る必要があるんじ

ゃないかと思うんですけど、いかがでしょう。 

 

芳司企画課長 委員会の皆さんの御意見を中心に企画運営をさせていただいて

おるところですが、当然、私どもも事務局として、その場に同席をしな

がら、いろんな意見を述べさせていただいているところです。今言われ

たように、また幅広い御意見等、よりよい効率的なやり方であるとか、

効果的なやり方ということもあろうと思いますので、そのあたりも参考

にしながら、しっかり取り組んでいきたいと思っております。いろいろ

意見を参考にしていきたいと思います。 
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下瀬俊夫委員 事業の目的が実はよくわからないんです。先ほど言ったように、

将来の結果、将来といいますか、いわゆる結婚までいくかどうか、これ

は個人的な問題だからということでしたが、意味がよくわからないんで

すよ。そのためにやるんじゃないですか。これを調査しないで、何のた

めの事業か、よくわからない。 

 

芳司企画課長 毎回毎回、その後どうなりましたかということもちょっと失礼

かなとは思うんですけれど、ある程度回数を経ながら、参加された方に

対して、そういった意見であるとか、その後ちょっと聞き方もあると思

うんですが、そのあたりはお聞きしながら進めていきたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員 いや、目的がよくわからないんですよ。そういうこと言われる

と。というのは、実は僕の知っている者がこういう婚活の場にいっぱい

参加しているんです。いっぱい参加しているんだけど、なかなか成功し

ない。行く本人は、相手見つけたいんですよ。相手を見つけるために行

くんだから、当然その結果がどうなるかって聞かれて当たり前なんです

よ。それを個人的なことなんだって、これどうも意味がわからない。来

る人は皆それが目的なんだから。それとも、誰かから誘われないと行か

ないという状況にあるんですか。本当は行きたくないんだけど、トップ

から声をかけられて、動員をかけてくれと言われて声かけるから、なか

なかうまくいかないんですか。 

 

芳司企画課長 動員といったことはしておりません。参加される方が恐らくそ

ういう意向があっての参加と思っておりますけれど、なかなか結婚に至

っていないであるとか、そういう状況の中で、理由はいろいろあると思

うんですが、少なくとも私どもとすれば、まず出会いの場、きっかけづ

くりというところに目的をしっかり定めた上でやっていきたいというこ

とです。 

 

下瀬俊夫委員 もう一度聞きますが、リピーターはどの程度いるか。 

 

杉山企画課企画係長 リピーターについては、ことしに入ってから私ずっと出

席していますけれども、男性は毎回５名から６名のリピーターの方がい

らっしゃいます。女性は最近１名だけリピーターで３回ぐらい申し込み

された方がらっしゃいますが、男性のほうがリピーターが多いという状

況です。 
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岩本信子委員 今、この事業を聞いていたら、ことしも実行委員みたいな形で

されているんですけど、委員の年代を聞いても６０代、７０代、本当に

若者に魅力ある事業になっているのかなって思ったりするんですけど、

これはむしろ委託事業的なものにはできないんですか。例えば、さっき

言われましたようにＪＣとかにでも委託してみるとか、若い人のグルー

プに委託するっていう考え方はないんでしょうか。 

 

芳司企画課長 そのあたりにつきましては冒頭説明しましたが、当面この形で

回を重ねながらということで考えております。それと青年会議所とも以

前この件についても話をしたことがあるんですが、何年か前に一度され

ているんですね。非常に人集めが大変だったんで、余りやりたくないみ

たいな意向もありました。ただ、だからといって、そこを否定するわけ

でもありませんし、協力をしながらという取り組みは十分できると考え

ております。 

 

河野朋子委員 今の件ですけど、７月に議会と小野田商工会議所の青年部、地

域活性化委員会との市民懇談会を行いまして、そのときに行政のいろん

な取り組みについて聞かれたり、あるいはそちらの活動内容とか意見交

換したりしたんですけど、そのときに随分この若者交流事業について今

どういう取り組みをしているのかっていう質問を受けました。というの

が商工会議所のほうで、若い女性でしたけども、その人が中心となって、

今からそれを積極的にやっていこうと思っておられて、行政はどういう

ことをしていますかっていうので、私たちちょっと恥ずかしながら今の

委員会のメンバーの構成、年齢とかいろいろ話しますと、やはりあちら

は若い人が中心で、盛り上げてやっていこうっていう気力をすごく感じ

たんですよね。私もそのときに発言したのが、ぜひそういう人たちとジ

ョイントっていうか、一緒に何かやっていく。この市の若い人をふやし

たり、結婚する人たちを応援したいという気持ちは同じなので、その辺

ができないかっていう発言したのを、紹介しますけど、そういった取り

組みをあきらめていませんし、今からやろうという声もあります。今お

聞きすると、やはり行政での限界を感じたんですよ。今の委員会のメン

バーにしてもそうですし、さっきの目的と今の事業とのその辺が余り一

致していないような気もしたので、そういった民間の力を借りて、力を

合わせてやっていくという方向で、当分これでやりますではなくて、や

っぱり限界を感じたらすぐに方向転換されても、むしろそのほうがいい

と思うので、そういった今動きもありますので、その辺検討していただ
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きたいと思います。 

 

伊藤實委員長 この件につきましては、また後日、委員間の自由討議でいろい

ろと意見をまとめたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、２番目の２款のところの２、３、４の事業については終了

します。それでは、まず総務費の関係の１項１目から９目までで何か質

疑はありますか。 

 

下瀬俊夫委員 １２７ページ。職員の採用募集の募集要項そのものは最近変わ

ったんですか。 

 

城戸人事課長 募集要項自体は毎年発行しておりますけども、ことしから試験

内容について公務員専門試験を廃止したということで、一般行政につい

ては、そのような制度をちょっと改正しております。 

 

下瀬俊夫委員 いわゆる何ていうか、チームによって、グループ分けで対応す

るという、いわゆる筆記試験ではなしに、そういうグループ内での能力

とか何とかっていうのが大体中心になるんですか。 

 

城戸人事課長 一般的な常識といいますか、筆記試験は当然実施しております

けども、それよりも人物重視のほうにシフトするという形で、グループ

討議も含めて面接も３回行うようにしております。 

 

下瀬俊夫委員 ところが、人物重視と言いながら、まだ当市の場合、いわゆる

出身校、大卒とかそういうこと、学歴をまず前提条件に考えているとい

う面がありますよね。ところが、他の市では、この大卒等の学歴要件を

廃止するというところも生まれてきていますよね。そこら辺について、

人物重視と言いながら、学歴重視という偏重、そこら辺の矛盾が今ある

んではないかなと思うんですが、いかがですか。 

 

城戸人事課長 他市の状況で、もう既にそういった筆記試験自体も廃止してい

る市もありまして、より人物重視という方向にシフトしているというの

は存じておりますけども、基本的な学力は必要ということで、本市の場

合、まだ筆記試験も実施しております。それで、今の学力といいますか、

出身大学、大学卒業程度とか、そういった表記にしておりますのは、今

後、先々ではちょっと見直すこともあろうかとは思いますが、現在のと

ころはまだそういった考えは持っておりません。 



68 

 

 

下瀬俊夫委員 いや、私が言っているのは、人物重視で募集要項も変わってき

たのに、学歴要件だけはつけているっていうのは、やっぱり学歴偏重の

残りじゃないかと言っているわけですよ。そこら辺の矛盾があるんじゃ

ないかということで、それはあるのか、ないのか、それを答えてくださ

い。 

 

中村総務部長 今、委員が御指摘のところは、大卒の場合、大学卒業を条件と

しておると。だから、他市では大卒程度の知識を有した者とか、ちょっ

と表現は忘れましたけど、そういった形でやっていると、そういうこと

の質問ということですね。今のところ、うちは大学卒業というのは条件

にしております。それを今後改めていくかというところは、ちょっとこ

の場で即答は控えさせていただきますが、他市の状況等も勘案して研究

させていただこうと思います。 

 

長谷川知司委員 関連してですけど、面接官ですね。面接を３回するというの

はすごくいいことだと思うんですが、その面接官の中に男性ばっかりと

いうことはないですか。 

 

城戸人事課長 面接官については男性、女性職員織りまぜてやっております。 

 

下瀬俊夫委員 例の埴生支所事件の問題で、この公金管理の適正化について、

具体的にできたのかいうことと、支所、出張所等の収納事務、こういう

問題が根本から変わったのかどうなのか。 

 

川地財政課長 まず、公金収納の関係につきましては、財政課からお答えしま

す。まず、５月に全庁内上げて実態調査を行っております。その後、公

金収納のマニュアルを平成２６年６月付で全部改正をしており、これを

更新して、その後、所属長を中心に説明会を行って、マニュアルに沿っ

た公金の管理について適切にやってくださいということで指導しており

ます。それとともに、今、出納室のほうで、今年度から現金出納調査を

全庁的にやっていくこととしております。 

 

城戸人事課長 それから窓口対応の件ですけども、今年度から臨時職員も含め

て、窓口対応の研修も必要と考えまして、既に臨時職員を含めて研修を

実施しております。内容については、財務処理、公金の取り扱い、個人

情報保護、それから公務員倫理についてということで２回開催して、今
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のところ臨時職員約８０名が受講しております。 

 

下瀬俊夫委員 公金管理の問題ですが、公金というのはどの範囲なのか。いろ

んな団体のお金をいろんな部署で扱っているという場合に、こういう部

分も含めて公金の扱いになっているのかどうなのか。 

 

川地財政課長 まず、私どもの公金収納マニュアルで定めておる公金といいま

すのは、財務規則で定めておる歳計現金、これを公金としております。

ただ、公金収納の中におきましては、御指摘のように、全くうちの歳入

歳出を通らないけども、各外部団体のお金を入金あるいは支出している

部分もありますが、これについては、該当各課の職務上の処理において

やるといったものについては準公金扱いということで、今回からそのよ

うな扱いをさせていただいております。 

 それ以外に全く職務上関係ないけども、一時的にお金を預かるという

のも実はあります。そういったものを今どれだけあるかというのも、実

は私どもも掌握しておりませんので、現在調査中で、今後どのような取

り扱いにするか検討していこうという形でおります。 

 

下瀬俊夫委員 この公金及び準公金、あるいはその他の公金を含めて、これ集

中管理をするみたいなシステムがあるんじゃないかなと思うんですが、

こういうやり方でいいのかどうなのか。第一それが可能なのかどうなの

か、日常的に。ちょっとそこら辺について、具体的に教えてください。 

 

川地財政課長 集中管理という意味がよくわかりませんけども、財政的に集中

管理をするということは一切考えておりません。 

 

下瀬俊夫委員 いや、当然よその団体だから、うちが管理するというのはおか

しな話ですね。だけど、現金がどの程度あって、どういう内容なのかと

いうことを１カ所で集中管理するみたいな、いわゆる全部届け出をする

という仕組みができているんじゃないですか。 

 

川地財政課長 仕組みといいますか、実態調査をしますということで、今年度

どういう団体で、どこの課がどれだけのお金を預かっているとか、ある

いは支出しているとか、そういった実態を調査しているということであ

って、これを集中管理するための目的で調査をしているわけではありま

せん。 
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吉永美子委員 １２７ページ、１１節需用費、光熱水費とありますよね。当初

予算のときに、太陽光発電によって約９％の使用料の減が見込まれると

いう説明があったように記憶しているんですけど、これは決算時におい

ては太陽光発電によって、その程度の結果として出ているのでしょうか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 総務費の需用費の中の光熱費ということですが、

市役所の屋上に環境課の関係で太陽光発電を設置しております。その分

について幾らぐらい減額されたかということは、総務課では把握はして

おりません。 

 

吉永美子委員 今度の厚狭複合施設は太陽光発電を設置して、もっと大規模で

やるっていうことだったんですが、どれだけの、要は使用料が減るかっ

ていうところの見込みをとられないと、太陽光発電つけても、これだけ

効果があるよっていうところが検証されないで、厚狭の複合施設に移行

することになるんではないでしょうか。 

 

伊藤實委員長 堀川部長。 

 

堀川総合政策部長 光熱水費、これ２,１００万円ですが、２４年と２５年の電

気料の比較を総務課がしていないということですので、光熱費ですから

当然水道料も入っています。それらの中で、電気料を見て、その率を見

る中で、当然のことながら、この効果は出ていると思います。その辺を

検証してみたいと思います。 

 

伊藤實委員長 それでは、１３９ページまででどうですか。 

 

岩本信子委員 １３９ページの２１の貸付金ですけれど、地域総合整備資金貸

付金８００万円が入っておりますが、これはどこにどのような形で貸し

付けられて、例えば利息とかいうのがわかるんですか。 

 

宮本企画課行政係員 この地域総合整備資金貸付事業ですが、２６年度の事業

で新たな老人福祉施設建設に当たって、社会福祉法人健寿会から申請が

あって、福祉建設で２５年度に８００万円ほど貸付金を出しております。 

 

下瀬俊夫委員 １３１ページ。職員の健康診断ですが、精神的な疾患の職員が

今どの程度いるのか教えてください。 
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大谷人事課主幹 平成２５年度の実績でいきますと、平成２６年３月３１日現

在で４名の方がメンタルの関係で病気休職とされております。 

 

伊藤實委員長 ９款の２４６から２５１、消防費。 

 

松尾数則委員 昨年１２月に、消防団を中核とした地域防災力を充実強化とい

う法律ができましたけれど、その辺の予算がこの予算の中にどの程度盛

り込まれているのか、ちょっとお聞きしたいと思いました。 

 

中野消防課長 需用費、消耗品の中に防火衣２０着、この装備の充実に関する

ことで、それを入れております。なお、処遇改善については、現在、他

都市の状況で検討中です。 

 

松尾数則委員 山陽小野田市消防団貸与品規則というのがあります。例えば、

制服は５年に１回の支給とか書いてあるんですけど、その辺のところは

今どのようになっているのか。 

 

中野消防課長 基準どおりに貸与できていないのが状況です。しかしながら、

消防団から、これ破れたから何とかしてもらえないかということについ

ては、極力対応するようにしております。 

 

伊藤實委員長 ２款の総務費、９款の消防費について終わります。ここで職員

の入れかえをしますので、２０分まで休憩します。 

 

午後３時１２分休憩 

 

午後３時２３分再開 

 

伊藤實委員長 それでは休憩前に引き続き委員会を再開します。次、５番の防

災ラジオ助成事業から執行部の説明お願いします。 

 

大田総務部次長兼総務課長 それでは、事業番号５番防災ラジオ助成事業です

が、１８ページをごらんください。事業番号５番の防災ラジオ助成事業

は、施策体系に記載してあるとおり第一次山陽小野田市総合計画におき

まして、市民が安心して暮らせる環境づくり、防災体制の充実の中で展

開している事業です。それでは、ラジオの配付状況について、１９ペー

ジの資料をごらんください。平成２５年度におきましては、１の購入台
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数実績として２４、２５年度で７４８台を購入したのに対して、２の配

付状況のとおり、平成２５年４月８日から自治会自主防災組織、災害時

要援護者施設、また５月２４日から市民向けに配付を開始して、２５年

度は６５４台を配付しております。災害時において、情報伝達手段の確

保は市の責務でありますので、当事業につきましては、防災行政を推進

する上で、情報伝達の多様化を図るためにも非常に重要なことであると

認識しております。今後も市内の自治会、自主防災組織、災害時要援護

者関連施設、市内に居住する世帯主、事業所管理者または責任者を対象

に、市民が防災情報をより速く入手できるよう、防災ラジオの普及に努

めてまいりたいと考えております。 

 

伊藤實委員長 それでは、委員からの質疑を受けます。 

 

杉本保喜委員 月ごとの配付実績という欄で、配付及び周知状況、そこに校区

の防災訓練が並んでいるんですが、防災ラジオは各地区そちらだけに放

送ができるとこの前お話されたですよね。高千帆校区とかそういうよう

な形で、そちらのみに放送ができるシステムを持っていますと言われた

ですね、この前の私の一般質問のときに。で、そういうようなシステム

があるんであれば、今回の校区の防災訓練のときにそういうようなシス

テムを使われた実績等ありますか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 ありません。 

 

中村総務部長 ちょっと補足しますと、地区別に高千帆地区だけ流したという

放送の実績がないということですね。だから、全市的に流したものはあ

りますけど、この１年間その地区別に流す必要性のある情報がなかった

ということです。 

 

杉本保喜委員 私がなぜそれを聞いたかと言いますと、やはり地区の防災訓練

にその防災ラジオを使って、確認を兼ねて放送するということをやって

もいいんではないかと思うんですよね。月に１回試験放送されています

よね。それはそれでいいんですけれど、地区における防災ラジオの有効

性というものを認識してもらうためにも、そういう訓練にもそれを使う

ということも１つ考えていただきたいと思いますが、いかがですか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 ＦＭサンサンきららとの契約というか委託という

か、そういうことも関係しますので、それできるかどうか今後検討して
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まいりたいと思います。 

 

伊藤實委員長 ちょっと今の件ですが、ＦＭサンサンきららがどうのこうので

はなくて、これ目的が自主防災。すごい水害があったまちだから、情報

発信の手段をふやそうという中でこれやっているわけですよ。今さら、

ＦＭの契約がどうのこうのの話じゃないですよ。杉本委員が言われるよ

うに、防災ラジオを自主防災組織や自治会なりに購入してもらおうとい

うときに、ここに書いてある校区の防災訓練、このときに１回活用して

本当に使えるかどうかをやるべきだという意見も言っているわけですよ。

そういうの聞いてないの全然。 

 

中村総務部長 この表でお示ししたのは、今こういった校区の防災訓練で防災

ラジオの周知をしましたよということですので、まずそれは確認してお

いていただきたい。こういうのがありますから御購入をお願いしますと

いう周知です。 

 

伊藤實委員長 ７月に２４台というのは、校区の防災訓練に２４配付したんじ

ゃないの。 

 

中村総務部長 いや、そういうわけじゃないです。防災訓練のときにこういう

のがありますと言って、３月の場合１８台買われた方がいらっしゃると、

そういったことです。それで、先ほど杉本委員から指摘のありました地

区の防災訓練、地区のセーフティネットワークが１１ありますけど、そ

れぞれ別の日でやっておられます。今は、防災ラジオは４地区に分かれ

ておりますので、例えば小野田北部であれば高千帆、有帆、高泊、これ

ぐらいの校区で一斉に発信ができるというところです。だから、この３

校区が合同でやっておればその情報がぽんと出せるんですけど、やって

ないところにその情報が流れて、それで構わなければそういったやり方

もあるかなと。だから、それはちょっと研究させていただきたいと思い

ます。それで、全市一斉の防災訓練については、ことし県の防災訓練が

８月２４日、中止になりましたけど、その日に一斉に全市の防災ラジオ

を鳴らして防災訓練を行う予定で準備はしておりました。残念ながら中

止になりましたが、そういったことで防災ラジオを活用した防災訓練、

これも行っておるところではあります。 

 あと、ことしの予定でいきますと市の防災訓練１０月にやりますけど、

そのときも一斉放送をする予定にしております。 
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松尾数則委員 どうしても不感地帯の話になるんですが、このＦＭサンサンき

ららですか、入らない地域があるという認識はお持ちなんでしょうか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 入らない地域があるというのはちょっと初めて聞

きました。入らないというのは地区ごとによって違うということですか。 

 

松尾数則委員 ああ、そうなんですね、皆入ると思われているんだ。例えば、

山陽総合事務所の隣の福祉会館ですか、あそこでも入らないという話だ

ったんですけどね。恐らく各地域でやっぱりＦＭサンサンきららが入ら

ない地域というのは結構あるんです。 

 

大下総務課危機管理室長 この件は以前にも説明したと思うんですけども、一

応市内では全域入るという認識でおります。ただし、建物の中、場所に

よっては入らないところもありますので、それは買われた方に実際に家

の中で一番受信状態がいいところを確かめていただいて、それでも入り

が悪いという場合には外部アンテナをお勧めしているところです。 

 

下瀬俊夫委員 これまでも何回か質問をしている問題ですが、一番最後の今後

の方向性でも、計画どおり事業を進めることが適当だと書いてますよね。

災害は、大体昼間に起こるように期待しているんですか。深夜に起こっ

たときにどうするかという問題、この問題は具体的には何か手を打たれ

たんですか。 

 

大下総務課危機管理室長 ＦＭサンサンきららとの協定の中で、２４時間どな

たかに連絡が取れる体制をとっていますので、多少タイムラグはあるか

もしれませんけども、すぐにＦＭ局に行っていただいて、すぐに放送で

きる体制は３６５日とれるようにしています。 

 

下瀬俊夫委員 それはいつとったんですか。 

 

大下総務課危機管理室長 協定を締結した時点からこういった協定になってお

ります。 

 

下瀬俊夫委員 いや何のために聞くかと言うと、前回の大地震のときに全く対

応できなかったんですよね。だから防災ラジオ持っている方が何で入ら

ないのかが大きな疑問だったんですよ。あなたが言うように、３６５日

対応できるような仕組みがあるんだったらなぜ対応できなかったのか、
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ということなんですけどね。 

 

中村総務部長 ちょっと情報が混乱しておるようですけど、大地震のときに出

なかったのはＪアラートです。Ｊアラートといいまして、緊急地震速報、

これに今の防災ラジオが連動していないということで、あのときの地震

でテレビ、携帯は鳴ったけど防災ラジオは鳴らなかったというところで

す。それで、このＪアラートと連動させることについては、今他市の状

況等も調査中で、前回の一般質問のときも述べましたけど、今のシステ

ムでやりますとそのタイムラグが生じるということで、そのタイムラグ

がＪアラートの緊急地震速報の効果が出るだけのタイムラグなのかそれ

が小さいのか、そのあたりの研究は必要ですので、それは調査中です。

それで、支障がないということであれば、これをＪアラートに連動させ

るシステムを今後考えていきたいと思っています。 

 それと、防災緊急放送ですが、これはあくまでも人の手によってＦＭ

サンサンきららの人、パーソナリティとか係がやるかもしれませんけど、

それによって放送するということで、市の避難勧告等は市が発します。

だからＪアラート、国とか省庁、あるいは気象台による情報によって一

斉発信ということはありません。あくまでも市が避難勧告を出すという

ことになれば、それに基づいてＦＭサンサンきららのほうで放送をして

もらうということになります。 

 先日の地震のときになぜ何もなかったのかということになりますと、

先日の地震は震度３でした。山陽小野田市の震度は３、震度３は第１警

戒体制、注意報体制になりますので、市民にお知らせするまでの地震で

はなかったということです。 

 

伊藤實委員長 ほかにありますか。それでは、私から何点か。自主防災組織に

何％ぐらい配付してありますか。それと、自治会も３３０前後あると思

うんだけど、そのうちの何％ぐらいラジオは配付してありますか。 

 

大下総務課危機管理室長 現在、３４０自治会のうち１８５自治会に配付済で

す。自主防災組織と自治会はほぼ一緒ですので、同じように考えていた

だけたら。 

 

伊藤實委員長 ということは、大体２台ずつぐらいあるという計算。 

 

大下総務課危機管理室長 中には１０台程度持たれているところもあります。

規模が大きい自治会になりますと班長が持っているというところもあり
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ますし、自治会に１台しかないというところもあります。自治会の希望

に沿ってこちらも配付しておりますので、こういった状況になっていま

す。 

 

伊藤實委員長 それと、その次の災害時要援護者関連施設が何施設あって７０

台。 

 

大下総務課危機管理室長 ちょっとこの施設は把握しておりませんけども、こ

の要援護者施設というのは例えば保育園、幼稚園、それから老人施設等々、

こういったいわゆる災害時に支援が必要な方の施設に７０台ほど今配付

済ということです。ちょっと総数については、今数字を持ち合わせてお

りません。 

 

伊藤實委員長 施設は、わからない。 

 

大下総務課危機管理室長 この施設をどこで線を引くかというのが非常に難し

い問題でありまして、例えば通所リハとかそういったところにも置くの

かという問題がありますので、この災害時要支援者施設の数字自体につ

いてはちょっと把握は難しい。 

 

伊藤實委員長 でもここに団体で、こういうふうに表現しているわけでしょう。

要するに施設は大体把握してるんじゃないの。 

 

大下総務課危機管理室長 防災ラジオについて、配付事業を始めましたよとい

うお知らせを配った要援護施設は１２２カ所です。 

 

伊藤實委員長 で、７０台だけど、１カ所に何台もあるのは何施設。 

 

大下総務課危機管理室長 ちょっと施設は。 

 

伊藤實委員長 後ほどでまた。それと市役所２台なんだけど、これは公民館と

か支所とかはどうなってるんですか。 

 

大下総務課危機管理室長 市役所２台というのは、私たちが緊急放送とか試験

放送とかをしたときに確かめるモニター用の２台でありまして、今公共

施設には置いておりません。 
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伊藤實委員長 公共施設に置いてない。 

 

大下総務課危機管理室長 置いておりません。 

 

伊藤實委員長 避難所で公共施設はないんですか。避難所になるようなところ

は。 

 

大下総務課危機管理室長 体育館と公民館があります。ただし、現在のところ

置いておりません。 

 

伊藤實委員長 なんで置いてない。どういう理由なの。 

 

大田総務部次長兼総務課長 避難所を開設した場合には、必ず職員が１名ない

し２名避難所につきます。職員には、防災メール等々流しますので、そ

れで連絡等も取りますし、今のところは置いていないというのはその辺

の理由があります。 

 

伊藤實委員長 ちょっとようわからんので、はっきりと言ってくれませんか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 公民館とかが避難所になりますけど、避難所を開

設したときに担当職員を配置します。情報につきましては、公民館のパ

ソコンがありますので、気象情報とか防災メール、そういったものはパ

ソコンで確認できますので、防災ラジオは必要ないということで配布し

ておりません。 

 

伊藤實委員長 今の説明だったら防災ラジオは要らんじゃない。 

 

大田総務部次長兼総務課長 あの、公共施設はです。 

 

伊藤實委員長 いや、普通の家でも要らんじゃない。パソコンあるから。 

 

大田総務部次長兼総務課長 高齢者の方がですね、パソコンを使えない世帯の

方があると思うんで、そういうところは防災ラジオが必要かなと。 

 

伊藤實委員長 何、全然ちょっとねえ。ちょっとこれは自由討議しないといけ

んね。 
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杉本保喜委員 ２６年度目標の数として、１５４台という数字を入れてるんで

すけれど、それについてお話をいただきたいと思うんですが。 

 

大田総務部次長兼総務課長 この評価シートをつくった時点で残り９４台残っ

ておりまして、２６年度、９４台で追加が６０台必要であるということ

で、２６年度の目標数値で上げております。で、合計１５４台というこ

とで上げています。 

 

杉本保喜委員 防災ラジオは何台、どういう形で普及すれば達成と考えておら

れるか教えてください。 

 

大田総務部次長兼総務課長 実施計画では毎年５０台ほど整備するということ

を考えておりますけど、最終的には１００％、全ての方に情報が行き渡

るというか、防災情報が伝達できるように、１００％を目指してやって

いきたいと思っております。 

 

杉本保喜委員 １００％の意味はどのあたりで線を引いているのか教えてくだ

さい。 

 

中村総務部長 １００％というのは、防災ラジオで１００％というわけじゃな

いです。あらゆる手段を講じて、防災メールもそうです。それらも含め

て、何らかの形で市民の皆様に１００％届くというのが究極の目標だと

思います。 

 防災ラジオにつきましては、今、市内２万８,０００世帯ですが、２万

８,０００世帯に全部配る必要があるかというと、それは必要ないのでは

ないかと思っています。というのが、やはり共助という面もあります。

だから、地区でそういった情報がしっかり把握できて、行動が起こせる

方がいらっしゃればそれでいい。そういった方に正確に伝わる台数がい

いのかなと。 

 私案的なものになりますけど、大体１班、各自治会が１５人から２０

人であればですね、１,５００台から２,０００台程度あればその各自治

会の班に１つというような数にはなるかなと思っています。そのあたり

が１つの目安かなというふうには感じています。 

 

下瀬俊夫委員 これが配付されてもう２カ年たっていますよね、この６５０台

がどのような形で活用されているのかという点の実態調査はされたこと

ありますか。 
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大下総務課危機管理室長 実態調査はしておりません。 

 

下瀬俊夫委員 先ほどから出ているＦＭサンサンきららの番組づくりがですね、

おもしろくないというので、そのＦＭサンサンきららを日常的に聞いて

いる人はまず余りいないんじゃないかなと思うんですね。そうすると、

ある日突然災害起こって、この防災ラジオが鳴るというのを皆さん待っ

てるんですかね。そこの辺がねよくわからなないんですよ、実態として。 

 

中村総務部長 サンサンきららの番組の内容については、行政からどうのこう

のということはできないと思いますし、おもしろくないと言えば、それ

は一視聴者としての意見で局のほうに要望なりすれば、局のほうも何ら

かの改善はするんではないかと思っております。リスナーとしての御意

見をどんどん局のほうに言っていただければいいのかなと思います。 

 で、実態調査は今言いましたように正確にはやっておりません。ただ、

去年も台風のときに放送しましたけど、やはりそのラジオ聞いたけどと

いう反応というかそういった電話はいただいておりますので、それは聞

いていただおるのかなと思いますし、ラジオを配付するときに電気が通

るようには必ずしておいてくださいということは言っています。電池を

入れておく、そしてコンセントに差しておく、それさえしていただけれ

ば緊急のときに必ず鳴ると思います。それを確認する上で毎月１回、第

１月曜日に試験放送も行っておりますので、そのあたりで周知ができて

いけばいいかなと思っております。 

 

下瀬俊夫委員 さっき部長が大体１,５００台程度普及すればいいと言われま

したよね。そこまで本当にやろうという気があれば、今の住民がこの配

付を受けてどういうふうに活用しているかという実態調査をすべきと思

うんですよ。でないとね、そんなに活用されていない、日常的にはです

よ。だからね、きちんとした調査と報告をお願いしたいと思います。 

 

伊藤實委員長 はい、ほかになければ次いきます。次、自主防災組織育成事業

についてお願いします。 

 

大田総務部次長兼総務課長 それでは２０ページをごらんください。事業番号

６番の自主防災組織育成事業ですが、これは施策体系に記載してあると

おり、第１次山陽小野田市総合計画において、市民が安心して暮らせる

環境づくり、防災体制の充実、地域防災力の向上の中で展開している事
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業です。自主防災組織の結成、育成は、公助のみならず自助、共助の意

識の高揚による地域防災力向上を図るための主要な事業であると考えて

おります。２５年度は、９地区のセーフティネットワークで防災訓練を

行っており、活動は年々活発化しております。今後の課題としては、組

織率は向上しているものの、組織間において活動状況に格差があります

ので、市としては市民の防災に対する意識の向上や自主防災組織の活動

の必要性について、出前講座や広報紙、ホームページなどで周知や啓発

をより一層図る必要があると考えております。 

 

伊藤實委員長 それでは質疑を受けます。 

 

吉永美子委員 事務事業評価シートですけど、１と２と３とも平成２６年の目

標がないのはなぜですか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 吉永委員が言われるのは、真ん中あたりの活動指

標、成果指標の１、２、３だろうと思いますが、目標設定するのは事業

としてふさわしくないということで、あえて上げておりません。 

 

伊藤實委員長 いや、もう１回、ちょっと正確に。ふさわしくないって、何が

ふさわしくない。 

 

大下総務課危機管理室長 自主防災組織の活動ということで自主的に活動され

る組織のことでありますので、目標については設定しておりません。 

 

吉永美子委員 そうすると、自主防災組織の中にもいろいろな取り組みに差が

あるので、ネットワークにしていただきたいと申し上げていたときに組

織率をもっと上げてからと言う答弁があったんですけど、そうすると組

織率自体を行政が上げる方向に、その活動を行政そのものがしていかな

いということですか。答弁とちょっと食い違うように思うんですけど、

いかがですか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 ２番目の自主防災組織率、それぞれ実績として上

げておりますけど、目標数値は設定しておりませんけど、年々上げてい

くということは担当課としては努力をしていく方向で考えております。 

 

杉本保喜委員 事務事業名が自主防災組織育成事業とこううたってるわけです

よ。結果として２６年度までに１００％にしたいという思いがあるなら
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ばそれでもいいと思うんですよ。９５％なら９５％でもいいと思うんで

すよ。働きかけはしないけれど品物は渡しますよと、それが育成事業で

すよとこう言われてるように聞こえるんですけど、いかがですか。 

 

大田総務部次長兼総務課長 確かに目標設定をしてないということは、それだ

け努力を怠っていると見られがちだろうとは思いますが、実際には、杉

本議員が言われるように１００％に向けて担当課としては努力しておる

つもりです。 

 

伊藤實委員長 そう書いておけばいい、ここへ。書かない理由があるんじゃな

いの。 

 

杉本保喜委員 やはりですね、この評価シートがある以上は、そこにさっき言

ったように、２６年度１００％無理であれば９５％というような設定が

あって当然だと思うんですよね。そこが、今課長が言われるような理由

で書けないということ自体は、さっきから言ってるように自主防災組織

に対しては何も働きかけはしませんよと、あくまでも自主防災だからそ

っちがやってくださいと。で、品物が必要だったらあげますよという形

だけの事業ですかと私は聞いてるんです。そうでなければやっぱり、目

標設定すべきでしょう。 

 

大田総務部次長兼総務課長 委員が言われるとおり、確かに目標設定を掲げて

ないとちょっと動きにくい面がありますので、様式上表記してなかった

ていうことだけですので、これは今後表記するように考えていきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

伊藤實委員長 ちょっとよろしくじゃない、課長、防災の担当課でしょ。もう

ちょっと危機感持ってもらわないと、ちょっとひどいよ。ここへ数字書

いてなくて、よろしくという話はないですよ。決算ですよ。今度２７年

度の予算どうするの。何のための事務事業評価なんですか。ちょっと安

易過ぎる。まあ、人事異動でこの当時というかその前、いなかったかも

わからんけど、でも担当課ならちゃんと引き継いで、わからなければ聞

きに行かないと。そうでしょうが。もうちょっと真剣になってもらわな

いと、冗談じゃないですよ。 

 

岩本信子委員 自主防災組織の補助金の対象ということで見ているんですけれ

ど、これは金額的には人数で決まるんですか、それとも規模で。補助金
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の上限とかそういうのがあるのかちょっとお聞きしたいんですが。 

 

大下総務課危機管理室長 まず自主防災組織の補助金につきましては、申請初

年度、初めて申請されるところにつきましては、２万円と２００円に世

帯数を掛けたものが上限です。２年度以降につきましては、１万円と世

帯数に１００円を掛けたものが上限です。あと、地区防災組織の補助金

につきましては、一律１０万円が上限です。 

 

岩本信子委員 これ見るとかなり差があるんですが、発電機なんかも買ってい

るところが結構あったりするんですけど、これなんかだったら人数の多

いところでないと買えないというか、発電機だけ買っているところは２

万８,８００円となってるんですが、その買う資材ですけれど、これは自

主防災組織に任せているということですか。それとも基準みたいなもの

があるんですか。 

 

大下総務課危機管理室長 対象となるものにつきましては、規則の中で定めて

おります。で、買われるものについては、自主防災組織の活動の中とい

うことで自主的にお任せしています。ただし、あからさまにちょっとこ

れは規則にのっとって該当しないというものについては、その時点で指

導しています。 

 

伊藤實委員長 今の備品の件ですが、前々から言ってるんだけど、自主防災組

織、組織率よりは中身、実態がやっぱり温度差があるということはもう

承知されてると思うんですよ。で、現にこの備品の購入の内容について

も相当温度差があると思うんだけど、防災ホイッスルはいくらするんで

すか。どのようなに使うわけ。何個買ってるの。 

 

大下総務課危機管理室長 防災ホイッスルというのは、例えば地震等で倒壊し

た家屋の中で取り残された場合に笛を吹けば所在がわかるというもので

す。 

 

伊藤實委員長 この防災ホイッスルは何個購入したの、これ。６番の横土手は

お茶と防災ホイッスル。お茶は、まさか飲んでるということはないやろ

ね。 

 

大下総務課危機管理室長 数字は、今持ち合わせておりません。 
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伊藤實委員長 それは、もちろん申請しているから出るんでしょ。何年間保存

用でということでしょ。 

 

大下総務課危機管理室長 申請の段階で、買われる見込みのものにつきまして

は、見積書等を出していただきます。それから、訓練が終わって、実際

に請求される場合につきましては、実績の報告書、何月何日に訓練をや

った、それから実際に買われたもの、それから買われたものの写真、そ

れから領収書等の写しも出していただいております。その辺のチェック

はしています。 

 

伊藤實委員長 それと、真砂土というのがあるんだけど、これは土のう用か何

かの分、そういう意味。 

 

大下総務課危機管理室長 土のうをつくる訓練。 

 

伊藤實委員長 訓練。 

 

大下総務課危機管理室長 はい。実際防災訓練をされたときに、自治会で防災

訓練をされるときに、土のうのつくり方を訓練されているところもあり

ますので、そのための真砂土です。 

 

吉永美子委員 事務事業評価シートの下で、今後の方向性としては改善が必要

ということで、改善状況は２６年度中に改善に着手ということは、どう

いうふうに改善に着手をされておられるんですか。 

 

幡生総務課主幹 ちょっと先ほどから委員長、厳しいお言葉をいただきまして、

大変恐縮しておりますが、目標値を設定しないという理由は、これを設

定して、目標に達成したからオーケーだというふうにはちょっと思えな

い事業であるということで、要は中身、どういう活動をしておるか、ど

ういう実態で、この補助金が本来の意味で活用されているかというとこ

ろをもうちょっと総務課、行政として中身をチェックする方法はどうあ

るべきかということを今から検討していきたいということで、事業の進

め方に改善が必要ということで書いております。 

 

伊藤實委員長 いや、それと目標値は違う話、全然。 

 

大田総務部次長兼総務課長 課題のところで、冒頭申しましたように、組織間
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において活動状況にちょっと格差がありますので、それをなくすように

出前講座とか、広報、そういったもので周知啓発を図っているところで

す。 

 

中村博行副委員長 今、自主防災組織、ここに差があるということを言われま

したけれども、結局この補助金対象４０件ですか、４０番までついてお

りますけども、自主防災組織は自治会でいうと、三百三、四十あるわけ

ですけども、３００ぐらいのところがそういう意識はなくて、補助金申

請されないと考えていいんですか。 

 

大下総務課危機管理室長 実際、今２８０ほど自主防災組織の規約をいただい

ていますので、２８０程度、組織があると認識をしております。一番難

しいところなんですけど、実際に４０の自治会については昨年度申請が

あったということで、活動されているということは確認できていますけ

ども、残りの２４０という団体につきましては、残念ながら把握はでき

てない状態です。これをどうやって把握するかというのは、今後の研究

課題、実際に補助金を申請されなくても、要はそういった資機材を購入

されない、例えば情報伝達訓練だけされてるというところもあるかもし

れません。そういったところの実態調査というのも、研究していきたい

と思います。 

 

中村博行副委員長 関連ですけども、２４ページ、セーフティーネットは市内

で１１あると聞いておりますけども、この２件欠けているのも、同じよ

うな状況でしょうか。 

 

大下総務課危機管理室長 昨年度、全地区やるようにということで、市のセー

フティネットワークの中で話はされたようですけども、２地区ほどはで

きなかった状況があるというのは聞いております。 

 

杉本保喜委員 自主防災組織に対する補助金のあり方を検討する必要があると

言われましたけど、確かにこれを見ると、各自治会、非常にばらつきが

あります。それで、一つの提案になるんですけれど、防災七つ道具とい

うことを念頭に、最低これだけの品物は持っておくと便利ですよという

一つのラインを出せば、もっと活用の形態が変わってくるのではないか

と思うんですけど、そのあたりはいかがですか。言われるままに補助金

を使わせているというのが、多分現状だろうと思うんです。 

 実は私のところの高千帆は、２４年度に申請して、２５年度、ここに
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は名前はないんですけれど、そういうふうに以前にやってるところ、こ

れからやるところ等があるんですけれど、セーフティネットワークは最

低これだけのものを持っておく必要があるんではないですかという提案

をやるということも一つの改善の足がかりになるのではないかと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

 

大下総務課危機管理室長 そういった七つ道具については、今後決めれたもの

だけはお願いしますというような方向で、一応研究はしていきたいと思

ってます。そうすると、活動件数が伸びていくのではなかろうかと思わ

れますので、その辺はちょっと研究していきたいと思ってます。 

 それと、地区の防災訓練につきましては、主な訓練は、これ炊き出し

訓練、どこもかなり人員を出されて炊き出し訓練をされてます。すぐに

災害時には非常食が行くとは限りませんので、３日分の食事ぐらいは最

低持って避難してくださいとお願いしてますけども、長期間に及ぶ場合

は、地区での炊き出し訓練が最後決め手になろうと思います。そういっ

たことでも、この地区での防災訓練につきましては、主には炊き出し訓

練に使われてるということで大きな意味はあると思います。 

 

下瀬俊夫委員 さっきから目標の問題が出ていすよね。これは行政の役割とし

て１００％にするという問題と、もう一つは活動内容を改善するという

問題、２つあると思うんですね。今９１.何％の状況で、これから１００％

までいくという、これから先の自治会のほうが私は難しいと思うんです

よね。だから、行政の援助、あるいは目標設定が必要じゃないかと、こ

れ本当に関心のない自治会は関心がないんです、全く。だから、行政の

ほうの動機づけが必要なんですよ。それに対してきちんと目標を持って

対応をするということが本当に大事だと思います。そういうことがさっ

きから出ていように、１００％達成するかどうかという大きな目標に迫

っていくというふうに思うんですよね。だから、自主防災組織、自主的

なものだからということだけでは、これ以上ほとんど進まないと思って

るんですよね。そういう点での行政の姿勢が一番問われていると思うん

ですけど、いかがですか。 

 

中村総務部長 委員御指摘のとおりだと思います。今９１.２ですけど、これは

世帯数で率を出しておったと思います。要は、自主防災組織に入ってお

る世帯の％を出しております。 

 ですから、最終的に１００％というのは自治会に入らないところもあ

りますので、なかなか難しいんですが、この９１.２で、あと８.８、こ
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れがどういった自治会がまだつくられていないのか、そのあたりちょっ

と実態調査して、その理由、なぜできないのか、そのあたりを分析した

上で、また目標設定なり、今後の方針を定めてまいりたいと思っており

ます。 

 

伊藤實委員長 それでは、いろいろあるかもしれませんが、一応この件は、ま

た自由討議等で、また委員間で議論したいと思います。次に行きます。

コミュニティ助成事業について、執行部の説明を求めます。 

 

石本協働推進課長 コミュニティ助成事業について説明します。資料の２５ペ

ージをお開きください。コミュニティ助成事業は、財団法人自治総合セ

ンターが宝くじの社会貢献広報事業としてコミュニティ活動に助成を行

う事業です。一般コミュニティ助成事業を初めとして８事業あり、その

うち協働推進課では４事業、一般、コミュニティセンター、青少年健全

育成、地域国際化推進助成事業を担当しております。今回は一般コミュ

ニティ助成事業として申請が２件ありましたが、そのうち１件、２５０

万円の助成決定となりました。 

 内容としては、須恵太鼓保存会に対して長胴太鼓１台、平太鼓４台、

附締太鼓１台、附属品の購入費として助成しました。活動指標について

は、自治総合センターが実施している事業ということで、申請と交付に

ついて市を経由するということで、実績として補助金候補件数１件を上

げております。 

 次に、内部評価について順次説明します。妥当性についてですが、自

治体関与については自治総合センターが実施している事業で、平成２５

年度コミュニティ助成事業実施要綱に基づき、申請手続及び助成金の広

報につきましては、市、県経由で行われることから妥当であると考えま

す。目的については、助成対象団体はコミュニティ活動に必要な備品の

整備を行うことができるので、各イベントへ積極的に参加するなど、地

域のコミュニティ活動の活性化につながりますので、妥当であると考え

ます。対象については、地域のコミュニティ団体の助成ですので、妥当

であると考えます。次に、効率性についてですが、コスト効率、負担割

合の適正化については、補助金額の全額が自治総合センターの助成金で

ありまして、適正であると考えます。事業主体の適正については、平成

２５年よりコミュニティ助成事業について周知を図るため、ホームペー

ジに記載しております。今後申請がふえていくと思われますので、一般

コミュニティ助成以外の助成事業についても、調査研究していく必要が

あると思われます。 
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 次に、有効性についてですが、目標達成度については自治総合センタ

ーが実施している事業で、目標は設定しておりません。類似の事業の存

在としては、山口きらめき財団のきらめき活動助成事業等があります。 

 上位施策としての貢献度については、まちづくりの主体となる市民の

自主的なコミュニティ活動は地域において重要な役割を担っております。

本事業を活用することで、必要な備品を整備することができ、地域のコ

ミュニティ活動の充実と地域イベントの活性化に貢献していると考えま

す。 

 以上を踏まえ、本事業については継続して実施していきますが、平成

２６年度以降の課題としては、一般コミュニティ助成事業以外のコミュ

ニティ助成事業についてや他の類似する助成事業についても、先ほど申

しましたように調査研究して、情報提供を図っていきたいと考えており

ます。 

 

伊藤實委員長 それでは、委員からの質疑を受けます。 

 

下瀬俊夫委員 この事業について、いわゆる補助事業だということを知らない

団体があるんではないかということで、この周知徹底をどうするかとい

うのがこれまでの議論にありました。今回も周知する必要があるという

ことになっていますが、具体的にどういう手を打っておられるのかお聞

きします。 

 

石本協働推進課長 前回はちょっと手続上、広報の掲載というのが間に合わな

かったので、今回は通知が来ましたので、広報紙とホームページとで、

こういうのがありますよということで、具体的には手続上、かなり複雑

なので、担当課に問い合わせしてくださいという形で周知していきます。 

 

下瀬俊夫委員 私の知っているある団体にこういうのを知ってるかと言ったら、

実は知らなかったんですね。ホームページをわざわざ検索しなきゃわか

らないという状況で、自分たちの団体がその対象団体かどうかもわから

ないというときに、もっと方法があるんじゃないかなとか思うんですが、

結局知っている団体が申請すれば受けられるけど、知らなかったらいつ

までも受けられないという、ちょっとここら辺の改善が要るんじゃない

かなと思うんだけど、いかがですか。 

 

石本協働推進課長 ボランティアガイドブックの更新をまだしていないという

指摘を受けまして、今その更新作業中なので、その辺がある程度わかり
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ましたら、団体の方に周知することができると思いますけど、今の現状

では広報紙とホームページとしか考えておりません。 

 

伊藤實委員長 ほかに。よろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは

続きまして、まち歩きガイドマップ作成費補助金事業についてお願いし

ます。 

 

石本協働推進課長 ８番のまち歩きガイドマップ作成事業について説明します。 

 資料の２６ページをお開きください。まち歩きガイドマップ作成事業

は、山陽小野田市ふるさとづくり協議会の事業の一つであります市民ふ

るさと塾が本市の魅力を再発見するまち歩きを推進するため作成したま

ち歩きガイドマップに対して、その作成経費を補助する事業です。 

 でき上がったマップは、サイズはＡ３、２つ折り、全４ページ、紙質

等は再生コート紙のフルカラーで、市内を７ブロックに分けて、各ブロ

ック４,０００部、合計２万８,０００部作成しております。 

 予算の執行状況としては、歳出として、まち歩きガイドマップ作成補

助金８１万９,０００円を支出しております。その財源につきましては、

まちづくり魅力基金繰入金８１万９,０００円となっております。 

 活動指標については、ふるさと塾参加人数となっております。１２校

区から各５人、延べ６０人を目標としておりましたが、最終的に参加者

が実績６４人となっており、１０７％の達成率となっております。 

 次に、内部評価について説明します。 

 妥当性についてですが、山陽小野田市補助金交付規則、山陽小野田市

まち歩きガイドマップ作成費補助金交付要綱に基づく補助事業で、でき

上がったまち歩き用ガイドマップの作成費として、市ふるさとづくり協

議会へ助成しておりますので、妥当と考えます。 

 なお、今後は市民や観光客に広く活用してもらうことが重要なことで、

その取り組みについて検討していく必要があると考えております。 

 次に、効率性についてですが、補助金交付規則、要綱に基づき交付し

ているので、適正と考えます。 

 なお、コスト効率については、適正な在庫管理を行って、修正等に関

しては、時期、方法、内容、経費の低廉化など検討していく必要がある

と考えます。 

 次に有効性についてですが、目標達成度については市民の手でマップ

をつくり上げたということで、達成はしておりますが、今後はまち歩き

ガイドを養成し、活用する仕組みを構築していくことが必要であると考

えます。一応今年度の予定として、ガイドを養成するということで、ま
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ちづくり、ふるさとづくり、ふるさと塾のほうは考えておられます。類

似事業の存在としては、山陽小野田観光協会や各地区の団体で作成され

たマップがあります。上位の施策としての貢献度については、市内外に

本市の魅力を発信するために、市民の手でつくり上げたマップの作成費

を市が支援することで、市民と行政の協働のまちづくりに貢献している

と考えます。 

 以上、市内に多数あります魅力的なスポットを市民みずからまち歩き

を通じて再発見していただく仕掛けとして、まち歩きマップが作成され

ました。平成２６年度以降の課題としては、これからふるさと塾でまち

歩きガイドを養成していかれます。まち歩きガイドマップの充実活用を

図るため、関係団体と連携をとりながら、市内外へ情報発信を図ってい

くことが必要と考えます。 

 

伊藤實委員長 はい。それでは、質疑をお聞きします。 

 

下瀬俊夫委員 やっぱり、やっつけ仕事みたいな感じがあるんで、これはいか

がなものかと。例えば竜王山のやつですよね。これ見ても、赤い文字が

すれていますよね。これ、わざわざこうしたんじゃないと思うんですよ。

こういうところがどうも、やっつけ仕事みたいな感じがするし、それか

ら地図の中を見ても、いろんな公共施設があるんだけど、みんな載って

いますよね、多くの分が。あるいは登山口が１カ所しかないとかですね。

そういう点で、もう少し丁寧なつくり方がいるんではないかという点が

１つありました。 

 もう１つは、実はこの中で「夜でもあさ」の厚狭地区のマップがあり

ます。この最初の地図は、あるところからそのまま持ってきて、多分著

作権があるのに、それを無視してこれを載せられたと。結局、そっくり

なんですよ。それは確認されましたか。 

 

石本協働推進課長 先般、地区の者と一緒に、ここのお寺に行ってきました。

ただ住職にお会いすることができなかったんですけど、まあ後先になっ

たところもあるので、その辺を了解と協力をお願いしようと思って、御

家族にはお話をしました。ただ、このマップを置くときにはその辺を説

明はされたそうです。このマップをここのお寺に置いてあるんですよ。

そのときに、奥様には説明して、住職にそれが伝わってなかったという

こともあるようです。 

 

下瀬俊夫委員 問題は、できた作品をお寺に置かせてもらうかどうかではなし
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に、これを載せるときに、了解がいるんではないかと。了解とらないで

掲載されたんじゃないかというところで、行政に対する批判、不信が生

まれたんじゃないかという意見がありました。これは、確認されていま

すか。 

 

川上市民生活部長 この点につきましては、指摘がありましたので、私どもが

ふるさと塾に確認しました。ふるさと塾では、了解を得てつくったもの

であるという認識でした。その辺をきちんとする必要があろうというこ

とで、今私どもももう一度確認作業をしています。奥様からは、そうい

う形で、口頭での了承はしたんですよということは聞いておりますけど、

住職に会われなかったので、その辺はもう一度確認したいと思っていま

す。基本的にこれはふるさと塾でつくっていただき、私どもはでき上が

った後に、そういう著作権の関係がどうのこうのということはないもの

と信じておりましたので、その辺の確認は今後きちんとやっておこうと

思っております。 

 

下瀬俊夫委員 うちの委員会で実は問題になったのが、このお寺がつくってい

る地図を黙って持って帰られただけだと、了解は何もしていないと、だ

から委員会で問題になったわけです。だから、そのふるさと塾がどうの

こうのという問題ではなしに、著作権があるお寺に対して了解したかど

うかを聞くのが筋だと思うんです。そこら辺がまだやれてないんですね。 

 

川上市民生活部長 そこの最終確認をまだ私どもはとっておりませんけど、ふ

るさと塾の意見としては、そういう了解を得た上でつくったということ

ですので、それは私ども信じているところです 

 

下瀬俊夫委員 それはおかしいでしょ。著作権を持っている側が了解してない

と言っているのに、つくったほうが了解してもらったって。これは、そ

ういう問題とは違うんじゃないですか。著作権を持っているところが強

いんですよ。 

 

川上市民生活部長 だから、私ども、もう一度再確認をしようと。お寺に行っ

たときに住職に会えなかったんですけど、もう一度きちんと確認をとっ

て、その辺の問題の解決はしておこうと思っております。 

 

下瀬俊夫委員 了解したかどうかは別にして、やっぱり手作りでやったという

んであれば、みずからがこういうことを──この程度の地図だったら、
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できないはずないでしょう。ちょっとそこら辺が、手づくりと言いなが

ら、そういうトラブルも起こってしまうような面もあるんで。それとも

う一つは、委員会の中で出たのは、これを例えば、よそから来られた方

が持って歩く場合、例えば駅を降りて歩く場合に、駅からどの場所は何

分くらいという、そういう時間的なものも要るんではないかと。ちょっ

と行ってみようかという気になるような、これだったら全くわからない

わけですよ。だからそういう点で、意見があったことを紹介しておきま

す。 

 

河野朋子委員 質問ですけど、これは今のように観光客に渡して活用していた

だくという目的でつくられたのかどうか、ちょっと確認です。 

 

石本協働推進課長 これは市民のまち歩きということで、それが観光につなが

っていけばいいという形で、とにかく市民の方に自分のふるさとを再発

見していただこうということがまず目的で作成されました。 

 

川上市民生活部長 今課長が言いましたように、市民の皆さんに再認識という

こともありますけど、観光協会と連携しており、ホテル等に置かれてお

りますし、観光に来られた方にも利用していただくという形で活用した

いと思っています。 

 

河野朋子委員 今観光協会のことも出ましたけども、以前、各校区で観光協会

からの補助金をいただいて、かなり詳しい地図をそれぞれの校区でつく

ったと思うんですけど、有帆なんかもそれつくってあるんですけど、今

見たら、高千帆が少しは載っていますけど、有帆の地図はもっといろい

ろ詳しく載せてたんですけど、なんかこれを見ると、同じような情報が

重なったり、それがなかったりとかで、同じようなものを重ねてつくる

っていうか、その辺がどうなのかと今改めてできたものを見て感じたん

ですけど、そのあたりの調整というか、数年前からされていますよね、

観光協会が各地区にそういった投げかけをされて。その辺の情報はどの

ように調整されたんでしょうか。 

 

川上市民生活部長 その辺の調整、詳しいことはちょっとわかりかねますけど、

これはふるさとづくりが市民の手でつくろうということで、一生懸命頑

張られてつくられたものです。そういう形で、今、でき上がったものが

まだ十分じゃないという面もありましょうけど、そういうものは今後と

も改善して、もっといいものをつくっていこうということですので、観
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光協会がつくったものもありましょうけど、これも市民手づくりのもの

で、つくったものです。これも活用して、市の観光や市民の交流に役立

てていただきたいということです。 

 

河野朋子委員 先ほど紹介しました各校区がつくられたものも全部市民が集ま

って市民の手でつくったもので、ほとんど趣旨が同じなのに、何で同じ

ようなものをまた重ねてつくられたのかとか、その辺をもう少し調整す

るべきだったんじゃないかと、できて比べて見ると、ますます強く感じ

ましたので、そういった意見を出しました。 

 

伊藤實委員長 効率性のところでマップ作成経費の低減化と在庫管理を行うと

は、どういうことですか。 

 

石本協働推進課長 各校区に４,０００部しかないので、その辺きちんと在庫確

認しないと、また増刷する場合にもかなり経費がかかるので、その辺き

ちんと在庫管理をして、これを増刷とか修正する際に経費がかからない

ような方法というか、その辺をちょっと検討していかないといけないと

思って、２６年度以降１０万円しか予算がないので、その辺を今考えて

おります。 

 

伊藤實委員長  印刷は部数によって相当変わると思うんですが、今４,０００

部をどれぐらいもたそうと思っているのですか。今観光協会といろいろ

連携ということでしょ。市民の人にも多く知ってもらうというわけでし

ょ。で、今世帯数だけでいってうちは２万何世帯かな。１軒ずつ全部行

けばなくなるわけよね。どういう計算ですか。 

 

石本協働推進課長 これは各戸配布しておりません。官公庁とか観光地、観光

施設とかに今配布しているところです。 

 

伊藤實委員長 それは市内では何カ所くらい配布していますか。 

 

石本協働推進課長 市内は官公庁２２カ所ありますけど、そちらに配布してお

ります。それと観光課を通じて宇部空港とか厚狭駅レンタカーとか、小

野田駅、県庁等へ配布しておるところで。 

 

伊藤實委員長 それで、これつくるのも実際、いろいろ意見あったんだけど、

この地図の検証というか、これね、本当、今厚狭を見たんだけど、いい
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加減すぎるよ。そして、いろいろ商店からクレームが出るよ。厚狭の商

店街なんか、店がないのかという話になるわけよ。それで観光協会がま

た絡んでるわけでしょ。商工会議所なんかはどうなの、これは。 

 で、観光協会が問い合わせ先になって、こっちの事業には観光協会の

「か」の字も入ってない。どういうこと。こちらの事業評価シートには、

観光協会と連携云々ということが全然ないわけよ。で、こっちには何で

観光協会が問い合わせになっているのか。おかしいんじゃない、これ。 

 

石本協働推進課長 一応窓口は１カ所にしようということで、観光課を窓口に

して、例えば、もしガイドが要るという場合は協働推進課に連絡をして

もらうとかという形を、今後は、そういうシステムを構築することも考

えていかないといけないということで、とりあえずは観光協会を窓口に

ということで、問い合わせ先を観光協会という形にしておるところです。 

 

伊藤實委員長 はっきり言って。 

 

石本協働推進課長 観光協会を問い合わせ窓口としているのは、問い合わせ窓

口を１カ所にしようということで、観光協会に問い合わせ窓口をしても

らって、その後、もしガイドとかが要るという場合には協働推進課、今

から今後システムを構築していくんですけど、そういった形で考えてお

ります。 

 

伊藤實委員長 はい、もういい。これはまた自由討議。その次いきましょう。

男女共同参画、お願いします。 

 

山根人権男女共同参画室長 番号９番の男女共同参画推進事業「女性の日」事

業について、説明します。事務事業評価シート、２７ページをごらんく

ださい。事業概要は左上に記載のとおりです。 

 平成２２年に男女共同参画社会づくりを推進するために、本市独自に

１０月１日を「女性の日」と定め、毎年市民への意識改革のために、効

果的な啓発事業を実施しています。平成２４年度には、男女共同参画宣

言都市となり、平成２５年度には、山口県事業「男女共同参画フォーラ

ム」を開催引き受けしました。「女性の日」事業は、主に開催引き受け

した県事業の中の３つの分科会として組み入れ、実施しました。これは

実行委員会形式で、各団体、各方面の有識者に参画いただき、御意見を

反映したものとなりました。このように、平成２５年度の「女性の日」

事業は、主に開催引き受けした県事業の中の３分科会として、組み込む
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形で行いました。また県事業には組み込めなかったパネル展示等につき

ましては、別に市独自で実施しております。山口県事業の日程は、１０

月１３日日曜日の朝１０時から午後３時までの開催で、本市事業であり

ます３つの分科会は、午前の部、午前１０時から１１時３０分までの９

０分間、文化会館内の３つの会場に分かれて、同時開催しております。

分科会の内容につきましては、事前にお手元に提出した資料のとおりで

す。経費は山口県事業のため、基本的には市の負担はありませんが、県

の支出規程に合わないもので、市として必要なものを支出しております。

事務事業評価シートの真ん中より少し上段左端、支出内訳をごらんくだ

さい。右側に移って決算額、合計１８万２,３３７円であります。このう

ち、山口県事業に関する本市の負担分は、総額６万１,１６０円です。 

 内訳としては、旅費で９,３６０円、これは第１分科会の講師１名にか

かわる事前調整に必要なための旅費です。 

 それから、上から３つ目の需用費、決算額９万８,９７７円ですが、こ

のうちの県事業負担分としては５万１,８００円です。 

 内訳は、印刷製本費５万４００円と消耗品１,４００円です。印刷製本

費は、啓発配付物品として、「女と男の一行詩」の第１回から１５回ま

での入賞作品をダイジェスト版にしたもの８００部を印刷し、当日参加

者に配付しました。消耗品は模造紙代です。 

 なお、それ以外の支出金額１２万１,１７７円は、県事業としては実施

されなかったものを市が別に実施した支出額です。 

 内訳しては、女性教育学習財団が保有されている男女共同参画の啓発

パネルである「なるほどジェンダー」パネルを借り受け、市役所ロビー

などで市民へ啓発・展示しました。これに係る経費、使用料及び賃借料

２万円及び送料として役務費４,０００円です。また、女団連との共催で

開催しました男女共同参画フォーラム「新春の集い」におきまして、講

師料の５万円や、男女共同参画宣言文のパネル作成代３万５,０００円及

び課の雑消耗品代１万２,１７７円です。 

 県事業に戻りますが、３つの分科会の参加者のアンケート結果からは、

満足度の指標とする「良い（参考になった）」のパーセントが９０に達

っしており、有効な事業であったと考えております。 

 内部評価について、活動指標または成果指標です。左端１番の行事の

開催数ですが、平成２２年度の「女性の日」創設以来、毎年１回実施し

ております。その下の２番目、「女性の日」記念行事参加者のアンケー

トの満足度「よい」及び「まあまあよい」の割合ですが、今回初めて「よ

い」「参考になった」が９０％を超えております。それから３番目、参

加者数ですが、平成２３年度は山口東京理科大の教室で開催し、参加者
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目標数は設定していませんでしたので、上と下の段は空欄としています。

２４年度、それから２５年度は、いずれも厚狭駅前の文化会館で実施し

まして、指標としては文化会館内で一番大きい会場、大ホールの席数と

していましたため、上の目標数値は７５０人としております。真ん中の

段は実来場者数、下の段は率、達成率であります。なお、平成２５年度

は８００人で、一番下の段は達成率を示しておりますが、午前中の３分

科会への参会者数も合わせた人数となっております。 

 その下の段、内部の評価についてに移ります。左端の欄の上から、妥

当性、効率性、有効性とあります。 

 妥当性としては、男女共同参画の推進は市の条例にも施策・実施の責

務規定があり、妥当です。目的の妥当性も妥当と考えております。対象

の妥当性も、県事業であるため、主として対象は市民、広くは県民に向

けた啓発事業のため、妥当です。 

 下の効率性に移りますと、コスト効率はおおむね適正と考えています。

市保有の文化会館を利用して、県事業のため支出は最小限で有効な事業

を実施しました。実施主体の適正化も適正であると考えております。実

行委員会形式で市民と行政、行政は県や市や財団が含まれますが、協働、

協力して働く事業であり、適正であると考えております。負担割合の適

正化も適正で最小の負担で最大の啓発を実施しております。 

 有効性に移ります。目的達成度、おおむね達成している。満席の会場、

来場者に効果的啓発を実施できたと考えており、目的は達成されており

ます。類似事業の存在は、存在しない。「女性の日」事業を分科会に盛

り込みまして、同時開催のため類似事業はなしと考えております。上位

施策の貢献度、貢献しており高いと考えております。 

 下に移って、課題です。国等の情報に注意して必要な啓発内容を盛り

込み、自主的参加者の増加につながるような啓発内容の充実を図ること

としており、引き続き情報取得に努め有効な施策が実施できるよう努め

ていきます。 

 今後の方向性としては、計画どおり事業を進めることが適当であると

考えております。 

 特記事項としては、県事業、「男女共同参画フォーラム」は１３年に

１回の引き受けであり、今回のみ「女性の日」事業を盛り込み実施しま

した。毎年あるものではないことを記載しております。 

 

伊藤實委員長 それでは、男女共同参画推進事業「女性の日」事業についての

説明がありましたが、御意見、御質問はありますか。 
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吉永美子委員 大変頑張っていただいて、参加者数が１０６％ということだっ

たんですけど、立ち見も出たということになるんですが、これは男女の

割合はどのぐらいだったでしょうか。 

 

山根人権・男女共同参画室長 「女性の日」事業３分科会で答えてもよろしい

でしょうか。第１分科会から第３分科会まで１９９人参加がありました。

そのうち、アンケート回収したのが１５９人、７８％回収しております。

男性が３６名、女性が１０９名です。女性６８％、男性２２％、子ども

８％、不明０.７％となっております。 

 

吉永美子委員 ということは、やはり男女共同というところで男性がもっと参

加をしていただくように、大変でしょうけど頑張っていただきたいんで

すが、今後の方向性としては計画どおり事業を進めることが適当となっ

ているんですけど、もっと男性が参加できるような方向での事業を進め

ることを考えておられるのか、女性が多くてももうこれでいいとお考え

なのか、その辺はどういうお考えのもとで「女性の日」の事業を進めて

おられるのかお聞きします。 

 

山根人権・男女共同参画室長 希望としては、男性の参加者が多数で実施でき

ることが本当に有効な啓発事業を実施することになりますけれど、現状

においてはやはり７割方、ほぼ８割方女性が多い参加が現状です。自治

会連合会等、ふるさと等いろんな部署に出向き、男性の参加者について

もお願いはしたものの、なかなか参加については難しい面があります。

今後については研究していきたいと考えております。 

 

吉永美子委員 頑張っていただきたいので、この有効性の目標達成度というと

ころですね、ここは目標は達成されているということなんですが、この

来聴者に効果的啓発を実施できたということで、やはり男性に対しても

啓発をしていただくのが一つの目的になっていくと思うので、この辺を

また啓発されながら分析をまたされていって、目標達成度を上げていた

だけたらと要望します。 

 

岩本信子委員 私は、この事業行きました。例年になくすごく良かった内容で

した。それがなぜかというと、やっぱり県の事業を受けてやったという

ことで、予算的なものですよ。だから、この講演会もすごく良かったで

すし、かなりのお金が要るんじゃないかなとは思うんですけど、ぜひ来

年度も同じようなことを続けてほしい、来年度でもいいんですけれど、



97 

 

予算をしっかりとってこういうことを続けていかれるようお願いしたい

と思うんですけど。これだけの事業の内容、１０６％という実積率が出

るような内容ですので、ぜひ継続してうちの自主事業としてやっていた

だきたいんですけど、その点はどうお考えですか。 

 

山根人権・男女共同参画室長 担当課としては、限りある予算内で知恵を絞り

つつ有効な手立てを考えていきたいと思います。県事業につきましては、

希望された市もあるそうですけど、県からお断りされたそうなので、や

はり難しいと思います。 

 

伊藤實委員長 アンケートについてですが、この事業については実績も上がっ

ているんですが、最初から名称を議会のほうから何度も指摘しています

よね、「女性の日」。その辺の名称についてのアンケート調査はされて

いないんですか。大変大事と思いますけどね。 

 

山根人権・男女共同参画室長 気がつきませんでした。しておりません。 

 

伊藤實委員長 実際、先ほど男性の参加、やはり「女性の日」となると、やは

りどうしようかなと、女性じゃないと行ってはいけないのかなって思う

わけですよ。それもあるんじゃないかと思うんですよ。一回それ調査さ

れたらおもしろい結果が出るんじゃないかなと思いますので、その辺を

また検討してみていただければと思います。 

 それでは、「女性の日」につきましては終了して、次、防犯外灯につ

いてお願いします。 

 

白石生活安全課長 防犯外灯助成事業について説明します。 

 資料の３２ページをお開きください。この事業は、自治会等の防犯外

灯の新設及び修理に要する経費の一部を補助し、自治会の負担を軽減す

ることにより防犯活動を支援し、もって地域の安全の確保に貢献してい

ます。今後１０年間を目途に、防犯外灯を長寿命で消費電力が少ないＬ

ＥＤへの取りかえを推進するため、ＬＥＤの設置に対し補助率等の優遇

措置を講じています。なお、蛍光灯への補助についても継続をしており

ます。 

 歳出の決算額ですが、７０５万５,７７６円で、予算に対する執行率は

９９.９％となっております。 

 歳入の財源内訳は、６５万円が諸収入の地域づくり推進事業助成金で、

これは平成２６年３月議会の補正予算で一般財源から財源更正を行って
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おります。活動指標または成果指標につきましては、実績を記載してお

ります。１番の防犯外灯助成の新設灯数です。２３年度は４４灯、２４

年度は４５灯、２５年度は４１灯となっております。午前中の補正予算

の審査の中でＬＥＤについての質問がありましたので、口頭で説明を追

加させていただきます。２３年は４４灯のうちＬＥＤが２０灯、２４年

は４５灯中ＬＥＤが２８灯、２５年は４１灯中全部、４１灯ＬＥＤでし

た。２番目は修理灯数です。２３年、１７１灯中ＬＥＤは６１灯、２４

年、３３０灯のうちＬＥＤは２７３灯、２５年、４２９灯のうちＬＥＤ

は４０８灯となっております。 

 この事業の妥当性、効率性、有効性につきましては、地域の安全確保

を推進する自治会等への補助であること、補助率が６０％であり、また

上限までの補助であること、類似事業もなく上位施策への貢献をしてい

ることなどにより妥当・適正であると考えております。 

 課題につきましては、蛍光灯からＬＥＤに取りかえる自治会がふえて

おり、当初の予算枠を大幅に上回る申請が８１の自治会から３９９灯分、

補助金額で５７４万８,４００円分の申請がありました。その関係で、９

月議会において、１００万円の増額補正をし、追加交付決定をしました

が、なお１８自治会８１灯補助金額で約１４０万円分を平成２６年度に

繰り越しという形になりました。自治会からの要望も多く、今後数年間

は計画予算を上回る申請が見込まれております。今後の方向性としては、

ニーズの多い事業ですので、計画どおり事業を進めることが適当である

と考えております。 

 

伊藤實委員長 執行部の説明が終わりました。本日の午前中、補正でもこの関

係は議論もしておりますので、改めて何かありましたらお願いします。 

 

下瀬俊夫委員 目標設定が書かれてないんですが、これは何か理由があるんで

すか。 

 

白石生活安全課長 この事業は交付申請に対しまして予算の範囲内での執行と

いうことになっておりますので、先ほどのように予算の９９％の執行率

というような形で上げるのもいかがなものかということで、申請の出た

うち予算の中でできるだけ要望にお応えしたいということで、あえて目

標の設定は致しておりません。 

 

伊藤實委員長 ほかに。よろしいですか。それでは、今ちょうど５時になりま

したが、時間延長しますのでお願いします。 
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 それでは、１１番の地域振興諸行事支援事業について、執行部お願い

します。 

 

石本協働推進課長 １１番の市民活動の推進、地域振興諸事業支援事業につい

て説明します。資料の３４ページをお開きください。地域振興諸行事支

援事業は、地域コミュニティの活性化、世代間交流を図るため、地域の

諸行事に対してイベント経費の一部を補助する事業です。予算の執行状

況としては、歳出として諸行事補助金４７４万７,５００円を支出してお

ります。その内訳については、資料の３５ページを開きください。おの

だ七夕花火に１３５万円、厚狭花火大会に８０万円、お祝い夢花火に９９

万７,５００円、その他８件の行事にそれぞれ１５万円、４件の行事にそ

れぞれ１０万円、総額４７４万７,５００円を支出しております。活動指

標については、申請に対する助成ということで目標値は上げておりませ

ん。実績として、補助対象事業１５件となっております。成果指標につ

いては、実績として、補助対象事業の参加人数２５万３００人となって

います。補助対象事業については、平成２４年度まで実施していた山陽

小野田市民まつりが休止となり、前夜祭で実施していたお祝い夢花火に

ついて、主催者変更で開催ということと、新たに山陽小野田市民カーニ

バルが加わっております。 

 次に、内部評価について説明します。妥当性についてですが、山陽小

野田市補助金交付規則、山陽小野田市地域振興諸行事補助金交付要綱に

基づく補助事業で補助対象団体にイベントの経費の一部を補助していま

すので、妥当と考えます。次に、効率性についてですが、コスト効率に

ついては、補助金交付規則要綱に基づき交付しているので、適正と考え

ます。事業主体負担割合の適正化については、補助金交付規則要綱に基

づき交付しているので適正と考えますが、中には行政主導型のイベント

もあり、イベントによっては補助金を交付するだけでなく人的支援を行

う場合があります。対象団体と連携支援のあり方について、今後検討し

ていく必要があると考えます。次に、有効性についてですが、類似事業

の存在はありません。上位施策としての貢献度については、各種イベン

トを支援することで、地域のコミュニティ活動の充実と地域イベントの

活性化に貢献していると考えます。以上、協働のまちづくりを推進して

いく上でイベント開催の支援は継続して実施していきますが、将来的に

は市民が主役の地域づくりを進めていくためにも、主催団体主導型を考

えております。平成２６年度以降の課題としては、イベントの支援体制

について各団体の実情に応じて検討していきたいと考えております。 
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伊藤實委員長 それでは、執行部の説明が終わりました。質疑受けます。 

 

岩本信子委員 今言われた行政主導型のイベントというのは、この中でどれが

あるんですか。 

 

石本協働推進課長 １３番の山陽小野田ふるさと凧あげフェスティバルですけ

ど、ほとんど事務局の協働推進課でやっているような状況です。ほかは、

江汐公園つつじまつりというがありましたけど、２６年度から実行委員

会体制をとっておりますので、その辺はかなりうちも協力という形の体

制になってきつつあります。 

 

長谷川知司委員 補助金決定額はどのようにして決めているんですか。 

 

石本協働推進課長 花火については、合併前からの補助金額を参考にして、そ

のまま大体行っておりますけど、あとの祭りについては、大体公平性を

図る意味で、初回目が１０万円ということで、今は２回目以降について

は１５万円という形で補助金決定、予算の範囲内で決定しておるところ

です。 

 

下瀬俊夫委員 何か、さも皆自主的にやられているみたいだけど、そうでもな

いんじゃないですか。いわゆる事務局が受けている行事があるんじゃな

いですか。それはどこかわかりますか。 

 

石本協働推進課長 協働推進課は、今言ったところですけど、竜王山公園さく

らまつりは南支所、若松公園さくらまつりは公園通出張所で、あとはほ

とんどやっておられると思っております。特に、復活、住吉まつりにつ

いては、もうかなり実行委員会形式が整っておりまして、動員数もかな

りあって、市民本位の祭りを開催しておられると思っております。 

 

伊藤實委員長 今、この中で動員が２５万人になっていますよね。それぞれ概

算でいいけど、人数はどういう人出なの。 

 

石本協働推進課長 それぞれの人数というのが、事業報告を出してもらって来

場者数という形でとっておりますので、どういった人出と言われても、

その辺が祭りに参加された方、来られた方っていうようにしかちょっと

認識しておりません。 
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伊藤實委員長 ここの実績２５万３００人は何を根拠に出てきたんですか。 

 

石本協働推進課長 根拠というのが、実績報告を出してもらっているので。 

 

伊藤實委員長 だから、それが祭りでどうかっていうことを聞いている。 

 

石本協働推進課長 実績報告書に来場者数というのがあり、それを全部とった

数字です。竜王山さくらまつりが１万２,０００人、若山公園が６００人

です、江汐公園つつじまつりが８,０００人、寝太郎まつりが８,０００

人、ほたるまつりが５,０００人、やけの美夕フェスタが１,１００人で

す。それから、厚狭花火大会が３万人、埴生ぎおんまつりが２,０００人、

小野田花火大会が６万５,０００人です。それから、お祝い夢花火が５万

人、厚狭秋まつりが５,０００人、アイラブ山陽小野田が６００人、山陽

小野田ふるさと凧あげフェスティバルが１,０００人、復活、住吉まつり

が２万７,０００人、市民カーニバルが３万５,０００人です。 

 

伊藤實委員長 なかなかおもしろい数字が出ますね。それともう一点、効率性

で、将来的にイベントの準備、片づけ、主導型というのは、今１つ、２

つしかないわけよね。ほとんどそれぞれの実行委員会がやっているわけ

で、職員の人たちが支援で行くというよりは、職員研修の一環として地

域の祭りにかかわるとかいう検討ということを人事と話すとか、要する

に協働推進課にいたらいろんな祭りに行かないといけないわけよね、は

っきり言って、大変だよね。それは机を運んで遅くまで掃除してから、

それは皆大変よね。でも、やはりそこをどういうふうにするかというの

は、職員研修の一環としてするというのも。地域の祭りにずっとするの

は大変だけど、年間どれかは行くとか、そういう手法というのも一つ検

討したらおもしろいんじゃないかと思うけど、そういう発想はないの。 

 

石本協働推進課長 大変貴重な意見を伺わせていただいて、今後、人事等と協

議しながらできればしていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

伊藤實委員長 そうしないとね。やっぱりそこは協働だから、一緒に。 

 

尾山信義議長 市民まつりが中断をされて、私も会議には出ていたんですけど、

この分で次の年度に向けてほかの助成金も手厚くしたいという市長の意

見もあったと思うんですが、どこかに還元をされているんでしょうか。 
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川上市民生活部長 ２６年度予算でそれぞれの団体の補助金額を上げておりま

す。１５万円であったところを１８万円に上げておりますので、全体で

２５年度が４７４万７,５００円、２６年度は５６６万円という形で、そ

の分は還元しているところです。 

 

尾山信義議長 ちょっとその関連で、例えば駅前のちょうちん七夕フェスティ

バルとかいろいろありますよね、各地域の祭り、この祭りについて、何

か補助金をカットされておられるような感覚も強いんですけど、どれか

手厚くされたところというのがあるんですか。 

 

川上市民生活部長 諸行事の補助金、協働推進課が抱えている補助金の中に市

民まつりの補助金が入っていました。その部分で、協働推進課が担当し

ている補助金で増額はしておりますけど、ほかの部分が増額されたどう

かは、把握しておりません。 

 

長谷川知司委員 もし新たに祭りをするとか、あるいは今まで祭りをやってい

たところで、こういうのを知らなかったから今度補助をいただきたいと

なった場合は、そういう受け皿はあるわけですか。 

 

石本協働推進課長 補助金交付要綱がありまして、一応、初回目は、予算範囲

内ということで１０万円という形で今回市民カーニバルもなったんです

けど、予算の範囲内でそれは調整することになっておりますので、予算

がなければ難しいかもしれないです。あと、本当に重要な内容なのか、

活性化に向けて重要なものかということも考慮はします。 

 

長谷川知司委員 新たにする、あるいは今まで知らなかったからやるっていう

ことに対して、そういう人に対してだめというのはちょっと冷たいかな

と思うんです。だから全体の枠を広げる、あるいはことしはみんなでわ

け合っていくとかそういうような考えはないですか。 

 

石本協働推進課長 ２４年度についてはそういった形で調整して、若干補助金

が減って、新規に加わっている形をとっておりますので、その辺は調整

してみないと何とも言えないので、あれば相談に来ていただきたいと思

います。 

 

伊藤實委員長 ほかに、よろしいですか。それでは、まだきょうの予定が残っ

ているんですが、明日の４款の衛生費終了後にしたいと思います。明日
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は、９時から４款の衛生費に入ります。それでは、本日の委員会を終了

します。お疲れさまでした。 

 

午後５時１８分散会 

 

平成２６年９月８日 

 

一般会計予算決算常任委員会委員長 伊 藤  實 


